
民主党政策 INDEX
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「生活維新」実現―政治とは、生活である。





【１】総　務


地方分権


　民主党は、地方分権国家を樹立します。国が全国一


律・画一的に事務事業を押しつけるよりも、それぞれ


の地域の判断で事務事業の内容等を決定した方が、多


種多様な住民の生活ニーズを満たし、国民生活を豊か


にすることができるからです。


　地方分権を実現することで、税金のムダづかいを是


正することも可能になります。国は地域の実状に沿わ


ない過大な規格の事業を地方自治体に押し付け、国・


地方合わせた日本全体としての税金のムダづかいをも


たらしている側面があります。また、国が国庫補助負


担金や法律・規則等によって地方自治体を縛りつける


ことをやめれば、地方自治体が経営感覚を生かしてム


ダづかいをやめ、必要なサービスをもっと行うことが


できるようになります。さらに、国会議員も国家公務


員も国家レベルの本来の仕事に専念できるようになり


ます。　


　多様化・複雑化した住民のニーズにきめ細かに対応


するためには、住民に一番身近な存在である地域の住


民やＮＰＯなどによるサービス提供が必要不可欠で


す。そのためコミュニティの機能を再生・強化し、地


域で支えあうことができる社会をつくります。


１．基礎的自治体の整備


　住民の生活に関わる身近な問題は、住民に一番身近


な「基礎的自治体」で解決すべきです。そこで地方分


権国家を担う母体を基礎的自治体とし、全国を300程


度の基礎的自治体で構成します。国と基礎的自治体に


よる新たなる「国のかたち」をめざします。


２．国と地方の役割の見直し


　地方分権国家を樹立するためには、国の全ての事業


を徹底的に見直し、国と地方の役割を抜本的に変える


必要があります。民主党は、各省庁や自治体に対して


情報提供を求めることができる強力な権限を持った


「行政刷新会議」を設立し、事務事業の見直しを集中


的に行います。


　住民に最も近い基礎的自治体に対して、生活に関わ


る行政サービスをはじめ、対応できる全ての事務事業


の権限と財源を大幅に移譲します。その上で基礎的自


治体にできないことは国が行うという「補完性の原則」


を徹底します。


　中央政府の役割は、外交、防衛、危機管理、治安から、


食料、エネルギーを含む総合的な安全保障、教育・社


会保障の最終責任、通貨、市場経済ルールの確立、国


家的大規模プロジェクトなどに限定します。


　


３．個別補助金の廃止


　中央から地方に支出される個別補助金は、中央官僚


による地方支配の根源であり、様々な利権の温床とも


なっています。


　真の地方自治を実現する第一歩を踏み出すため、個


別補助金は基本的に全廃し、地方固有の財源を保証す


る真の地方自治を実現します。中央・地方とも補助金


に関わる人件費と経費を大幅に削減して、財政の健全


化にもつなげます。


４．地方交付税制度の抜本的改革


　政府が平成16年度から3年間で約5.1兆円の地方交


付税及び臨時財政対策債を削減したことなどにより、


現在地方自治体は厳しい財政運営を迫られています。


また「三位一体改革」の結果、税源移譲が実施される


ことに伴い、自治体間で財政格差が生じることが懸念


されます。そうしたことから、地方自治体の重要な財


源となっている地方交付税制度のあり方を見直すこと


が喫緊の課題となっています。


　民主党は、地方交付税制度が財源保障、財政調整そ


れぞれの役割を十分果たすことができるよう、抜本的


な改革を行います。そのポイントは、福祉サービスな


ど住民の生活の根幹に関わる公共サービスについて


は、どの自治体に住んでいても一定水準以上のサービ


スを受けることができるよう、一定のルールに則って


各自治体に財源保障を行い、その上で収入が少ない自


治体に対して財政調整を行うというものです。
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５．国と地方の協議の制度化


　国と地方の役割の見直しなど、地方分権施策を推進


する際には、国と地方が十分に協議することが必要不


可欠です。国と地方の協議を法制化し、地方の声、現


場の声を聞きながら真の地方分権を実現していきま


す。


　これにより、国と地方の関係を「上下・主従の関係」


から「対等・協力の関係」へと進化させます。


６．自治区の活用


　人口の多い政令指定都市や合併によって面積が大き


くなった市町村では、自治体が住民のニーズや意見を


的確に把握することがむずかしくなり、住民も行政へ


の参加意識を持ちにくくなっているという問題が生じ


ています。政令指定都市の区や合併前の市町村などを


単位とし、一定の権限を持った自治区を設けることに


より、住民と行政の距離を縮めます。


７．政省令・条例等のあり方の見直し


　地方自治体が住民のニーズに対応した公共サービス


を展開するためには、国が政省令等によって地方を縛


りつけている実態を改める必要があります。政省令の


うち住民の生活に密接に関係するものについては地方


の条例に委ねるなど、地域住民の視点に密着した形で


事務事業の基準等を決められるようにします。


８．住民投票による民意の汲み上げ


　住民投票は住民の意思を確認するために非常に重要


な手段であり、適切に利用すれば代議制民主主義を補


完して住民の意思を政治に反映する有効な手段となり


ます。住民投票を地域の意思決定に積極的に取り入れ


るため、「住民投票法」を制定します。


９．地方自らによるガバナンス形態の決定


　地方分権という以上、地方が自らのガバナンスのあ


り方を決めることができるようにすべきです。シティ


マネージャー制度の導入や地方議会定数の見直しな


ど、地方が独自の判断で自治体の仕組みを決められる


ようにします。


　また、地方自治体、民間事業者、ＮＰＯ、住民など


がそれぞれ持っている特性を生かし、相乗効果を発揮


させる形で行政運営を行う「新しい公共」を作り上げ


ていきます。


10．コミュニティの再生・強化


　行政だけで住民のニーズを満たせる時代は終わりま


した。地方分権社会を充実させるためには、基礎自治


体内のコミュニティの機能を活性化することが求めら


れています。民主党は、住民が単に公的サービスの受


け手となるだけでなく、公共サービスの提供者・立案


者として参画する社会をめざします。


　また、コミュニティの中心的な活動主体となりつつ


あるＮＰＯが自立的に活動できるよう、税制改革等を


通じて財政基盤強化のための支援をします。


行政改革


　国・地方の借金は約1,000兆円となり、財政は危機


的状況にあります。にもかかわらず、天下りを背景と


した談合や随意契約の横行など、政府全体に税金のム


ダづかい体質が蔓延しています。民主党が行った「予


備的調査」によれば、2005年4月時点で公益法人など


3,962の団体に22,250人の役職員が天下り、それらの


団体に対する補助金等の交付額は6兆4,458億円に上っ


ています。


　民主党は税金のムダづかいを是正するため、天下り


規制の大幅強化や官製談合の撲滅、随意契約の是正を


行政改革の重要な第一歩と位置づけ、全力で取り組み


ます。


　国と地方、官と民の役割分担を大胆に見直しながら、


行政機構を改革するとともに、労働基本権の回復を前


提とした公務員制度の改革を実現します。


11．天下り規制の強化


　防衛施設庁や道路公団における談合事件など、天下


りを背景とした談合事件が後を絶ちません。国家公務


員を対象とした現行の天下り規制は、離職後2年経過


すれば関係営利企業に天下ることができることになっ


ており、特殊法人や公益法人等への天下りは規制対象


になっていないなど、抜け穴だらけです。


　民主党は、こうした実効性に乏しい現行の天下り規


制を大幅に強化する「天下り規制法案」を提案してい
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ます。その主な内容は、①天下りの禁止期間を離職後


2年間から5年間に拡大する、②規制の対象とする天


下り先に特殊法人・独立行政法人・公益法人等を追加


する、③本省幹部（審議官級以上）の離職後10年間


の再就職状況の報告を義務付ける、④特殊法人の役職


員が天下ることについても国家公務員と同様の規制を


新設する、などです。


　また現行法では地方公務員の天下りは規制されてい


ないことから、地方公務員の天下りの実態を把握した


上で規制のあり方を検討します。


　さらに2006年164通常国会に提出した民主党「行政


改革推進法案」において、天下り公務員の行為規制を


提案しています。具体的には、天下り公務員が出身官


庁に①在籍企業が契約で有利となるよう求めること、


②在籍企業が参加しようとしている入札等に関する情


報の提供を求めることを規制対象とし、こうしたこと


が行われないよう、政府及び地方公共団体が必要な措


置を講ずるというものです。


12．国が行う契約の適正化


　中央省庁等の幹部ＯＢを天下りとして受け入れ、か


つ2004年度に国から1,000万円以上の金銭の交付を受


けた法人と国とが行った契約のうち、随意契約が占め


る割合は9割以上であったという事実が2006年に判明


しました。 


　このように天下りを背景とした随意契約が横行して


いるのは、契約の相手方の天下りの状況や、随意契約・


指名競争入札の理由などについて説明する義務が国に


課されていないからです。


　民主党は、国が行う契約の適正化を図るため、「国


が行う契約の過程及び内容の透明性の確保等による契


約事務の適正化を図るための会計法の一部を改正する


法律案」（随意契約等透明化法案）を2006年164通常


国会に提出しました。具体的な内容は、①国による随


意契約、指名競争入札について徹底的な情報公開を義


務付ける、②随意契約、指名競争入札の厳格化を図る、


③ＩＴ調達を長期継続契約から除外する、などです。


13．公務員の労働基本権の回復


　労働基本権は労働者本来の権利であり、重要な労働


条件などは当事者抜きに決められてはなりません。し


かし、日本の法令及び慣行は公務員の労働基本権を制


約しており、国際労働機関（ＩＬＯ）も1965年以降、


このような日本の状況がＩＬＯ条約の規定に違反して


いるとの厳しい勧告を出しています。


　民主党は、公務員の職務の特性に鑑みて特に異なる


取扱いが必要となる場合を除き、公務員の労働基本権


を回復します。その結果、労働条件は民間と同様、交


渉で決められるようになります。それに伴い、一般職


の公務員には労働基準法及び判例法理に準じた雇用保


障制度を導入します。


　政府全体の統一的人事管理及び使用者としての機能


を担う担当大臣を置き、同大臣が労働組合との交渉等


を行います。


14．多様な人材の登用と早期退職慣行の是正


　高度・複雑化した行政に対して、内部で育成した人


材だけで対応していくことは難しくなっています。中


途採用・任期付採用の拡大など、意欲と能力のある多


様な人材を登用することが可能となる総合的な仕組み


を構築します。


　また中央官庁において、仕事に対する意欲と能力の


ある人材を幹部職員とするため、新たな幹部公務員養


成制度を構築してキャリア制度を廃止します。


　中央官庁では定年の年齢に達する前に退職する早期


退職慣行があり、国家公務員の天下りを生む背景と


なっています。管理職については徹底した自由競争の


仕組みを導入する一方、複線的人事システムの導入を


すすめ、この早期退職慣行を大幅に是正します。


15．地方分権の推進と国家公務員総人件費の削減


　真の行政改革をすすめるためには、国と地方のあり


方を抜本的に見直し、地方分権をすすめることが不可


欠です。民主党は、各省庁や自治体に対して情報提供


を求めることができる強力な権限を持った「行政刷新


会議」を設立し、国の役割を大幅に限定して事務事業


の多くを地方へ移譲するという観点から事務事業の見


直しを集中的に行います。


　国の機関の組織及び定員は行政刷新会議の提言に基


づいて抜本的に改めます。大胆な地方分権の結果、国


家公務員の定数も大幅に減少し、国家公務員総人件費


を3年間で2割以上削減することが可能になります。
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また納税者である国民の理解を得るため、非常勤の国


家公務員人件費及び勤務実態に関する情報公開をすす


めます。


16．政治任用制の拡大


　現行制度のように巨大な官僚組織が大きな力を持っ


たままでは、たとえ政権交代が実現しても、公約とし


て掲げた諸施策を実行に移すことには多大な困難を伴


うことが予想されます。政治任用・自由任用制度を大


幅に取り入れ、公務内外から実力と意欲に富んだ人材


を積極的に登用します。


17．特殊法人等の改革


　特殊法人や独立行政法人等は、国からの補助金や交


付金を使って非効率的な事業運営をしていたり、官僚


の天下りの受け皿となるなど、様々な問題点を抱えて


います。


　特殊法人や独立行政法人、及びこれらに係わる特別


会計は、原則廃止を前提に全てゼロベースで見直し、


民間として存続すべきものは民営化し、国としてどう


しても必要なものは国が直接行います。また、天下り


受入の見返りに業務独占をするなど実質的に各省庁の


外郭団体となっている公益法人は、制度改革にあたっ


て、廃止します。


18．郵政改革


　民主党は、①郵便及び郵便貯金については国の責任


で全国サービスを維持する、②郵便貯金については預


入限度額を段階的に500万円まで引き下げて肥大化を


防ぐ、③保険業務については分割民営化する、④特殊


法人・独立行政法人等、「出口」の改革をすすめる、


⑤公社の役職員を非公務員化する、⑥天下りを禁止す


る、などを内容とする「郵政改革法案」を2005年163


特別国会に提出しました。


　今後も、郵政公社（民営化後の各社）の業務が肥大


化して純粋な民間企業の業務を圧迫しないか、地方に


おいてサービスが維持されるか、ビジネスモデルが現


実的か、などについて、政府の「民営化」路線を厳し


く監視していきます。


政治改革


　政治改革に関しては、国民・有権者の政治参加機会


の確保を目的とした選挙に関する制度改革と、政治と


カネにまつわる腐敗を根絶して政治に対する信頼を再


生するための法整備が車の両輪となります。


　選挙こそ民主主義の原点であり、国民の政治参加の


最大の権利です。これを保障し、より公平で、幅広


い政治参加を実現するために、一票の較差の是正、18


歳選挙権付与、インターネットの活用促進などを実現


します。また、迂回献金の禁止など政治資金の透明性


を高め、公平で透明な信頼される政治を実現します。


19．一票の価値の較差の抜本是正


　選挙における一票の価値を可能な限り平等にするこ


とは、民主主義の根幹に関わる重要な課題です。衆議


院、参議院それぞれにおいて一票の価値の較差を是正


します。


　衆議院選挙においては、小選挙区割りの際にまず


47都道府県に1議席ずつ配分し（基数配分）、残り253


議席を人口比例で振り分けているため、一票の較差を


2倍以内に収めることが不可能となっています。そこ


で、この「基数配分」を廃止して小選挙区すべてを人


口比例で振り分ける「衆議院議員選挙区画定審議会設


置法の一部を改正する法律案」（2004年159通常国会


に提出）により、較差是正を図ります。


　参議院については、2004年の選挙における一票の


較差が5.13倍となっています。2006年164通常国会で


は、与党が提出した「公職選挙法の一部を改正する法


律案」が成立しましたが、較差を4.84倍（平成17年


国勢調査の速報値に基づく）にするだけの小手先の修


正に過ぎませんでした。民主党は、議員1人当たりの


人口の最も少ない選挙区を隣接する選挙区と合区する


ことにより、較差を3.80倍（平成17年国勢調査の速


報値に基づく）に縮めることを提案しています。


20．国会議員の定数１割以上削減


　政権選択の可能な選挙を実現するためには、小選挙


区の重視をよりすすめるべきであり、また、厳しい財


政状況を考えても、国会議員には率先して効率化に努


めることが求められています。このような観点から、
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民主党は衆議院の比例議席180中、80議席の削減を提


案しています。2004年159通常国会には、こうした内


容を盛り込んだ「公職選挙法の一部を改正する法律案」


を提出しました。


21．選挙権年齢の引き下げ


　わが国の民主主義をより成熟したものにするために


は、国民が政治に参加する機会を拡大し、多様な意見


を政治に反映できるようにすることが必要です。その


ため、成人年齢を18歳とし、選挙権を18歳から付与


します。


（関連項目：法務ｐ42「13. 成年年齢の18歳への引き


下げ」参照）


22．インターネット選挙運動解禁


　ホームページやメールは、政党や政治家と有権者の


意思疎通を図るうえで欠くことのできない重要な手段


になっています。しかし、現行法では選挙期間中にイ


ンターネットを使って選挙運動を行うことは認められ


ていません。


　インターネット選挙運動を解禁すれば、有権者の選


挙に対する関心が高まる、政策本位の選挙・カネのか


からない選挙が実現する、候補者と有権者の対話が促


進されるといった様々な効果が期待できます。民主党


は、政党や候補者に加え、第三者もホームページ・ブ


ログ・メール等あらゆるインターネットの形態を使っ


て選挙運動ができるようにするため、「インターネッ


ト選挙運動解禁法案」（1998年142通常国会、2001年


151通常国会、2004年159通常国会、2006年164通常


国会に提出）の実現をめざします。


　インターネット導入に伴って予想される不正行為に


対しては、①誹謗・中傷を抑制するためにホームペー


ジ等を使って選挙運動をする者の氏名・メールアドレ


スの表示を義務付ける、②なりすましに対する罰則を


設けるなど、きめ細かな対応策を講じます。


23．電子投票制度の導入


　タッチパネルの電子投票機等を用いて投票する電子


投票制度は、地方選挙においてのみ実施可能となって


おり、2006年10月時点では8つの自治体で導入され


ています。選挙事務の効率化、選挙結果の公表の迅速


化といったメリットがあることから、国政選挙におい


ても導入することをめざします。


24．永住外国人の地方選挙権


　民主党は結党時の「基本政策」に「定住外国人の地


方参政権などを早期に実現する」と掲げており、これ


に基づいて永住外国人に地方選挙権を付与する法案を


国会に提出しました。


25．政治にまつわる腐敗の根絶


　2001年に「あっせん利得処罰法」が施行されて以


降も、政治家や秘書による口利き事件・疑惑が後を絶


ちません。民主党は、現行法の抜け道を塞ぐべく「公


職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関


する法律の一部を改正する法律案」を2002年154通常


国会・155臨時国会、2004年159通常国会に提出しま


した。2004年に提出した法案のポイントは、①処罰


の対象に公職にある者の親族を加える、②犯罪の構成


要件から「請託」や「権限に基づく影響力の行使」を


外し立件しやすくする、③政党支部などに見返りを迂


回させる第三者供賄を禁止する、などです。


　また、各地の自治体で談合事件に絡んで首長が逮捕


される事例が続発し、首長の多選に対する批判が高


まっています。民主党は2001年から4期目以上をめざ


す知事・政令市長に対しては、選挙で推薦しないこと


としています。さらに、職業選択の自由など憲法上の


問題に留意しながら、地方自治体の首長の4選禁止の


制度化について検討していきます。


26．政治献金の抜本的改革


　2004年の日歯連による旧橋本派へのヤミ献金事件


では1億円ものヤミ献金が行われ、大きな政治不信を


招きました。国民から信頼される政治を実現するため


には、政治献金を抜本的に改革することが必要不可欠


です。しかし、2005年163特別国会において与党提出


法案によって行われた政治資金規正法の改正は、いわ


ゆる迂回献金（＝政党や政治資金団体を迂回させて寄


附を受け取る行為）を禁止する規定が盛り込まれない


など、極めて不十分なものでした。


　民主党は政治献金の抜本的改革を盛りこんだ「政治


資金規正法等の一部を改正する法律案」を繰り返し国
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会に提出しています。2005年163特別国会に提出した


法案は、①いわゆる迂回献金を禁止する、②政治団体


から同一の政党・政治資金団体への寄附は年間1億円


まで、政党・政治資金団体以外の同一の政治団体への


寄附は年間3,000万円までとする、③企業団体献金を


受領できる政党支部の数を制限し、政治資金の出入り


と流れを簡素化する、④現行法では国や地方公共団体


と請負その他特別の利益を伴う契約をしている者・利


子補給対象の融資を受けている法人の献金は選挙時に


禁止するにとどまっていることから、契約日等から1


年間禁止とする、などを盛り込んでいます。


27．政治資金の透明化


　国民の政治に対する信頼を回復するためには、政治


資金の実態をガラス張りにして国民の監視のもとにお


くことが必要です。


　民主党が2005年163特別国会に提出した「政治資金


規正法等の一部を改正する法律案」では、①150万円


を超える寄附の過失による収支報告書等への不記載に


対する罰則を創設する、②普通預金等又は現金に係る


収支報告書への記載を義務付ける、③政党本部や政治


資金団体の収支報告書の記載事項に対する外部監査を


義務付ける、④政治団体間の寄附の銀行振込み等を義


務付ける、⑤インターネットによる報告書の公開を義


務付けるとともに報告書等の保存期間を延長する、⑥


後援会等の機関紙誌への広告掲載料の名を借りて政治


献金を行う脱法行為を防ぐために、後援会等の機関紙


誌への広告費の上限を年間150万円とするとともに、


20万円以上の広告費については広告料金の支払い者


の氏名や金額を公表させる、などを提案し、政治資金


の透明化を強く促しています。


28．政と官のあり方の見直し


　現在の国会は、委員会審議で大臣に代わって官僚が


「政府参考人」として答弁を行うなど、官僚に依存し


た状況となっています。民主党は、国会を、主権者で


ある国民を代表する国会議員が討論・審議する場に改


め、国会審議には官僚を参加させないようにします。


衆参両院の本委員会は専ら議員のみで議論を行い、国


家公務員、民間人等から意見聴取や資料収集を行う場


合には、委員会の下に設置する小委員会において行う


こととします。政府内においても官僚依存を改め、国


会議員が務める副大臣・政務官が制度的・実質的に役


割を果たし得るよう、事務次官会議を廃止し、副大臣


会議で政府内の調整を行うようにするといった仕組み


を導入します。


　また与党政治家と官僚の癒着によって公正であるべ


き行政が歪められることがないよう、政治家と官僚の


接触に関する情報公開など、透明性確保のための制度


改善を図ります。


　さらに「行政監視院」を国会に置き、行政をチェッ


クする立法府の行政監視機能の充実を図ります。


29．国会議員年金の廃止


　2006年164通常国会で、民主党と与党の議員年金廃


止法案が議論されました。民主党の廃止法案は、現職


国会議員の将来の年金受給権を消滅させて、国会議員


年金制度を即時に廃止するという内容でしたが、与党


案は現職国会議員は将来議員年金を受給できるという


ものであり、「廃止」とは看板ばかりの既得権益維持


法案でした。国会では与党案が成立しましたが、今後


も民主党案の成立や年金制度の抜本改革を通じて、真


の廃止の実現に努力していきます。


通信・放送


　今日、インターネットは単なる通信基盤の域を越え


て経済･生活･文化など私たちの活動を支える社会基盤


となりつつあります。そして、ＩＴ技術の進歩は通信


と放送の融合など、様々な変化を促しています。一方


では、ネット社会に独特の問題も生じてきており、誰


もが安心してインターネットの利便性を享受できるこ


とが求められています。


　民主党は、①誰もが情報社会を安心して享受できる


ようにするためのインフラ整備の推進、②多様性のあ


る情報文化創造のための環境整備、③偏りのない中立


的で信頼性の高い情報発信源の確保、④世界に向けた


情報発信力と国際競争力の強化を早急に対応すべき課


題として取り組みます。


30．通信・放送委員会の設置


　国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が
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監督するという矛盾を解消するとともに、放送に対す


る国の恣意的な介入を排除するため、電波・放送行政


を総務省から切り離し、内閣府の外局に設置する独立


性の高い独立行政委員会に移すべきです。また、技術


の進展を阻害しないよう通信・放送分野の規制部門を


同じ独立行政委員会に移し、事前規制から事後規制へ


と転換をはかります。


31．電波の有効利用


　携帯電話や情報家電の普及、無線ＬＡＮ技術の進展


に伴い、電波（周波数）の不足が問題となっています。


産業活性化や新たな技術開発、国民の利便性向上につ


なげるため、今後は有限な資源である電波を有効利用


する方法を考えるべきです。


　民主党は、既存利用者の効率利用と新規需要への迅


速な再配分を図るため、①電波利用料に電波の経済的


価値を反映させることによる電波の効率利用促進、②


適当と認められる範囲内でオークション制度を導入す


ることも含めた周波数割当制度の抜本的見直し、など


に取り組みます。


32．ＮＨＫの改革


　一連の不祥事に伴う受信料の支払拒否件数の増加、


番組作成にあたって与党政治家の介入があったのでは


ないかという疑惑など、ＮＨＫをめぐっては様々な問


題が噴出しています。ＮＨＫの経営改革と体質改善は


喫緊の課題です。


　ＮＨＫのガバナンスを強化するためには経営委員会


の機能強化が必要であり、経営委員の一部常勤化や選


出基準の見直しを改革の第一歩とします。受信料不払


者の存在からくる不公平感の解消と収入の1割以上を


占める受信料徴収コストの削減のため、受信料制度の


あり方や受信料の徴収方法について検討します。


　ＮＨＫの業務範囲が国民に理解されるものとなるよ


う、とかく不透明性が問題となる子会社等について設


置基準を見直して整理をすすめるとともに、ＮＨＫ本


体と子会社との契約のあり方についても見直しを行い


ます。また、ＮＨＫの各チャンネルの位置づけを再度


明確にした上で放送波の削減を検討します。


　ＮＨＫの命令放送制度については「放送番組編集の


自由」が侵害されることのないよう、慎重かつ適正な


対応を政府に求めていきます。


33．インターネットを用いたコンテンツの二次利


用促進


　テレビ番組や映画といったコンテンツについては、


著作権が出演者や音楽の作曲家などそれぞれの実演家


に帰属しています。過去に放送されたテレビ番組等を


インターネットで二次利用する場合には、全ての権利


者から許諾を得なければならず、インターネット上で


のコンテンツの二次利用は進んでいません。そこでコ


ンテンツの活用を図るため、著作権の保護に配慮しつ


つ、著作権処理の円滑化に向けて抜本的な検討をすす


めます。


　またＮＨＫが保有する多くの優良なコンテンツをイ


ンターネットで提供できるようにするため、ＮＨＫの


インターネット利用に関する規制を見直します。
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【２】外交・安全保障


外交


１．外交政策の基本姿勢


　外交では、先の戦争に対する反省を踏まえて、一つ


には人間と人間、国家と国家との「共生」、つまり日


本及び世界の平和の確保、もう一つは人間と自然との


「共生」、つまり地球環境の保全を日本が率先してすす


めることを国是とします。


　また、世界の国々と相互の信頼に基づく対等な関係


を積み上げ、平和かつ自由で開かれた国際社会の実現


を推進します。特に、米国とは対等な真の同盟関係を


築き、中国、韓国をはじめアジア諸国との信頼関係を


醸成します。


２．真の日米同盟の確立


　日米両国の相互信頼関係を築き、対等な真の日米同


盟を確立します。そのために、わが国は独自の外交戦


略を構築し、日本の主張を明確にします。また、日本


は国際社会において米国と役割を分担しながら、その


責任を積極的に果たしていきます。さらに、真の日米


同盟の確立を促進するために、米国とＦＴＡ（自由貿


易協定）を早期に締結し、あらゆる分野で自由化を推


進します。


３．日米地位協定の見直し


　民主党は、沖縄に集中する在日米軍基地の縮小をめ


ざすとともに、日米地位協定の改定を主張してきまし


た。特に、①一定の凶悪犯について起訴前に日本の司


法当局に引き渡しを認める原則、②米軍施設等への日


本の法令適用原則、③環境保全条項の新設、④2004


年8月に発生した「米軍ヘリ墜落事件」を受け、事故


後の現場の統制は第一義的に日本側が行う、などを内


容とする改定を政府に迫っています。


４．アジア外交の強化


　アジアの一員として、中国、韓国をはじめ、アジア


諸国との信頼関係の構築に全力を挙げ、国際社会にお


いてアジア諸国との連携を強化します。特に、エネル


ギー・通商・環境分野において、アジア・太平洋地域


の域内協力体制を確立していきます。


５．日中関係　


　中国は、政治・経済の両面でますます国際社会にお


ける存在感を高めています。民主党は、改革開放路線


やＷＴＯ加盟、ＡＲＦ（アセアン地域フォーラム）な


どへの積極的な関与をはじめとした外交姿勢を歓迎す


る見地から、アジアの地域協力や緊張する地域情勢等


について中国と協議し、党間交流のさらなる活発化を


図るなど、良好な日中関係の構築に向けた努力を重ね


てきました。


　一方、中国との間には、脱北者問題や対中ＯＤＡの


あり方、尖閣諸島問題や東シナ海における海洋権益問


題、日本の国連安保理常任理事国入りなどの懸案があ


るにもかかわらず、小泉前総理の靖国神社参拝などの


歴史認識にかかわる不用意な言動と稚拙な外交によっ


て、反日デモが発生し在留邦人や進出企業に被害が出


るなど、関係が悪化しました。


　対中関係は、日本外交にとって極めて重要であり、


建設的かつ友好的な話し合いによる懸案解決が重要で


す。両国首脳間に信頼関係を築きあげ、経済、金融、


通貨、エネルギー、環境、海洋、安全保障などの分野


で政策対話を深化させ、制度化していきます。


６．台湾問題


　2005年、日米安全保障協議委員会の共同発表にお


ける共通の戦略目標として、台湾に関する記述がなさ


れました。民主党は、台湾の一方的な独立を支持せず、


同時に中国の台湾に対する武力行使については断固反


対します。わが国は、台湾海峡をめぐる緊張が生じな


いように中国・台湾にあらゆる予防的働きかけを行う


ことを最重要課題の一つに位置づけるべきです。その


際には、1972年の日中共同声明が前提となることは


当然のことです。
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７．日韓関係


　良好な日韓関係の再構築は、韓国が六者協議の当事


国でもあることから、北朝鮮による拉致事件、核、ミ


サイル発射問題の解決はもちろん、朝鮮半島の平和と


安定のために重要です。竹島問題や日韓ＦＴＡの締結


など諸懸案を解決し、国民間の経済交流・文化交流を


さらに推進します。


　


８．日朝関係


　民主党は、わが国の安全保障に直接影響を及ぼす


北朝鮮問題に真剣に取り組んでいます。2002年9月17


日の日朝首脳会談で「日朝平壌宣言」が署名され、日


朝国交正常化交渉が再開されました。その際、北朝鮮


は日本人拉致の事実を認め、その後、核開発の事実が


明らかになりました。拉致事件やミサイル及び核兵器


等の開発・保有問題は、わが国の主権と国益、国民の


生命と人権に関わる重大な問題であり、民主党はこれ


らの解明・解決を最優先課題とします。拉致問題の解


決なくして日朝国交正常化はありません。


　しかし北朝鮮は、2006年、国際社会の真摯な警告


を無視してミサイル発射、地下核実験を強行したため、


わが国は、国連の安保理決議や国会決議などにより、


北朝鮮を強く非難しました。今後も六者協議などの場


で、北朝鮮の姿勢を慎重に見極めながら、日本と北東


アジア地域の平和と安全に資するよう取り組んでいき


ます。


９．拉致・人権侵害問題


　北朝鮮による日本人拉致事件は、主権侵害と国際的


な人権侵害との見地から重大問題です。帰国された拉


致被害者の支援に万全を尽くすとともに、被害者や家


族に対する北朝鮮の謝罪と補償、被害者の全面解放と


帰国による原状回復、特定失踪者問題を含む拉致事件


の全容解明などについて、北朝鮮の具体的かつ誠意あ


る対応を強く迫りつつ、完全解決に向けて全力で取り


組みます。民主党は「拉致問題対策本部」などの積極


的な取り組みにより、安全保障上の見地から海外への


送金停止と輸出入の制限を可能とする「改正外為法」


と、人、モノの動きを制限できることを内容とする「特


定船舶等入港禁止特別措置法」を成立させました。


　また、与党に先駆けて「北朝鮮人権侵害救済法案」


を提出し、2006年164通常国会では拉致被害者への支


援・保護に加え、人道問題から国際的な連携を強化す


るため、脱北者の支援等を盛り込んだ上で「北朝鮮人


権法」を成立させました。民主党は、これからも拉致


問題の解決に全力をあげ、国際世論にも強く働きかけ


ていきます。


10．日露関係


　ロシアは、冷戦後の国際社会においてサミットの正


式参加国となり、国際テロ対策での協調、ＮＡＴＯと


の連携強化、六者協議での協力など、新たな秩序構築


に向けて着々と外交実績を積み上げています。日本は、


核兵器廃棄への支援、経済・文化交流、民間交流など


を継続しつつ、北方領土返還交渉を抜本的に立て直し、


ねばり強く交渉に臨むべきです。


　2006年8月に発生した「ロシア国境警備艇による日


本漁船拿捕事件」を受け、民主党は、ロシアに武器使


用の態様などをただし、厳重な抗議を行うとともに、


改めて北方領土の早期一括返還を求めました。また、


サハリン・パイプラインは、今後わが国のエネルギー


を確保していく上で戦略的に重要であり、ロシアの資


源外交に振り回されることなく問題解決を図るべきで


す。民主党は、経済・文化交流等の一層の活性化を通


じて、信頼醸成に努めます。


（関連項目：北方領土については、内閣 p 21「13. 北


方領土問題」参照）


11．南西アジア地域との関係


　南西アジア地域各国とわが国とは、文化・経済・外


交等、親密で友好な関係を築いてきましたが、経済発


展を続けるインドとの関係はますます重要です。一方、


インド・パキスタン両国の核兵器保有に対し、民主党


は、核軍縮・不拡散・廃絶をねばり強く訴えています。


また、ウラン濃縮・再処理活動の継続を主張するイラ


ンに対しては、国連安保理決議にのっとり、自制を促


しています。民主党は今後とも、南西アジア地域の安


定のために積極的に取り組みます。


12．アフガニスタン復興支援


アフガニスタンへの復興支援は、アフガニスタン国民


だけでなく、中央アジア地域の安定や国際テロの撲滅、
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麻薬の取締りなどの観点からも重要です。民主党は、


募金活動や内外のＮＧＯと連携した人道支援、復興支


援に積極的に取り組み、2002年11月、民主党主催の


アフガニスタン女性支援会議を実施、2005年1月には、


「アフガニスタン復興支援策」を策定しました。アフ


ガニスタンが再びテロの温床とならず、長く続いた銃


による支配から脱却し、安定した市民社会に移行して


いくため、持続的な発展を促す支援の重要性を訴えて


いきます。


13．中東情勢


　イスラエルの軍事攻勢とパレスチナの自爆攻撃との


応酬は、とどまるところを知りません。2003年4月に


公表された、米国による中東和平の「ロードマップ」（行


程表）の履行も、当事者間の対立から、長い間停滞し


ていました。2006年1月、パレスチナ立法議会選挙が


実施され、地域の安定化が期待されましたが、7月に


はイスラエルとレバノンの間で紛争が勃発、シリアも


含め、情勢が緊迫化しています。


　日本は、イスラエル軍の自治区からの撤退や分離壁


の撤去とともに、パレスチナ自治政府が自爆攻撃停止


のために具体的な措置を取るよう、国連等と連携して


働きかけるべきです。また、米国がイスラエルに対し


て影響力を行使し、平和的にパレスチナ国家の樹立が


できるよう、民主党としてもねばり強く働きかけてい


きます。


14．イラク問題


　民主党はイラクの大量破壊兵器開発問題について、


国連安保理等を通じた国際協調体制に基づく解決が重


要であると主張し、武力行使によらない平和的解決を


訴えてきました。2003年3月、米国等が国連安保理で


の問題解決を放棄し、武力行使に至った際には、国連


憲章など国際法に照らし問題があるとして、米国等に


よるイラク攻撃に反対しました。


　民主党は、「イラク特措法」に基づく自衛隊派遣に


反対し、修正案や「イラク特措法廃止法案」を提出し


てきましたが、政府は、攻撃の理由とされた大量破壊


兵器も発見されないまま自衛隊派遣を強行しました。


2006年7月、陸上自衛隊が撤退しましたが、安全性に


問題のある航空自衛隊の活動範囲が拡大され、全面撤


退は先送りされています。


　民主党は、イラクを早く復興し、イラク人による国


家建設を実現するため、積極的な支援策を講じていく


ことには賛成です。しかしイラクでは、現在もなお、


多くの犠牲者が出ており、イラク特措法に照らしても


自衛隊の派遣要件を満たしていません。民主党は、イ


ラクに残った航空自衛隊の早期撤退を強く求めていま


す。


15．欧州・ＥＵとの関係


　ユーロ通貨統合やＥＵ拡大など、欧州が新たな動き


を見せるなか、わが国と欧州各国やＥＵとの関係は、


政治的にも経済的にもますます重要になっています。


欧州における政策動向についての理解を深めるととも


に、国際テロ対策での協調、ＷＴＯ交渉、環境問題等


について、ＡＳＥＭ（アジア欧州会合）やＧ８（主要


国首脳会議）などの場を通じて、相互の連携の強化と


深化を図っていきます。


16．国連改革


　国連には、紛争解決能力の限界や非効率な運営など


の問題が指摘されています。2004年、米国などが明


確な安保理決議を経ずにイラク攻撃を行ったことで、


国連安保理の機能不全、そして国連の権威の失墜が明


らかになりました。日本は、国連が国際の平和及び安


全のために一層機能するよう、国連改革に主体的・積


極的な役割を果たすべきです。膠着した国連改革を抜


本から立て直し、安全保障理事会の構成や拒否権の見


直し、敵国条項の撤廃とともに、国内世論と加盟国の


支持を前提にわが国の常任理事国入りをめざします。


国連との連携強化という観点から、日本人国連職員の


増加を求めていきます。


17．貿易・投資の自由化を主導


　ＷＴＯ（世界貿易機関）において貿易・投資の自由


化に関する協議を促すと同時に、アジア・太平洋諸国


をはじめとして、世界の国々との投資・労働や知的財


産権など広い分野を含むＦＴＡ（自由貿易協定）締結


を積極的に推進します。それに向け、農業を含む政策


を根本的に見直すことで、わが国が通商分野で国際的


に主導権を発揮する環境を整えます。
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（関連項目：経済産業 p 35「4. ＷＴＯ」「5. ＦＴＡ」参照）


18．ＯＤＡ（政府開発援助）の抜本的見直し


　ＯＤＡ（政府開発援助）を抜本的に見直し、相手国


の自然環境の保全と生活環境の整備に重点的に援助し


ます。それにより、日本が地球環境の保全で世界をリー


ドする地位を築いていきます。また、情報公開や外部


監査・業務評価を徹底させ、透明性・効率性を確保し、


ＮＧＯとの連携を強化します。


19．紛争予防と地球規模の問題


　民主党は、紛争の発生を未然に防止する「紛争予防」


を外交活動の柱とします。国際社会での対話と信頼醸


成を推進し、紛争に至らないための国際環境を築くこ


と、対立は火種のうちに和解を図ること、地域紛争や


テロの背景にある経済的困難及び貧困や社会的不平等


の解決に向けて、ＮＧＯや国際機関等と連携して開発


協力や人道支援などを積極的に行うことなど、総合的


な外交力で平和の創造に貢献していきます。


　また、一国だけでは解決できない環境問題、貧困、


人権侵害、テロ、麻薬、難民、感染症、地雷除去など、「人


間の安全保障」への対処は、紛争を予防し和解を図る


上でも不可欠です。民主党は、国連の諸機関の改革や


ＯＤＡの活用、ＮＧＯとの連携等を図り、各国と協調


してその解決に全力で取り組みます。


20．核廃絶の先頭に立つ


　唯一の被爆国として、世界の核廃絶に向けて、日本


が先頭に立ち、行動します。北朝鮮のＮＰＴ（核兵器


不拡散条約）脱退と核実験問題、イランの核開発や「核


の闇市場」など核拡散疑惑、ＣＴＢＴ（包括的核実験


禁止条約）の早期発効などについて、早急な取り組み


が必要であり、核軍縮・核不拡散・核廃絶への国際社


会の努力を後退させてはいけません。わが国が主導し


て、核保有国の理解を求め、非核保有諸国やＮＧＯ等


と連携をとりつつ、核軍縮の取り組みと、実効性ある


査察体制の確立を含む核不拡散体制の強化を、積極的


に着実にすすめます。


21．国際刑事裁判所（ＩＣＣ）


　2002年7月1日、国際刑事裁判所の設立規程（条約）


が発効しました。集団殺戮や人道上の重大犯罪、戦争


犯罪、侵略を裁くための国際機関です。従来、戦争等


に乗じて重大な犯罪行為が繰り返されながら、内政不


干渉の原則等によって具体的な解決を阻まれてきまし


た。日本は、国内法の未整備等を理由に批准に至って


いません。国際的に看過できない犯罪を裁くという趣


旨から、日本は条約批准の環境を整備して、早急に条


約を批准し、国際刑事裁判所が機能するよう国際社会


に働きかけていくべきです。


22．外交官の民間登用


　「日本の顔」として柔軟かつ効果的な外交を展開す


るため、在外公館のあり方を見直します。大使など（特


命全権公使を含む）の任用対象を、民間人、学識経験者、


ＮＧＯ関係者、首長経験者や政治家などに広げ、日本


人の顔が見える活力ある外交を推進します。また、特


命全権大使・公使の任命について同意人事案件とし、


国会による事前審査ができるような制度改正を検討し


ます。


安全保障


23．安全保障政策の基本姿勢


　冷戦構造の崩壊後、2001年9月11日の米国におけ


る同時多発テロを経て、各国は新たな安全保障の秩序


構築に様々な模索をしています。平和への脅威として、


国内・地域紛争、テロやゲリラが増え、小型兵器や核・


生物化学兵器、サイバー攻撃など形態も多様化し、新


たな安全保障のあり方が問われています。


　民主党は、信頼醸成による紛争の予防・和解を第一


義とし、国連による国際協調体制を常に追い求めつつ、


特に、アジア地域での安全保障の枠組みとして、「東


アジア共同体」等の構築をめざします。今後とも、日


米安全保障体制を基軸としつつ、米国とは、同盟国と


しての信頼関係を基礎にして、率直な協議を通じて安


保体制の実効性を高めていきます。


24．自衛権の行使は専守防衛に限定


　民主党がこれまで積み上げてきたシビリアン・コン


トロールや非核三原則などの安全保障の基本政策の議


論を踏まえ、日本国憲法の理念に基づき、日本及び世
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界の平和を確保するために積極的な役割を果たしま


す。自衛権は、これまでの個別的・集団的といった概


念上の議論の経緯に拘泥せず、専守防衛の原則に基づ


き、わが国の平和と安全を直接的に脅かす急迫不正の


侵害を受けた場合に限って、憲法第9条にのっとり行


使すること、それ以外では武力を行使しないという姿


勢を堅持することが重要です。


25．米軍再編


　民主党は、日米同盟関係をわが国の安全保障の基軸


であり地域の安全保障にとっても重要と認識していま


すが、安定した同盟関係を維持するためには、米軍再


編問題についても、国民の支持と基地負担を抱える地


元の理解が必須です。しかし、国会や自治体・住民の


頭越しに日米政府間合意を優先させた手法は、日米同


盟の最大の基盤である国民の信頼を損なうものです。


政府は、①日米地位協定の改定、②普天間飛行場閉鎖


の早期実現、③自治体との協議推進体制の確立、④騒


音・安全対策、⑤日米同盟の将来ビジョンの策定、な


どを通じ、国民の懸念に応えるべきです。また、海兵


隊のグアム移転、座間への司令部移転、厚木の空母艦


載機の岩国移転等に伴う経費は、既存のＳＡＣＯ＊関


連経費や思いやり予算との整理が必要であり、政府は、


経費負担の全体像を明示し、新たな法的枠組を構築す


べきです。


　民主党は、政府のいう法制面・経費面の実質的な措


置を含め、納税者の視点とシビリアン・コントロール


を果たしていく見地及び地域の基地負担軽減への配慮


から、アジア太平洋地域の安全保障における米軍のあ


り方や在日米軍基地の位置付けなどについて検討を行


います。また、思いやり予算など日米の経費負担のあ


り方、公私の区分などについて、より厳格な執行と不


断の検証を求めていきます。


＊ＳＡＣＯ＝沖縄に関する特別行動委員会


（関連項目：沖縄政策については、内閣ｐ21「12. 沖


縄政策」参照）


26．緊急事態法制　


　2003年156通常国会において、民主党の主張を大幅


に採り入れた武力攻撃事態法等が成立しましたが、冷


戦が終結した現在においては、大規模テロやミサイル


飛来、原子力事故や大規模自然災害など、国民が直面


する危機の形態は様々に変化しています。これら緊急


事態に関しては、国の責務や対処指針を明確にすると


ともに、国家権力の濫用・暴走を防ぐため、侵しては


ならない基本的人権や民主的統制の原則が担保される


必要があります。「緊急事態基本法（仮称）」の制定、


情報収集・分析体制の強化等について、今後ともテロ


対策などの緊急事態に関する議論をすすめていきま


す。


　また、有事の際には、自衛隊等が武力攻撃事態に対


処する一方で、国民・住民に被害が及ぶ可能性が生じ


ます。現在、国民保護法には、住民の避難・救援・被


害最小化などが定められていますが、国民の基本的人


権が侵害されないよう、必要な措置の実施を求めてい


くとともに、国民保護措置が円滑に行われるよう、万


全の態勢を整えます。


27．テロ対策特別措置法の延長問題及び国際テロ


への対応


　民主党は、「テロ対策特別措置法」には、自衛隊の


海外派遣への民主的統制の観点から、国会の事前承認


を求めて反対しましたが、2001年11月の自衛隊によ


る「対応措置」は、期間・活動範囲等が妥当と判断し


承認しました。民主党は、国際社会が一致してテロ撲


滅に取り組むことの重要性は認識しています。しかし


テロ特措法の延長については、政府からインド洋に展


開する自衛隊の活動状況や具体的成果についての説明


責任が果たされていないため、反対しています。


　テロの背景には、貧困や社会的格差、不平等などが


あり、わが国としては、紛争予防の観点で、テロの原


因を取り除くために、国際的な対話や協力の促進、貧


困問題や人間の安全保障、中東和平への取り組み、人


道援助、復興開発支援等など、日本の特性を活かした


外交努力を第一義とするべきです。


28．ミサイル防衛への対応


　ミサイル防衛については、その必要性を踏まえ、抑


止的・政治的効果や日米同盟強化の面と技術的可能性


や費用面など、総合的観点から検討をすすめてきまし


た。2006年7月に強行された北朝鮮のミサイル発射に


より、ミサイル防衛構想は、自衛権行使の有り方も含


1�The Democratic Party of Japan 1�The Democratic Party of Japan


P
O


LIC
Y


 2







め、抜本的な見直しが迫られています。今後、他の技


術の可能性や費用対効果、シビリアン・コントロール


を徹底する見地から、国会の関与、国民への公表、迎


撃の原則等について検討していきます。


29．情報収集・分析体制の強化


　専守防衛を国是とするわが国は、情報収集・分析・


対応能力の向上が喫緊の課題です。不審船・武装工作


船、ミサイル発射の意図、北方領土での拿捕事件など、


わが国に対する脅威、威嚇に対して事前に察知し、専


門家による継続的かつ総合的で徹底的な情報収集・分


析体制の抜本的強化が前提です。十分なチェック機能


を付与したうえで、情報収集衛星の主体的な運用、情


報本部の充実、国連、各国政府、ＮＧＯ等との連携を


積極的にすすめるべきです。


30．国連平和活動への積極参加


　国連は二度にわたる大戦の反省に基づき創設された


人類の大いなる財産であり、これを中心に世界の平和


を築いていかなければなりません。


　国連の平和活動は、国際社会における積極的な役割


を求める憲法の理念に合致し、また主権国家の自衛権


行使とは性格を異にすることから、国連憲章第41条


及び42条によるものも含めて、国連の要請に基づいて、


わが国の主体的判断と民主的統制の下に、積極的に参


加します。


　その際は、紛争停止・武装解除の監視、緩衝地帯に


おける駐留・巡回等のＰＫＦ活動が法改正によって認


められたことを受け、武器使用基準の緩和の検討も含


めて、国際的な平和の維持に貢献していくべきです。
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【３】内　閣
１．消費者政策の充実


　民主党は結党以来、「消費者」「生活者」「納税者」


の立場を代表する党として、常に消費者の視点に立っ


た政策実現をめざしてきました。近年、サービスの多


様化・グローバル化が急速に進展するにしたがい、消


費者関連紛争が急増しています。民主党は「賢く強い


消費者」を育成するため、義務教育の段階から消費者


契約やカード利用等についての知識も含め、消費者教


育充実に向けた政策をすすめます。


　消費者と事業者では情報力や交渉力において大きな


格差があることは否定できません。2006年164通常国


会では、消費者団体が個々の消費者の利益のために訴


えを提起する「消費者団体訴訟制度」を創設するため、


消費者契約法の改正が行われましたが、民主党の主張


により、裁判管轄地を不法行為地に広げるなどの修正


が行われました。


　また2006年165臨時国会では、消費生活用製品にか


かる重大事故につき事業者に報告義務を課す「消費生


活用製品安全法」の改正が行われましたが、かねてよ


り民主党は対象範囲も広くより包括的な「危険情報公


表法案」を国会に提出しており、引き続きその成立を


めざします。


２．ＮＰＯ活動の促進・支援税制の拡充


　21世紀を柔軟で自己改革可能な活力溢れる社会に


するため、ＮＰＯをはじめ非営利セクターの育成は


緊急かつ重要な課題です。2002年155臨時国会におい


て特定非営利活動法人法が改正され、従来民主党が主


張してきた特定非営利活動法人（特活法人）の活動分


野拡大や設立認証申請手続きの簡素化等が図られるこ


ととなりました。民主党は、公益法人制度の見直しと


もあわせて、これら特活法人の活動が社会にしっかり


と根付くための努力を続けます。また、現行の特活法


人に対する支援税制については認定要件が厳しいため


に、これを利用することができる「認定特活法人」は、


特活法人全体（約29,000法人）の中でわずか49法人


にすぎません（2006年12月1日現在）。民主党は、そ


の認定要件を大幅に緩和し、特活法人が認定を受けら


れやすくなるようにします。


（関連項目：財務金融 p 24「13. ＮＰＯ税制の拡充及


び公益法人税制改革」参照）


３．食の安全・安心の確保


　わが国の消費者は、ＢＳＥや鳥インフルエンザを経


験し、食の安全・安心に関心を持ってきています。そ


のため、まず、内閣府・農林水産省・厚生労働省にま


たがっている食品安全行政を一体化してその確保を


図っていきます。また、加工食品や、外食における原


料原産地表示を義務化するとともに、食品のトレーサ


ビリティ制度を拡充し徹底していきます。さらに、全


国的なレベルで地産地消（そこでできたものをそこで


食べる）、旬産旬消（その時できたものをその時に食


べる）を推進するとともに、特に、地域の農林水産業


の実情と重要性を教えるため、学校給食において地産


地消・旬産旬消を推進します。


４．障がいのある人に対する差別を禁止する法律


の制定


　民主党は、すべての障がい者に対する「完全参加と


平等」の保障を目的として、2002年12月には「新た


な障がい者基本計画と障がい者プランの提言」を発


表しました。また2004年159通常国会では、「何人も、


障害者に対して、障害を理由として、差別することそ


の他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と


の文言を基本理念に明記する「改正障害者基本法」を


成立させました。しかし同改正法では残念ながら罰則


規定を設けるには至らなかったため、せっかくの差別


禁止規定も実効性・拘束力の面では甚だ脆弱であると


いう課題が存在します。


　すでに世界では、障がいのある人に対する差別を禁


止する法律を持つ国が40ヵ国以上にのぼっているこ


とを考えると、わが国の取り組みは遅きに失している


との謗りを免れません。民主党は、2006年12月に国


連で採択された障がい者権利条約の批准に伴う国内関


連法の整備とともに、わが国における差別禁止法の制
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定に取り組みます。


（関連項目：福祉政策については、厚生労働ｐ32「22.


障がい者福祉政策の改革」、教育･スポーツ政策につい


ては、文部科学ｐ45「19. 統合教育・障がい児教育の


推進」ｐ46「25. 障がい者スポーツの振興」参照）


５．自殺予防総合対策の確立


　自殺者が8年連続で30,000人を上回り、自殺問題へ


の総合的な対策が喫緊の課題です。民主党は、自殺は


その多くが社会的問題であり、防ぐことができるとい


う観点から、自殺へ至る要因分析や調査、対処方策、


情報提供を行うこと、自殺者の家族・自殺未遂者への


支援等を法制化することを主張してきましたが、2006


年164通常国会でそれらの内容を盛り込んだ「自殺対


策基本法」が成立し、内閣府に「自殺対策推進室」が、


また、国立精神神経センターに「自殺予防総合対策


センター」が設置されました。今後も民主党は、国と


地方自治体が一体となって自殺予防対策を推進するよ


う、取り組んでいきます。


６．戦後処理問題　


　今日の日本の平和と繁栄の背後には、先の大戦にお


いて内外に多くの犠牲が存在したことを忘れてはなり


ません。わが国と近隣諸国の建設的関係の土台を構築


するためにも、歴史的事実の真相究明は必要です。そ


の観点から国会図書館に恒久平和調査局を設置する


「国立国会図書館法改正案」の成立をめざします。また、


当事者の方々が高齢化していることに鑑み、アジア等


の女性に対する旧日本軍による「慰安婦」問題の解決


を図るための「戦時性的強制被害者問題の解決の促進


に関する法律案」、シベリア抑留者への未払い賃金問


題解決のための「戦後強制抑留者に対する特別給付金


の支給に関する法律案」、「独立行政法人平和祈念事業


特別基金等に関する法律を廃止する法律案」を国会に


提出しました。戦後処理問題は幅広く存在しており、


今後も民主党として積極的な取り組みをすすめます。


７．靖国問題　


　靖国神社は、旧憲法下において国家神道の一つの象


徴的な存在として位置づけられ、国家が戦争を遂行す


るにあたり、戦地に赴く国民の精神的支柱としての役


割を担ったことは、歴史上の明白な事実です。内外に


多くの犠牲をもたらした先の大戦を国策として立案・


指導した人たちの責任は非常に大きいことから、こう


したＡ級戦犯が合祀されている靖国神社に、総理が参


拝することは好ましいことではありません。また、国


民が自由意思により靖国神社を参拝することは何ら問


題ありませんが、国家の機関である総理や閣僚が公式


参拝することや、一宗教施設である靖国神社をわが国


における戦没者追悼施設の中心施設として位置づける


のは、憲法で規定している「信教の自由」や「政教分


離」に抵触する可能性があります。民主党は、何人も


がわだかまりなく戦没者を追悼し、非戦・平和を誓う


ことができるよう、特定の宗教性をもたない新たな国


立追悼施設の設置に向けて取り組みをすすめます。


８．危機管理体制の整備


　わが国への侵略、大規模テロ、大規模自然災害など


の非常事態に対応するため、情報収集・分析体制を内


閣官房に一元化するとともに、危機管理に関する権限


を持つ「危機管理庁（日本版ＦＥＭＡ）」を創設します。


とりわけ国内におけるテロの発生にそなえ、原子力施


設へのテロ対策、ハイジャック対策、核・生物・化学


兵器テロ対策、在外邦人や在日外国人の安全対策、テ


ロ資金対策、サイバーテロ対策など、広範囲にわたる


対策の整備を行います。


９．警察改革


　捜査用報償費等を裏金化していたとされる警察不正


経理問題や、警察官による犯罪等、さまざまな不祥事


が続発し、警察行政への信頼は低下しています。これ


ら警察不祥事に関して、公安委員会の存在感は極めて


薄く、その役割が改めて問われています。民主党は、


警察を監督する公安委員会の体制を強化するととも


に、その事務を警察自身が行っているという矛盾を解


消するため、国家公安委員会・都道府県公安委員会に


独立した事務局を設置します。なお「報償費」「捜査費」


「旅費」「食糧費」など警察経理の問題点については、


政治主導で徹底的な解明を行い、その結果を踏まえ予


算の改廃・圧縮を行うなど、現場の警察官が使い易い


会計制度へと改めます。また都道府県知事や都道府県


議会による監督の強化や、苦情処理制度の大幅に拡充
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により、市民の声を反映した警察行政を実現します。


10．治安対策


　落ち込んだ検挙率を回復させることを目標とし、地


方警察官等を増員して「地域・刑事・生活安全」にか


かる警察機能を拡充するとともに、防犯パトロール体


制の強化と「空き交番」解消をすすめます。また地域


社会の防犯機能を生かすための支援を行います。「治


安・防犯」の確保のためには、新たな捜査手法の確立


など警察の捜査機能向上が必要ですが、しかしながら


その一方、警察権限の無節操な拡大は、捜査権の乱用


やプライバシー侵害などの弊害が懸念され、市民の警


察捜査に対する不信や非協力など、結果として治安の


向上に悪影響を生じかねません。新たな捜査手法の導


入にあたっては、人権に配慮し、市民社会の本旨に反


することがないよう運用のルールをしっかりと定める


必要があります。また防犯カメラ・Ｎシステム・ＤＮ


Ａ鑑定捜査等ついては、個人情報保護の観点から、設


置・運用についての法律の制定を含めた検討をすすめ


ます。


11．災害政策


　災害発生後の救急活動や情報伝達、交通規制や応急


復旧などを円滑にすすめるため、国・地方公共団体・


警察・消防・自衛隊・民間企業・ボランティア・ＮＰ


Ｏ等の役割分担、協力体制の整備をすすめ、情報伝達


システムを確立するなど、民間の諸活動を強力に支援


します。あわせて大規模災害時の首都機能のバック


アップ体制も検討します。また大規模災害に迅速に対


応するため、内閣総理大臣の権限を強化するとともに、


「危機管理庁（日本版ＦＥＭＡ）」を創設します。


　災害による心身的ダメージを被災者が一刻も早く克


服するには生活基盤の回復が必要です。「被災者生活


再建支援法」について、住宅本体への支援金支給、支


給限度額の引き上げ、支給要件の緩和などの改正を行


います。


　全国各地で大規模地震の危険性が指摘されていま


す。特に都市部には、密集市街地が多く、倒壊や火災


による被害は甚大なものになると予測されています。


このような被害を減らすため、既存不適格住宅の耐震


改修をすすめます。


12．沖縄政策


　沖縄は先の大戦で国内で唯一、地上戦が行われ、数


多くの犠牲者を出す悲劇に見舞われました。さらに、


敗戦後も米軍による占領を経験しました。復帰後の経


済発展も期待どおりにすすんでいません。この状況を


重く受け止め、民主党は1999年7月に「民主党沖縄政


策」、2002年8月には、「民主党沖縄ビジョン」を策定


し、2005年には、諸情勢の変化等を勘案し、「民主党


沖縄ビジョン」を改訂しました。「民主党沖縄ビジョン」


では、従来型の補助金や優遇措置に依存する活性化で


はなく、沖縄本来の魅力や特性を最大限活用すること


を基本的な方向性として、地域主権のパイロットケー


スとしての「一国二制度」の推進、経済振興・雇用創


出、自然環境政策、教育政策等、沖縄の真の自立と発


展への道程を示しています。


　また沖縄には依然として在日駐留米軍専用施設面積


の75％が集中するなど、県民は過重な負担を強いら


れています。これら負担軽減のため、在沖海兵隊基地


の県外への機能分散をまず模索し、戦略環境の変化に


応じて国外への移転をめざします。基地縮小に際し


て生ずる雇用問題には、セーフティーネットの確保も


含め、十分な対策を講じます。また、当事者としての


立場を明確にするためにも在沖米軍の課題を話しあう


テーブルに、沖縄県なども加わることができるよう働


きかけます。


13．北方領土問題


　わが国の固有の領土である択捉島、国後島、色丹島


及び歯舞群島のいわゆる北方四島の返還が今日なお実


現を見るに至っていないことは痛恨の極みです。民主


党はこれら四島の一括返還をめざし、野党の立場から


積極的に取り組んできました。今後とも、経済・文化


交流等を通じたロシア国民との信頼醸成など、返還に


むけた環境整備をすすめていく一方、元居住者に対す


る支援や、国民世論の喚起など、積極的な取り組みを


行います。


（関連項目：外交・安全保障 p14「10. 日露関係」参照）
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【４】財務・金融


財政構造改革


　民主党は、必要な人に必要なサービスを安定的に


提供していく「安全・安心の社会」と政府の適切な


経済政策による「活力ある経済」を構築するために、


積極的に財政再建をすすめ、「強い財政」をつくりま


す。そのためにまず現在の予算構造を根本から見直し


ます。具体的には談合、随意契約、天下りなどムダづ


かい体質の一掃、旧来型公共事業の削減、入札制度の


抜本改革、公務員人件費総額の縮減等によって生み出


した財源を、職業訓練などを含む雇用対策、子育てや


年金などの社会保障や中小企業支援策に重点的に配分


し、「仕事」と「安全・安心」を生み出します。また、


国有財産の売却や公営企業収入の配分の再検討及び現


行税制における脱税防止策の強化などを通じて、収入


を確保します。同時に規制改革による経済の活性化や、


国・地方の事務事業の見直しによるスリム化などの構


造改革を行い、「プライマリーバランス黒字化（予算


における国債収入額を、利払いを含めた国債費用額よ


り少なくすること）」を実現します。


１．政府のあり方


　現在、「中央政府」、「地方政府」、「社会保障基金」


の役割分担がはっきりせず、お金の流れも非常に複雑


です。そのため、責任の所在も曖昧となっています。


このような構造がムダづかいや二重行政などを生む一


因となってきました。民主党は、「中央政府」、「地方


政府」、「社会保障基金」の「3つの政府」の役割分担


を明確化し、かつ、責任の所在を明確化します。同時


に大胆な地方分権を行うことによって、二重行政やム


ダづかいを排するなど、財政を有効に機能させます。


また、社会保障に使うために、国民から預かったお金


については、社会保障以外には使わないという、当た


り前のことを実現します。


２．予算編成のあり方


　民主党は、予算のあり方を根本から見直し、既得権


益から脱却した財政の配分を実現することによって、


「安全・安心の社会」「経済の活性化」「財政再建」を


実現することをめざしています。これを実現するため


には、予算をつくる過程である「予算編成」も抜本的


な見直しが必要です。


　現在の予算編成は、縦割り構造にある省庁が、凝り


固まった既得権益を守るために「対前年度比」という


時代に合わない考え方でつくった予算を持ち寄ったも


のであり、これでは改革は決してできません。しかし、


政策を官僚に依存する自民党政権では、これ以外の予


算編成はできないのです。自民党は自らの既得権益に


予算を付けるために官僚に陳情し、叱咤し、恫喝する


ことはできても、自ら予算を考えることはできません。


　民主党政権では、国民を代表する政治家が自ら予算


を編成します。官邸に各省の大臣など政府の関係者を


集め、ここで予算編成の基本方針（総額、重点事項、


各省庁別の配分額など）を決定します。そして、この


基本方針を受けて、省庁ごとに政治家（大臣、副大臣


等）がグループをつくってその省庁の予算を編成しま


す。霞が関に閉じこもる官僚が机上の空論で予算を編


成するのではなく、常に国民と接する政治家が予算を


編成するのです。このようなシステムに転換してこそ


無駄な公共事業の削減や省庁の縦割りをなくし、民意


を反映し、かつ未来を見据えた予算が実現できると考


えます。


３．公会計制度の見直しと政策評価・行政監視の


強化


　予算・財政改革をすすめるためには、会計制度の見


直しが不可欠です。現在の公会計制度はお金の出入り


のみを追った会計にすぎません。しかも一般会計、特


別会計、財政投融資制度が複雑に絡んでいるので、財


政の実態は十分に情報公開されていません。隠れ借金


という言葉が公然と使われているのがその証拠です。


　民主党は、発生主義会計の導入や厳格な公会計基準


の設定と情報公開に努めます。同時に、既に経済的社


会的意義の薄らいだ政策を見直し、国民経済的により


重要な政策に財源を重点的に投入するために、現在極
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めて形式的にしか運用されていない政策評価制度を予


算編成と連係させることなどによって抜本的に強化し


ます。さらに、国会と国民の霞が関への監視・評価機


能を高めるために、選択的検査対象拡大などを盛り込


んだ改正会計検査院法の厳正な執行も含め、会計検査


院の機能強化を図りつつ、「行政監視院（日本版ＧＡ


Ｏ）」を設置します。


４．歳入庁と資産債務管理


　中央政府の借金は、政府が公表しているものだけで


も膨大なものとなっています。民主党は、資金調達コ


ストの最小化、安定的な国債発行を行うため、資産債


務を一元的に管理する資産債務管理庁の設置を検討し


ます。また、国税庁・社会保険庁等を統合、歳入庁を


設置して、経費節減などに努めるとともに、国民が税・


社会保険料を納付する際の利便性を高めます。


５．特別会計改革


　現在31ある特別会計は、余りにも数が多く、また


仕組みが複雑なため、国民にとって非常にわかりにく


くなっています。また、このわかりにくさもあって、


特別会計は各省庁の財布となり、税金のムダづかいの


温床となっています。国の財政の透明性を高め、税金


のムダづかいを根絶するため、民主党は2006年164通


常国会に提出した「行政改革推進法案」に、特別会計


について「公共事業関係特別会計は全て廃止し、公共


事業は一般会計で経理する」「特殊法人等に資金を供


給する財政融資特別会計は廃止する」など全ての特別


会計についての改革の方針を定めた上で、最終的には


2つの特別会計を残し、それ以外は全て廃止すること


を明記しました。


税制改革


　税制にとって最も重要なのは、国民の信頼です。そ


のために、民主党は国民全体が同じルールのもとに納


税しているという納得感の持てる納税環境を築きま


す。税制を簡素化し、透明性を高めるとともに、所得


捕捉を公平に行い、かつ的確な給付を担保するために、


税及び社会保険料に共通の番号制度を導入します。ま


た現在の税制には時代遅れの面があり、新しい社会の


構築や経済の活性化に向けて大胆な見直しが求められ


ています。このような課題に対応するために、民主党


は以下のような改革をすすめます。


６．所得税改革


　個人消費活性化の観点から、住宅・耐久消費財、教


育費等を中心にキャッシュローン以外の全てのローン


に係わる利子を所得控除する制度を創設します。高所


得者に有利な「控除主義」を改め、必要な人に対し確


実な支援が可能となる「給付主義」へと転換します。


このため、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除等


の人的控除を見直し、これによって生まれる財源を子


育て支援策などの社会保障給付の財源とします。また、


国民の納税者としての意識を高め、政治及び行政への


関心を高めることによって成熟した民主主義を実現す


るために、確定申告を原則とし、給与所得者について


は年末調整も選択できるという制度を導入します。


７．相続税・贈与税


　相続税・贈与税は富の偏在・固定化を回避するため


に累進構造を維持します。相続税については、配偶者


への相続税率引き下げ、実際に被相続者の介護に携


わった者に配慮した制度への改革、さらには公的年金


の給付財源を念頭に「遺産税」への衣替えを含めて、


検討します。また、市民自らが公益を担う社会の創造


に向けたＮＰＯ等公益団体への遺贈に対する相続税の


軽減措置や地域の良好な生活環境維持に資する里山・


雑木林等の緑の相続に対する軽減措置を検討します。


８．納税者権利憲章


　税務行政の公正の確保と透明性の向上を図るため


に、納税者権利憲章を定め、納税者の権利を明確にし


ます。


９．消費税改革


　仕入税額控除についてインボイス制度を導入するこ


とにより、消費者の負担した消費税が適正に国庫に納


税されるようにします。また、滞納防止のため、一度


滞納した事業者については毎月納税とするなどの措置


を講じます。世帯人員数に応じた基礎的消費支出にか


かる消費税額を国民に還付する「戻し税」などの方法
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で消費税の逆進性を是正していくことを検討します。


単なる財政赤字補填のための消費税の安易な引き上げ


は経済や国民生活への打撃が大きく、慎重であるべき


だと考えます。


10．法人税改革


　これまで定率減税の廃止など8兆円を超える個人負


担増が行われてきました。そのような状況を鑑みれば、


現行の法人税率を当面維持するべきです。ただし、「頭


脳立国」を実現するため、いわゆるＩＴ、ナノテクノ


ロジー（超微細技術）等ハイテク分野に限定すること


なく、全産業を対象として、研究開発及び環境対策に


対する減税を拡大するとともに、これを恒久措置とし


ます。また減価償却制度を抜本的に見直し、時代に即


した制度へと転換します。2002年より停止されてい


る「欠損金の繰戻し還付」の適用を復活させます。年


金積立金にかかわる特別法人税自体の改廃も検討しま


す。


11．中小企業支援税制


　中小企業はわが国経済の基盤であり、雇用とビジネ


ス・チャンスを育てる源泉です。よって、中小企業の


活力を高め、起業の促進を図る税制を構築します。特


殊支配同族会社の役員に係る給与所得控除額の損金不


算入制度は、特殊支配同族会社とその他の法人とを法


人格において区別する合理的な理由はなく、公平性の


観点から問題があることなどから、廃止します。また、


後継者不足・円滑な事業承継などの課題にも取り組み


ます。


　（関連項目：経済産業ｐ36「8. 産業・中小企業税制等」）


12．金融・証券税制


　金融所得については税率をそろえるべきであり、株


式譲渡益課税については、優遇税率（10％）を廃止し、


本則税率（20％）に戻します。ただし、安定的な長期


保有株主を育成する観点から、配当課税については、


1年を超える長期保有には優遇税率（10％）を当面維


持します。


13．ＮＰＯ税制の拡充及び公益法人税制改革


　市民の自立的な活動を支え、活力ある社会を形成す


るために、「ＮＰＯ支援税制」を一層拡充するととも


に、寄付金税制について大幅な拡充を行います。同時


に、公益法人課税のあり方や公益寄付金優遇税制全般


の見直しをすすめます。市民自体が公益を担う社会の


創造に向け、ＮＰＯへの遺贈に対する相続税の軽減措


置を検討します。


14．地球温暖化対策税


　京都議定書の目標達成に向け、化石燃料の使用抑


制・効率化と省エネルギー・新エネルギーの技術開発


や環境関連投資促進に資する地球温暖化対策税を創設


します。ＣＯ２排出量（炭素含有量）に着目し、炭素


１トンあたり3,000円程度課税します。電力について


は、現在の電源開発促進税を一部組み替えて課税する


炭素・エネルギー税とします。ただし、ほかに転換不


可能な原料炭・ナフサ等の原材料としての使用につい


ては、課税の対象から外し、産業界等の温暖化ガス発


生の抑止への効果的な取り組みに対しては税の軽減も


しくは還付制度を設け、わが国産業競争力の維持・強


化を図ります。また輸入石炭についても一定の措置を


設けます。税収は、省エネルギー・新エネルギーの技


術開発、設備投資、普及等に優先的に配分します。な


お石油税制についても、そのあり方を含め検討します。


15．自動車関連諸税の改革


　国土の骨幹となる道路の概成及び複雑かつ過重な自


動車関連諸税の簡素化・適正化の観点に立ち道路整備


を目的としてかさ上げされていた自動車重量税は、そ


の税率を本則に戻し、自動車税との統合を図ります。


また、消費税との二重課税となっている自動車取得税


は廃止します。


16．道路特定財源制度の一般財源化


　国が責任を果たすべき、国土の骨幹となる道路につ


いては整備が概成していることを踏まえ、道路整備に


特定された巨額の財源を国が有する揮発油税、石油ガ


ス税の道路特定財源制度は廃止し、その使途は暫定税


率部分を含め一般財源化します。また地方の自主性を


尊重する観点から、地方における道路特定財源制度（地


方道路税、軽油引取税）も廃止し、一般財源化します。
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17．外形標準課税


　2004年4月より導入された法人事業税の一部外形標


準化については、地域経済・中小企業・雇用に重大な


影響を及ぼしかねません。地方財政安定化の観点から


法人事業税制の改革は必要ですが、その際には地方消


費税との関係を整理しつつ検討します。


18．酒税・たばこ税


　酒・たばこは、国民生活に密着したものであること


から、税負担とその使途についての理念を確立し、さ


らに国民生活への影響を十分に勘案した上で税率を定


めるべきです。その上で、酒税については酒類間の負


担の公平性確保、たばこ税については国民の健康維持、


たばこ農家への影響等に十分配慮し、適正な税率を設


定します。


金融


　民主党は、利用者・消費者の立場に立って、金融制


度改革に全力を傾注してきました。結党翌年の1999


年145通常国会に、出資法上限金利の引下げとグレー


ゾーン金利の解消等を図る法案を提出しました。政府


は全面的に民主党の要求を受け入れ、2006年165臨時


国会で、ようやく貸金業法等の改正が実現しました。


今後とも、改正法の厳正な執行、多重債務社会の解決


に向けて、総合的な対策に取り組んでいきます。


　わが国経済の活性化を図るため、貯蓄から投資へ、


間接金融から直接金融への流れを加速させることが重


要です。今後、銀行、保険、証券等の業務の垣根が低


くなり、一体的な金融行政の必要性が高まることに対


応して、ライブドア事件などの再発防止、自由・公正・


透明な金融商品取引市場を実現するため、金融取引全


般に関する監督、監視業務の確立、包括的ルールの法


整備をすすめていきます。あわせて、公開会社法の制


定、共通会計ルールを図る必要があります。


　表向きには、景気回復、不良債権の処理が進んでい


ますが、大銀行等の利益拡大などが先行して、本来の


金融仲介機能の回復にはつながっていません。日本経


済の屋台骨を支えている中小企業にお金を貸す銀行を


つくることに最重点を置いて、取り組んでいきます。


19．日本版ＦＳＡ（金融商品取引監視委員会）の


創設


　金融庁に審議会等（8条委員会）として設置されて


いる証券取引等監視委員会を改編し、日本版ＦＳＡ（金


融商品取引監視委員会）を内閣府の外局（3条委員会）


として設置します。


　金融商品取引法上の課徴金徴収の手続きにおける審


判手続きや納付命令権限を金融庁が保有しています


が、日本版ＦＳＡに、公正取引委員会のような審判・


審決機能を付与し、一審的機能を与え、調査から行政


処分を一貫して行う機関とします。独占禁止法におけ


る課徴金加算制度及び減免制度（リーニエンシー）も


参考にしつつ、証券取引ルールにおいても司法取引制


度を導入します。同委員会には、商品先物等も含めた


幅広い金融商品を検査・監督権限、犯則調査権を付与


します。


　日本版ＦＳＡにおける人材の育成をはかるため、


ロースクール、アカウンティングスクール等の修了者


が証券・監査等の分野で活躍できるような施策を実現


します。日本版ＦＳＡ、各証券取引所、さらには自主


規制機関たる証券業協会・企業会計基準委員会などで


独自採用を行い、プロパーを育成していくための支援


策を展開します。委員会に公認会計士・監査法人にか


かる監督業務を所轄させ、証券取引にかかる監督業務


との連携強化を図ります。


　


20．包括的な金融サービス・市場法の制定


　金融ビッグバンの進展に伴い、様々な金融商品が開


発・販売されるようになりました。一方で、金融商品


に関するトラブルは後を絶ちません。例えば、国民生


活センターには、事実と異なる説明を受けた、リスク


の説明がなかった、必ず儲かるといった断定的な情報


を提供されたなど、商品説明に関する苦情が数多く寄


せられています。


　2006年164通常国会で、政府提出の金融商品取引法


が成立しましたが、商品先物取引、不動産特定共同事


業、銀行預金、大半の保険商品についても直接の規制


対象から除外されているなど、民主党が求めていた、


すべての金融商品をカバーする横断的な法体系とは


なっていません。また、投資家保護が不十分であり、


今後に課題を残したと言えます。
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　民主党は、銀行商品・保険商品を含めた幅広い金融


商品に対する包括的・横断的な投資家保護法制の整備


の観点から、金融サービス・市場法の制定を図ります。


特に、被害の多い商品先物取引については、不招請勧


誘の禁止措置を早期に実現します。


21．公開会社法の制定


　現行の会社法を一般法とし、それとは切り離し、金


融商品取引法の中で、公開企業のみに適応される特別


法としての公開会社法の制定を検討します。その中で、


企業統治、株主代表訴訟、企業買収法制、ＣＳＲ（企


業の社会的責任）等を厳格に規定すること、また厳格


な企業結合法制を導入することを検討します。


　公開会社法の中で、「委員会等設置会社」ないし「過


半数の独立した社外取締役設置」のいずれかの選択を


強制することを検討します。また、それまでの経過措


置として、諸経済団体の意見も踏まえつつ、金融商品


取引法の中に同様の規定を盛り込むことを検討しま


す。


　損害賠償額の上限が低い、持株会社の株主が子会社


経営陣への訴訟ができないなどの問題点を是正し、公


開会社法の中で、実効ある株主代表訴訟制度を確立し、


経営者への牽制が利く仕組みを検討します。持株会社


の株主が、子会社の経営陣に対しても株主代表訴訟を


行えるよう企業結合法制を導入します。現行の会社法


を変更することも課題とします。公開会社について、


商法上に規定される会計帳簿の虚偽記載に対する罰則


の上限引き上げを図ります。


22．共通会計ルールの適用


　公開会社について、企業会計基準委員会に加盟を義


務付けます。ＳＰＣ（特定目的会社）や投資事業組合


などの国際的対応が遅れているのは、他国と違い、企


業会計基準委員長に学者が就いていることがその一因


であると考えられるため、委員長職は実務家・専門家


が担う仕組みとします。


　公認会計士協会の自主規制として、監査事務所の登


録制を導入します。公開会社を監査する監査事務所は


品質管理体制などの一定の要件を満たす必要があり、


公認会計士協会への登録を求めることとします。


　公開会社については、金融商品取引法違反の影響が


不特定多数の投資家へ及び、多大になる可能性が高い


ため、従来の規制に加えて、会社経営者に違反行為が


あった場合に日本版ＦＳＡへの通告義務を課するとと


もに、公開会社の監査人も、違反行為を発見した場合


は、一定の要件を満たした上で、日本版ＦＳＡへの通


告義務を課します。公開会社について、監査人の選任・


報酬決定権限を株主の代表、弁護士、会計士等で構成


される監査委員会に移すとともに、監査役設置会社に


ついては、同様の権限を監査役に与え、監査人に対し


ての経営執行からの影響を排除します。上場時に監査


を担当する監査法人が上場後も監査担当を行う「情実


監査」の可能性を排除するべく、担当の切り分けを担


保する措置を検討します。


23．中小企業にお金を貸せる銀行の育成


　中小企業に対する貸し渋り・貸しはがしは完全には


解消されていません。根本的な原因は金融機関の経営


の健全性に問題があり、積極的な融資ができないこと


ですが、担保や保証に頼った金融機関の融資態度にも


問題があります。民主党は、地域への寄与度や中小企


業に対する融資条件などの情報公開を通じて金融機関


同士の競争を促し、中小企業に対する金融を円滑化す


るため、地域金融円滑化法（金融アセスメント法）を


制定します。


　銀行が直接金融も担っているのが中小企業向け融資


の実態であり、中小企業向け融資の中には、実質的に


は「資本」に相当するものが含まれています。銀行＝


間接金融という図式は必ずしも実態を表していないの


が現状です。政府の金融検査マニュアルは、銀行と債


務者が長年にわたって暗黙の合意で継続してきた融資


を、直ちに返済できなければ不良債権と見なすという


考えの下に策定されています。こうした認識に立って、


中小企業金融（自営業者を含め、個人の信用に基づき


受けている融資）を、大企業向けの貸付と明確に区別


して取り扱います。担保に偏らずキャッシュフローに


重点をおいた中小企業向け金融検査マニュアルを、大


企業向けとは別につくり、貸し渋り、貸しはがしを解


消させます。


（関連項目：経済産業 p 36「7. 中小企業金融」「9. 円滑


な融資の実現」参照）
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【５】厚生労働


社会保障


　「病気になったら病院で診療が受けられる」「体が動


かなくなってきたら介護が受けられる」というあたり


まえのことが保障されなくなってきています。民主党


はこのような社会不安を払拭することが、暮らしやす


い国を作ることにつながると考えます。そのため、公


的皆保険制度を維持し、国民負担率を引き上げないよ


うに努めます。さらに、医療従事者、介護従事者の労


働条件を改善し、患者や利用者との信頼関係を築き、


国民が納得できる医療・介護が受けられる体制を作り


ます。年金は、税方式と社会保険方式を組み合わせ、


できるだけ現役時代に近い生活ができる制度を構築し


ます。充実した社会保障政策で、民主党は「安全・安


心」の社会をめざします。


１．社会保障制度の権限・責任の明確化


　現在の社会保障制度は権限と責任の所在が曖昧で


す。政府が「三位一体の改革」と称して再三、生活保


護財源の国庫負担割合引き下げを画策したように、国


が権限を握り続けたまま社会保障財源の負担を自治体


に押しつけている現状において、社会保障制度そのも


のが空洞化する危機が生じています。


　民主党は、年金や生活保護、障がい者の所得保障、


その他低所得者対策などの所得保障について国の責任


を明確に位置付け、すべての国民が迎える高齢期や困


窮した場面におけるセーフティネットを堅固なものに


します。このように現金給付を強化したうえで、現物


給付である医療は健康生活圏（１単位＝100～120万人、


ただし都道府県域を超えない）において、また、介護・


福祉などは市町村において、より身近な地域で機能を


完結できるようにします。医療・介護の保険料やそれ


ぞれのサービス利用時の自己負担分などについて、国


民で分かちあう総合的な社会保障制度を確立します。


医療


２．医療の安心・納得・安全法案


　医療技術の進歩によりその恩恵が享受できるように


なった一方、患者の権利意識も格段に進み、医師が判


断を下せばすべてが決まる時代ではなくなっていま


す。医師による説明と患者の同意（インフォームドコ


ンセント）という考え方は定着してきましたが、さら


に説明に基づく自己決定（インフォームドディシジョ


ン）ができなければ、医療に対する安心も納得も得ら


れず、最善の医療であってもその価値が認めらないま


まとなってしまいます。


　民主党は、医療情報の開示・評価と、医療機関や治


療方法に関する患者の決定を促すことで医療の質を


向上させる改革が必要と考えます。そのため、医療


機関の情報開示、カルテ・レセプトなどすべての医療


情報の患者本人等への開示や説明体制の拡充、診療費


明細書の発行義務化、医療に関する相談支援センター


の設置、医療事故調査制度や医療機関の評価制度の確


立などを柱とした「医療の安心・納得・安全法案」を


2006年164通常国会に提出しました。従来の「患者の


権利法案」に加え、医療提供側の義務、及び国民の医


療に関する理解を深めるために国が担うべき責務につ


いて定めたものです。どこに住んでいても標準治療と


して確立された最善の医療が提供される体制を整備す


るとともに、患者が安心と納得を得られる体制を確立


します。


３．医療機関の機能分化と役割分担、及び医療従


事者の労働条件の向上


　日本では先進諸国に比べて医師数･看護師数が足り


ないことから急性期病院や地方の病院は慢性的な人手


不足です。医療従事者は疲弊し、患者にとっても危険


な状態になっています。集約化の名の下に、二次医療


圏（入院治療を必要とする重症救急患者に対応する地


域）内で中核となる医療機関にすべての診療科を集中


させることは、二次医療圏内の地域格差を招くだけで


なく、設備の面においても効率的ではありません。医
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療機関を専門別・機能別に区分して配置し、効率性を


高め、地域完結型のネットワークを構築します。その


ため、急性期病院、回復期病院、療養型施設、専門診


療所、かかりつけ医に区分し、かかりつけ医は保健師・


薬剤師・看護師と協力して予防・保健事業・相談支援


も担うこととします。衛生指導や健康管理においては


保健所・保健センターの活用を図ります。技術・労働


時間・人員配置を適切に評価した診療報酬制度に改革


するとともに、包括払い制では不採算とされる救急・


小児医療には国が補助します。二次医療圏の範囲を越


えた地域医療支援病院は救命救急センターの機能を併


置し、ヘリコプターによる患者搬送が可能な施設を必


置します。


４．一元的な病院前救護体制の構築


　現行の「救急業務」は市町村の消防機関の救急車、


都道府県の消防及び防災用ヘリ、医療機関にあるドク


ターヘリやドクターカーにより行われていますが、「救


急医療体制」を整備・運用しているのは都道府県と、


病院前救護は複数の主体が混在し、一元化されていま


せん。また、専門的な医療知識を持たない消防職員が


通報受信を担当することも多く、救急救命士に対する


メディカルコントロールも不充分であることから、適


切かつ迅速な対応が難しいとの指摘もあります。民主


党は医療機関の集約化を見すえ、ヘリコプターの配備


を大幅に増やして搬送時間を短縮するとともに、通報


受信時における傷病者の緊急度・重症度の選別（トリ


アージ）を含む的確な判断、搬送手段の保有者や搬送


先（医療機関）への指示・連絡を一元的に行うため、


救急医療体制と有機的に連携した病院前救護体制を構


築するための法整備を検討します。


５．医療事故の原因究明及び再発防止


　医療訴訟以外に医療紛争の処理方法がない現実にお


いては、医療事故に直面した患者側および医療側が同


様に求める、「真相の究明」、「医療側の誠実な対応」、「事


故の再発防止」は永久に満たされません。それは訴訟


というものが原告側と被告側の対立構造を前提にして


いるからです。対立構造の中では、医学的に十分な調


査や科学的根拠に基づいた十分な議論がされるとは限


らず、訴訟によって「真相の究明」が可能だという確


証はありません。また、情報非公開であることから再


発防止に役立つ背景要因の分析や防止策の検討もなさ


れていません。一方、犯罪捜査を目的とした警察の過


度の介入も再発防止にはつながりません。このような


現実を打開するため、以下の3点を提案し、有機的に


機能するよう立法措置を講じます。


①医療事故発生早期に、患者に十分な知識・情報を提


供し、医療側との対話をサポートし、更に悲嘆にくれ


る家族に適切な心理的ケアを提供する役割を担う『医


療メディエーター』を養成し、一定規模以上の医療機


関に配置する。


②訴訟以外に、医療事故被害者のニーズに応答的な『裁


判外紛争処理機関』を設置する。相談機能、合意型紛


争解決手続、仲裁型紛争解決手続を複合的に備え、全


国の主要箇所に配置されるよう実効的制度を設立す


る。


③国の機関として「医療事故調査委員会」を設置し、


医療機関の管理下における事故（生存および死亡）の


申立を受け、独自の調査と医学的検査（解剖・各種検


査とその保全を含む）により事故原因の究明を行い、


再発防止策の提案を行う。


（関連項目：死因究明全般及び医学的検査機関につい


て、法務ｐ42「14. 死因究明制度改革の推進」参照）


６．医療保険制度の再編成


　社会保険とは個別主体の行動によっては制御できな


い危険を集団で分散する仕組みです。ところが、市町


村国保や政府管掌健康保険といった現行保険制度は保


険者機能を発揮できておらず、財政圧迫の要因となっ


ています。のみならず、市町村国保保険料の地域格差


は5.4倍にもなっています。しかしながらこれを都道


府県単位で見た場合は、1.6倍にまで縮まります。


　また、現役世代の医療保険に対する最大の不満は高


齢世代に対する拠出金（支援金）です。政府案のよう


に前期高齢者（65歳から74歳）が従来の保険制度に


加入を継続し、財政調整制度を導入したとしても、被


用者保険からの負担は調整金の名目でさらに拡大しま


す。後期高齢者（75歳以上）に対する支援金も前期


高齢者と同様の割合であることから、全体の負担は大


幅に増加します。


　年齢リスク構造調整の究極の形は「医療保険の一元
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化」であり、保険者機能が発揮されるためには、医療


提供体制を計画する範囲と保険がカバーする範囲が同


一であること、すなわち ｢ 健康生活圏 ｣ にあることが


望ましいと考えます。そのためには、雇用主、被雇用


者（正規・非正規）、無職者、税、自己の負担バラン


スを是正する必要があります。保険料については非正


規雇用者にも収入に応じた保険料を賦課し、保険制度


維持のため雇用主にも負担のあり方を検討した上で一


定の負担を求めるべきだと考えます。


７．高齢者医療


　75歳以上を対象にした高齢者医療制度の創設は、


平均寿命の男女差（男性78.6歳、女性85.6歳、その差


7.0歳）、そして75歳以上の人口構成比（男1対女1.7）


から見て合理的ではありません。一般的に高齢者は収


入が減少する「経済弱者」であるとともに、罹患率の


高い「健康弱者」ともいえます。現役並みの所得があ


るからといって、健康弱者であることに眼をつぶり、


一律に現役並みの自己負担を求めるべきではありませ


ん。民主党は70歳以上の自己負担1割・現役並所得者


は自己負担2割の現状を維持します。また、病院を居


住施設とはとらえない考え方に立ち、真に医療を必要


とする患者の食費・居住費には医療保険を適用します。


所得格差が広がっている現在、保険料を賦課する報酬


の上限を上げ、下限を下げ、医療給付費に占める公費


の割合を高めます。


８．包括払い制度の推進


　現在の医療提供体制は、受診した医療機関によって


治療内容等が異なり、医療水準や安全性、効率性が担


保されているとは言えません。公的健康保険制度に加


入し、保険料や窓口負担は同様に求められながら、提


供される医療の内容と質が異なる状態にあるのでは、


国民皆保険は道半ばと言わざるを得ません。


　民主党は、国内どこに住んでいても、そこで根拠に


基づく医療（ＥＢＭ）が受けられるよう、急性期病院


においては、より一層の包括払い制度の導入を推進し


ます。同時にクリティカルパスを可能な限り導入し、


療養病床においては食費・居住費を含めた包括払い制


度を導入します。超急性期・回復期・維持期リハビリ


テーションについては、その重要性を考慮し、当面は


出来高払い制度としますが、スタッフの充実度及び成


果を検証し、将来的には包括払い制度に組み込みます。


　定額払い方式は、一定額の中でいかに効率的に治療


するかという医師の技術が評価される側面があり、医


師の裁量も問われます。出来高払い方式において見ら


れる過剰診療を抑制する機能があり、医療費の過剰


化・肥大化を抑制することが可能です。過少診療や重


症患者の拒否など患者選別が生じないように留意しな


がら、導入をすすめます。


９．医療従事者の資質向上


　欧米先進諸国に比べ日本の医療従事者数は不足して


います。例えば現在の医師数は人口11万人当たり90名、


日本全体では10万人不足しています。医療従事者全


体のレベルアップも急務です。


　民主党は、大学歯学部学生の医学部への編入を可能


にする方向で検討します。また、特定機能病院は先進・


先駆的な医療の開発を担うとともに、専門医教育・研


究者養成を行います。地域がん診療拠点病院は国立が


んセンターと協力し、化学療法専門医・放射線治療専


門医の養成に努めます。臨床研修病院では初期・後期


卒後研修を担い、優秀な臨床医を育成することとし、


国は小児科医・産婦人科医・麻酔科医・化学療法専門


医・放射線治療専門医等の数値目標を明示します。良


質なチーム医療の提供を推進するため、各学会等の認


定資格制度等の活用を協議しつつ、看護師、薬剤師な


どのコメディカルスタッフの専門教育を助成します。


10．小児科・産科の医師不足


　小児科・産科の医師不足問題が指摘されていますが、


政府は「集約化」という一点で打開を図ろうとしてい


ます。確かに小児科では地域小児科センターで開業医


が時間外外来を担当するなど、協働作業を発展させる


ことで集約化が可能ですが、産科医院は入院患者を抱


え、また「かかりつけ医」という感覚も強いことから、


広い二次医療圏内での集約化は現実的ではありませ


ん。さらに、産科医は勤務が過酷なだけでなく、訴訟


のリスクや加害者にされるリスクが高いことから、無


過失補償制度とその前提となる医療事故原因究明のた


めの第三者機関の設立も不可欠であり、民主党はそう


した法整備に取り組みます。また、小児科・産科とも
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女性医師が働き続けることができる支援策も拡充しま


す。


11．小児医療の危機的状況の打開


　日本の小児医療は救急体制の不備、病院小児科の激


減、小児科医をはじめとする医療従事者の不足など危


機的状況にあります。政府も、小児医療に問題意識は


あるものの、先の医療制度改革においても診療報酬の


上げ下げといった経済誘導政策としての対応に終始し


ました。民主党は医療現場における小児科医不足と、


国民の望む医療提供体制の差を埋めるため、2006年


164通常国会に「小児医療緊急推進法案」を提出し、


小児医療の機能的な連携体制の推進と相談体制の整備


を緊急提案しました。今後も小児医療、特に小児救急


医療のシステム化、医療機関の連携体制の推進、保護


者の不安を解消する救急相談体制の整備拡充、小児医


療診療報酬引上げ、小児医療の自己負担軽減、小児科


勤務医の勤務条件の改善、小児科医などの医療従事者


の育成をすすめます。


12．がん対策


　がん患者団体の要請にいち早く応え、民主党は「が


ん対策基本法案」を2006年4月に国会に提出しまし


た。当初、与党は「特定の疾患に関する法律は必要な


い」との姿勢でしたが、世論に押される形で、5月下


旬に、ようやく同名の法案を提出しました。最終的に


は、民主党案と与党案を一体化した「がん対策基本法」


が2006年6月に成立しました。がん患者や家族も加わっ


た「がん対策推進協議会」で、国の「がん対策推進計


画」が策定され、その後、都道府県計画が策定されます。


どこにいても最善のがん治療が受けられる体制、がん


患者への最新のがん関連情報の提供や相談支援体制の


充実に努めていきます。


13．後発医薬品（ジェネリック薬品）


　電子カルテ・指示の導入を推奨し、処方箋への記載


を一般名記載に改める方向で検討を加えます。現在、


銘柄別（商品名）記載である処方箋に、｢ 後発医薬品


変更不可 ｣ のチェック項目を設けます。後発医薬品は


その効果において先発品と同等であるという評価を得


ていますが、厳密な意味での比較対照試験は不充分で


あり、公的機関による評価のための情報収集を推進し


ます。


14．肝炎総合対策


　薬害に起因するものも含め、ウィルス性肝炎の患者


数は350万人にのぼると推計されており、新たな国民


病と言っても過言ではありません。民主党は「Ｂ型Ｃ


型肝炎総合対策推進本部」を発足させ、検査受診率の


向上による感染者の早期発見、新薬保険適用の迅速化


を含む治療体制の充実、予防体制の確立や日常生活に


おける差別・偏見の一掃、さらには患者の生活の安定


等を急務として対策を断行します。


15．感染症対策


　国民の感染症に対する意識の低下が指摘される一


方、知らぬ間に感染症に罹患している事例が増加して


います。エイズの報告数が過去最高となり、ウィルス


性肝炎も潜在的な患者数は350万人以上と推計されて


おり、結核も患者の高齢化、都市部への集中、集団感


染、重症発病の増加などが指摘されています。新型イ


ンフルエンザは、ＷＨＯから「出現は時間の問題であ


る」とされており、罹患率、発症率、死亡率等を過小


評価せず、採用された推計値に基づいた検疫体制、診


断技術の向上、ワクチン開発等をすすめるべく、政府


の対応を厳しくチェックします。


16．難治性疾患対策


　特定疾患治療研究事業（難病医療費の公費負担）の


対象疾患を切り捨てずに、国の負担率を本則通り5割


に戻します。特定疾患（難病）指定が要望されている


稀少疾患については、難病対策委員会など患者家族代


表、専門家を交えた議論の場を適宜設け、早期指定に


向けた環境整備を着実にすすめます。同時に障がい


者施策や薬害被害対策との調整をすすめ、セーフティ


ネットとしての医療費公費負担制度を法制化含め推進


します。


17．被爆者援護


　民主党は「被爆者はどこにいても被爆者である」と


の認識のもと、在外被爆者への被爆者援護法の完全適


用を求め、これまで同法改正案を提出してきました。
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今後も原爆症の認定が適切かつ迅速に行われるよう政


府に働きかけます。また、被爆二世が高齢化するにつ


れて、被爆による健康への影響が懸念されており、そ


の実態把握に努めるとともに、実態に応じた対策を検


討します。


18．歯科医療改革


　自分の歯が多ければ多いほど、認知症になりにくく


なるだけではなく医療費が削減できる、あるいは適切


な義歯が入っているほうが認知症になりにくいという


ことが明らかになってきました。さらに、児童虐待を


受けている子どもには虫歯や未処置の歯が多いという


報告もあります。歯科医療の重要性は明らかです。民


主党は、生まれてから死ぬまで、一生を通した系統的


な歯科医療のガイドラインを盛り込んだ歯科保健法を


策定し、歯から始まる健康社会をめざします。


年金


19．年金制度改革


　危機的状況にある国民皆年金制度を立て直し、将来


にわたって堅持するため、以下の原則に基づいた年金


制度の抜本的な改革を断行します。


①全ての年金を例外なく一元化する。


②基礎（最低保障）部分の財源はすべて税とし、高額


所得者に対する給付の一部ないし全部を制限する。


③所得比例部分の負担と給付は、現行水準を維持する。


④消費税は全額年金財源（基礎部分）に充当する。


　また、年金受給者については、税・保険料合計の負


担水準が過重なものとならぬよう、公的年金控除の見


直し等を行います。


20．「無年金障がい者」救済の拡充と「無年金高


齢者」救済


　2004年に「特定障害者特別障害給付金支給法」が


成立し、国民年金が任意加入であった時期に障がいを


負った元学生、主婦を対象に救済措置がとられるこ


とになりました。しかし、「障害者自立支援法」が施


行され福祉サービス利用時に自己負担を求められるよ


うになっており、救済の対象となった元学生や主婦と


同様の理由で無年金になっている在日外国人や在外邦


人、そして未納や未加入を理由とした無年金障がい者


を放置する合理性はありません。民主党は、「特定障


害者特別障害給付金支給法改正案」を提出しましたが、


無年金となった理由ではなく、現に障がいを負ってい


るという事実を受け止め、無年金障がい者全員に基礎


的な所得保障を行います。


　また、国籍要件などにより年金制度から排除されて、


無年金、低年金となった高齢者（在日外国人、在外邦


人）がいます。国民年金法創設時点で高齢であった者


や、加入期間が極めて短い者に対して行われた老齢福


祉年金等に準じた給付を行うよう、法整備を行います。


福祉


21．介護サービス基盤の拡充


　民主党は、介護保険制度は国民の共同連体の理念に


よって成り立つものであり、親族など特定の介護者に


負担を強いるのではなく、介護を必要とする人に良質


なサービスを提供できる体制を維持することが必要だ


と考えます。


　2005年162通常国会で不適切・過剰な給付が行われ


ないよう介護保険法が改正されましたが、特に介護予


防において、従来受けることのできたサービスが受け


られないという問題が起きています。ホームヘルプ


サービスや福祉用具の給付中止が行われただけでな


く、介護報酬が引き下げられ、事業者の運営に影響が


生じた結果、介護従事者の労働条件が悪化しています。


また療養病床の再編により、胃ろうや吸痰行為は医療


区分1に位置づけられ、こうした医療ニーズの高い患


者が早期退院を迫られる事態が生じています。介護報


酬を適切に見直し、療養病床から無理やり退院を迫ら


れることがないよう、退院の受け皿となる介護施設の


整備を早急に行います。


　民主党はより良い介護保険制度にするため、財政が


厳しい状況でも、必要なサービスは引き続き受けら


れるよう、介護基盤整備を最優先ですすめます。特


に在宅介護推進のため、ホームヘルパーやケアマネー


ジャーの増員や専門性を高める施策を講じ、労働条件


を向上させ、介護が必要な人が安心してサービスを受


けられるようにします。グループホームの増設なども


行います。
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　介護現場での虐待問題については、2005年162通常


国会で民主党が主導し、成立した高齢者虐待防止・介


護者支援法の施行状況を検証し、必要に応じて見直し


ます。


22．障がい者福祉政策の改革


　2006年4月から「障害者自立支援法」が施行され、サー


ビス利用時の定率負担や食住費の自己負担が導入され


ましたが、急激に増加した負担に耐えられず、障がい


者がサービス利用を中止したり、抑制したりする事態


が生じています。施設を退所し一切のサービスも利用


せずに自宅で過ごすような状況では、障がい者の自立


した生活が失われていると言わざるを得ません。現在


の自立支援法のもとで介護保険の年齢拡大に道筋をつ


けるには無理があります。


　民主党は現状を、措置から支援費制度へと転換した


ことによって障がい者ニーズが顕在化する途上ととら


え、これまで政府が実態を把握してこなかったニーズ


を見極めなければならないと考えます。当面の間は「障


害者自立支援法」に基づく介護給付・訓練等給付に対


する定率負担を凍結し、支援費制度と同様の応能負担


とします。


　また、精神障がい者に関しては、保健医療・福祉全


体のレベルアップをめざして、「病院から地域へ」と


いう流れを確実なものとします。とりわけ72,000人の


社会的入院患者の社会復帰に向けて、関連サービスの


整備を含む諸施策の拡充に取り組みます。


　さらに、障がい者福祉予算の拡充を行い、身体・知


的・精神と障がい種別ごとに分かれ、その他の障がい


や難病等に対応できていない現在の障がい者政策・法


制度を抜本的に見直し、包括的な「障害者福祉法」を


制定します。


23．生活保護制度


　生活保護制度は、わが国の全ての社会保障制度にお


ける最後のセーフティネットであり、国は憲法で保障


されている健康で文化的な最低限度の生活の水準を確


保する責任があります。財政支出削減の一環として、


給付抑制ありきで生活保護制度の見直しを行えば、制


度の本質が損なわれてしまいます。民主党は生活保護


制度の見直しにあたって、他の手当との整合性・公平


性の確保、自立・就労支援の拡充、無年金者の発生


を防止するための公的年金制度の改革などと合わせ、


セーフティネットとしての機能を確保します。


雇用 ･労働


　バブル崩壊後、長期不況が続き、企業が経費削減に


走った結果、多くの中高年社員に対して解雇でなくと


も出向や転籍、労働条件の切り下げなど、あらゆる手


段でリストラが行われました。雇用が維持された正社


員には成果主義や能力主義が導入され、長時間労働、


業務負担増加の問題が生じており、労働時間の二極化、


過労死の増加、重大労災事故の発生など、労働者の生


命や生活にかかわる深刻な問題が増えています。他方、


パートや派遣、契約社員、業務請負などへの切り替え


により、雇用・就労形態の異なる社員が増えています。


中途採用や転職の増加に伴い、労働条件が個別に決定


されることもみられるようになりました。


　そして景気が回復し、企業の業績が絶好調といわれ


る一方で、働く人々は景気の恩恵を受けるどころか、


賃金の伸びはきわめて緩慢なまま、消費は伸びず、正


規雇用と非正規雇用の格差拡大は社会問題となり、少


子化問題の一因とも指摘されています。


　民主党は労働条件の均等待遇の実現、雇用契約の明


確化とルールの整備を図るなど、働き方のルールづく


りをすすめます。また、誰もが仕事とプライベートな


時間を調和させるワーク・ライフ・バランスの実現を


めざします。さらに、やる気と能力があれば安心して


職業能力開発にチャレンジできる自立支援、セーフ


ティネットの仕組みをつくり、安心して働ける社会を


つくります。


24．若年層から中高年層まで職業能力開発支援


　時代にあった職業能力の自己啓発に関心が高まって


います。人材は社会の基盤です。民主党は既に一般会


計投入による長期失業者・自営業廃業者向けの能力開


発支援制度の創設を提起していますが、より高度で実


践的な職業能力を有する人材育成のための職業訓練校


の展開、各地域の実情に即した官民職業紹介機関、能


力開発機関、地方自治体の連携、地域労使参画の評価


制度の確立などによって、若年層から中高年層まで、


32 The Democratic Party of Japan


P
O


LIC
Y


 5







すべての世代に対応する職業能力開発制度の抜本強化


をすすめます。また、企業内、業界内での職務内容や


能力評価基準等（日本版ＮＶＱ＊）の明確化、社会人


の利用拡大に向けた奨学金制度の整備、キャリアカウ


ンセラー＊の早期育成を支援します。一定期間勤務す


れば、休業が認められるキャリアブレイク制度の普及


も支援します。こうした施策により、企業が求める人


材と求職者のミスマッチの解消をすすめます。


＊ＮＶＱ＝英国で普及している官民共同の能力評価基


準制度。


＊キャリアカウンセラー＝転職・再就職に際して労働


者の職務経験等について相談に乗り、その人にあっ


た仕事をアドバイスする専門家。


25．若者の雇用就労支援


　若者（15～24歳）の失業率は依然として10％に近


い高い水準で推移しており、「フリーター」は400万


人とも言われます。「ニート」＊と呼ばれ、学校にも


行かず、職にも就かず、職業訓練も受けていない無


業の若者は30万人とも推計されています。民主党は、


自立を希望する若者にマンツーマンの就労支援を行う


ため、①個人アドバイザーによる職安での就労支援、


②民間企業等での職業訓練、③それでも就職できない


人のための再就職活動プログラム等を用意し、必要に


応じて就労支援手当（一日1,000円、月30,000円相当）


を支給します。職安にはニートが集まることのできる


場所を提供し、ピアカウンセリング＊等も行います。


また、全国の中学2年生を対象に、5日以上の職業体


験学習を実施します。


＊ニート＝“Not in Employment, Education and Training”


の略。


＊ピアカウンセリング＝「ピア」とは「同等の者、仲間」


の意味。同様の悩みを抱えたり、悩んだ体験がある


仲間同士によるカウンセリングのこと。


26．就業形態の多様化と均等待遇


　人件費削減という経営側の要請、仕事と家庭の両立


など多様な働き方を求める労働者側の要請を背景に、


パート労働者はいまや1,200万人を超え、基幹的・恒


常的な労働力としての役割を担っています。しかし、


その処遇については、労働時間や仕事の内容が正社員


とほとんど同じであっても、雇用形態の違いを理由


に、その働きに見合ったものになっていないという指


摘がされてきました。民主党は短時間労働者であるこ


とを理由に、賃金その他の労働条件について、通常の


労働者と差別的取扱いをしてはならないなど、パート


労働者と正社員との均等待遇を柱とする「パート労働


者の均等待遇推進法案」を2004年159通常国会、2006


年164通常国会に提出しました。しかし、与党の反対


で成立しませんでした。今後も「最低賃金制度」の拡


充を含め、働き方によって賃金その他の労働条件が著


しく不利にならない合理的な原則づくりに取り組みま


す。


（関連項目：子ども・男女共同参画ｐ51「11. 男女が


ともに働き続けられる雇用のために」参照）


27．労働契約法の制定


　雇用・就業形態が多様化・複雑化し、パート・フ


リーターなど非典型の雇用形態で働く人が増えていま


す。また、成果賃金制度の導入などに伴い、賃金その


他の労働条件が労働者と企業の個別労働契約に委ねら


れることも多くなりました。その一方で、厳しい雇用


失業情勢のなか、個別の労働条件の不利益変更などに


よる個別労使紛争も増加しています。こうした労働契


約上の問題については、労働条件の最低基準を示す労


働基準法だけでは十分対応できないとの指摘がされて


おり、雇用契約上の権利義務や労働条件の明確化、労


働条件の変更、労働契約の終了等に関する基本ルール


の整備が必要です。民主党は労働契約そのものを捉え


た「労働契約法」の制定と、個別の労使紛争に対する


適正、簡便、迅速な紛争解決システムの整備推進を図


ります。


28．雇用保険制度をはじめとするセーフティネッ


トの整備


　日本には、雇用保険と生活保護との間に中間的な制


度がないことから、雇用保険制度が働く人にとって重


要なセーフティネットとなっています。民主党は、雇


用のセーフティネットにふさわしい安定した財政運営


を確保するとともに、雇用政策における国の責任を明


確にします。失業等給付は本当に困っている人への給


付を中心とし、求職中の職業訓練との連携強化や短時
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間就業者への適用拡大など、抜本的改革をすすめます。


また、失業者の中には、健康保険料が高い、払えない


という理由から無保険化する人も少なくないことか


ら、非自発的失業者について、失業後1年に限り、在


職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できる措


置を設けます。


29．仕事と家庭の両立支援


　子育ては育児休業期間で終わるわけではありませ


ん。職場復帰後の多様な子育て支援メニューの整備が


課題となっています。民主党は先に「仕事と家庭の両


立支援法案」を提出、子どもの看護休暇義務化への道


筋をつけましたが、2003年156通常国会では労働基準


法改正を受け、適用除外とされていた有期雇用労働者


も育児休業等を取得できる内容を盛り込んだ法案を提


出し、2004年159通常国会にも政府案への対案として


再提出しました。今後も長時間労働の解消、年休の完


全消化など働き方を変えるとともに、子どもの看護休


暇の普及、父親の育児休業取得の促進、勤務時間の短


縮制度の請求権化、有期雇用労働者の育児・介護休業


取得の保障などを推進します。


（関連項目：子ども・男女共同参画ｐ51「11. 男女が


ともに働き続けられる雇用のために」参照）


30．年齢差別禁止


　厳しい経済状況を反映し、特に中高年を対象に人員


削減の波が押し寄せていますが、転職の際に「○○歳


まで」と入口で画一的に締め出され、就業チャンスを


奪われることも少なくありません。民主党は年齢や性


別、障がいの有無など生来的な違いによる差別をなく


すという観点から、2003年156通常国会、2004年159


通常国会に「募集・採用における年齢差別禁止法案」


を提出しました。今後も高齢者や女性も含め、働きた


い意欲のある人がその能力を発揮できる社会を追求し


ます。


31．長時間労働への歯止め


　働く人の自由時間の確保、すなわち労働時間の規制


は、家族・友人などとの絆を深める、地域・社会活動


に参加する、自己啓発により職業能力を向上させる、


勤労意欲を回復するなど、多様な価値観に基づき、よ


り自由でゆとりのあるワーク・ライフ・バランスを実


現するためにも大切です。また、労働時間と労働者の


健康は密接に結びついており、長時間労働によるメン


タルヘルスの悪化、過労死・過労自殺などを防ぐため、


健康・安全配慮義務、健康確保のための労働時間管理


を徹底することが重要です。民主党は不払い残業を正


当化し、健康確保措置に実効性のない自律的労働時間


制度（日本版ホワイトカラー・エクゼンプション）の


導入を認めません。また、取得率が約5割と極めて低


い状況にある年次有給休暇について、その完全取得及


び日数の増加をすすめ、連続休暇を実現する「長期休


暇制度創設法案」（2002年154通常国会に提出）の導


入を図ります。


（関連項目：子ども・男女共同参画ｐ51「11．男女が


ともに働き続けられる雇用のために」参照）


32．ホームレス自立支援


　民主党の法案提出が契機となって、2002年7月に


「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が


成立しました。生活保護制度に依存することなく、公


営住宅等の活用による住居の確保、ＮＰＯ等による


就労機会の提供拡大、健康の保持などによって、ホー


ムレスが自立できる環境整備に引き続き努めていきま


す。
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【６】経済産業


産業 ･通商


　個別補助金の全廃と特殊法人等の廃止・民営化によ


り、財政支出の大幅な削減を実現すると同時に、本来


民間で行うべき事業から政府が撤退し、民間の領域を


拡大することで、経済活動を一層活発にします。また、


資産性所得に対する課税水準の適正化を図りつつ、株


式の長期保有に対する一定の配慮によって「貯蓄から


投資へ」の流れを促進し、健全な市場の発展に努め、


日本経済を持続的成長の軌道に乗せます。


１．規制改革・公的部門民営化


　企業努力と起業意欲を増進させ、民間の活力と創造


力を引き出し、新たな需要を掘り起こすために、現行


の事業規制はすべてゼロベースで見直し、民間事業活


動に関する規制を撤廃します。公正競争の環境確保な


どをすすめます。すべての官業を納税者・生活者の視


点で徹底して効率化し、質の向上を図ります。規制の


全面見直し、アクションプラン策定、進捗状況の評価・


監視などを行い、「規制改革推進基本法（仮称）」を制


定し、規制改革を推進する上での法的根拠を明確にし、


早急かつ着実に改革に取り組みます。


２．独占禁止法・官製談合防止法等の改正


　経済取引の基本法である独占禁止法を抜本改正し、


①事案の性格に応じて、柔軟に減らしたり増やしたり


する『行政制裁金』を導入する、②審判官を増員し法


曹有資格者を過半数とする、③法令順守に着目した減


免制度を導入する、④官製談合に関して発注官庁職員


の行為の申告者へ制裁金を減免する、ようにします。


　官製談合を防止する視点から、官製談合防止法、刑


法を改正し、①談合罪を目的犯でないものとする、②


公務員の談合関与行為に対する処罰規定を設け、3年


以下の懲役とするとともに、罰金刑は設けないことと


する、③入札談合等関与行為に該当する行為として、


発注者側による一定の不作為を追加する、④職員の賠


償責任等を厳格化する、ようにします。また、天下り


規制法案を制定します。


（関連項目：天下り規制については、総務ｐ7「11. 天


下り規制の強化」参照）


３．知財立国日本の実現に向けて


　知的創造力活性化のための包括的・総合的な政策を


樹立します。民主党の主張によって成立した「知的財


産基本法」の内容を以下のようにさらに具体化します。


①各府省に散在する知的財産関連の行政機能を整理・


統合し、知的財産庁を創設、②知的財産の保護を強化


し、知的財産重視という国家政策を内外に明確化する


観点から知的財産高等裁判所の充実、③営業秘密の保


護を強化、④審査官数の増員等の審査体制の強化を図


り、特許審査を迅速化、⑤特許の権利範囲の見直し等、


特許取得の簡易化と促進、⑥知的財産の評価を踏まえ


た中小・ベンチャー企業向けの新たな信用保証制度の


創設、⑦知的財産に焦点を当てた研究開発費減税、設


備投資減税、特許ロイヤルティー減税等の減税措置の


導入、⑧知的財産の価値評価等により知的財産の流通


を活性化するため、会計基準をはじめ知的財産の価値


評価手法の確立、⑨知的財産に係わる弁理士、弁護士、


会計士等の専門家を拡充し、知的財産のワンストップ


サービスの実現、⑩新たな知的財産を生み出す人材育


成のための教育環境及びプログラムの整備。


４．ＷＴＯ（世界貿易機関）


　自由で多角的な貿易体制を強化する観点から、ＷＴ


Ｏ（世界貿易機関）の機能をさらに充実させ、貿易・


投資の自由化に関する協議をすすめ、取りまとめに日


本がリーダーシップを果たすよう努めます。中国に対


しては、経済改革を推進し、国際ルールの順守等を働


きかけます。また、ＷＴＯ協定に、労働基本権、環境


条項などに関わる社会条項が盛り込まれるよう努力し


ます。


（関連項目：外交・安全保障ｐ15「17. 貿易・投資の


自由化を主導」参照）
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５．ＦＴＡ（自由貿易協定）


　世界経済、産業構造、雇用との関わりなど多くの面


において重要な影響が及ぶことに鑑み、将来の国家像


を見据え、①国際競争力強化の切り札と位置づける、


②アジアに向け開かれた日本をつくる、③食の安全・


安定供給、自給率向上を図る、④ＷＴＯの理念との整


合性を求める、⑤ＥＰＡ（経済連携協定）に発展させ


る、⑥一元的・一体的な交渉窓口をつくる――の6つ


の基本的な指針を明らかにしつつ、東アジア共同体の


実現を含め、ＦＴＡを積極的に推進します。


６．セーフガード


　貿易自由化に加えて、新ラウンドの交渉対象となっ


たダンピング防止措置などの貿易ルールも含む幅広い


分野についても議論を促進し、貿易制限的な措置や知


的財産権侵害が恣意的に発動されないよう規律強化を


求めていきます。また、急激な輸入自由化等により深


刻な影響をこうむる場合には、ＷＴＯ協定で認められ


る範囲内で、ＴＧＳ（繊維セーフガード）をはじめと


するセーフガードが十分に機能するよう、発動手続き


の弾力化などに努めます。


中小・ベンチャー支援


　中小企業はわが国経済の基盤であり、雇用とビジネ


ス・チャンスを生み育てる源泉です。そのことを明確


に位置づけるため、「小企業憲章」を制定します。また、


下請けいじめ、第三者保証要求など優越的地位の濫用


とも言える旧来の取引・金融慣行は是正し、中小企業


の公平・公正な競争環境を確保するとともに、オーナー


課税の見直しなどによる中小企業税制を確立し、後継


者不足・円滑な事業継承などの課題に取り組み、中小・


零細企業の活力を高め、起業の促進を図ります。また、


地域産業と商店街の活力を取り戻すため、中小企業向


けの助成や商店街の活性化のための予算をまずは倍増


します。


７．中小企業金融


　金融機関の融資については、内容説明や書面交付の


義務づけなど、貸し手責任や義務を法律上明確化する


と同時に、倒産に際しては、生活に必要な最低限の財


産を手元に残すことを許すなど、再チャレンジの道が


残される社会を確立します。中小企業向けの資本・債


券市場を創設し、直接金融への道を開き、担保や保証


を過剰に求める取引慣行を改めさせ、個人・中小企業


への資金供給を円滑にします。政府系金融機関につい


ては、個人保証を撤廃します。貸し渋り・貸しはがし


への緊急避難策としての「特別信用保証」の復活を図


ります。天下り禁止や民間人主導の運営等により、信


用保証協会の機能を強化します。


８．産業・中小企業税制等


　2004年4月に導入された法人事業税の一部外形標準


化については、雇用及び中小企業経営に及ぼす影響


に鑑み、慎重に対応します。創業5年未満の中小ベン


チャー法人について、法人課税を減免します。創業促


進のため、現行エンジェル（ベンチャーへの投資家）


税制の複雑でメリットの少ないシステムを改めます。


中小起業に対する同族会社の留保金課税を廃止し、特


殊支配同族会社の役員に係る給与所得控除額の損金不


算入制度も廃止します。事業承継税制の見直しにより、


中小企業の負担を軽減します。


（関連項目：財務･金融ｐ24「11. 中小企業支援税制」


参照）


９．円滑な融資の実現


　中小企業金融を大企業向けの貸し付けと明確に区別


して取り扱い、担保に偏らないキャッシュフローに重


点を置いた中小企業向け検査マニュアルを大企業とは


別につくり、貸し渋り、貸しはがしを解消します。ま


た、金融機関の地域への寄与度や中小企業に対する融


資条件などについて情報を公開させる「地域金融円滑


化法」を制定します。中小企業向け融資の円滑化・適


正化を図る観点から、銀行に対して、貸付条件などの


説明義務、書面の交付義務、貸付方針の策定義務を課


す法律を制定します。


（関連項目：財務･金融ｐ26「23. 中小起業にお金を貸


せる銀行の育成」参照）


10．起業・ベンチャー支援


　ベンチャー企業の立ち上げを容易にすると同時に、


企業への技術移転を促進する制度を導入します（日本
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版ＳＢＩＲ制度の改善やＳＴＴＲ制度の導入＊）。資


金不足が顕著な研究開発型ベンチャーを支援するた


め、エンジェルを支援します。ベンチャー企業の株式


購入時に投資額の一定割合を税額控除できる制度の導


入やエンジェルネットワークの設立・運営を支援しま


す。また大企業からのスピンアウト（リストラをきっ


かけとした開業等）に対して「特別融資枠」を設定す


ることを含め、総合的な起業支援策を講じます。これ


らの施策を通じ、「100万社起業」を達成します。　


＊日本版ＳＢＩＲ制度／ＳＴＴＲ制度＝いずれも中小


ハイテク・ベンチャー企業への補助金制度。


11．商店街対策


　1階に商店街、2階以上を高齢者向けケア付き賃貸


住宅とする複合建築物の建設も含め、「商住一体のま


ちづくり」をすすめます。託児所、駐車場・駐輪場等


を整備し、消費者が気軽に商店街に出かけられる環境


を整備します。起業家のためのＳＯＨＯ（在宅勤務の


小規模オフィス）活用、行政窓口設置により空き店舗


や空き地の利用をすすめます。都市景観の向上、防災


施設や情報通信基盤の整備、電線の地中化等を促進し、


美しいバリアフリーの商店街をつくります。


12．ものづくり支援


　民主党の主導によって成立した「ものづくり基本法」


を生かし、ものづくり産業の基盤強化をすすめます。


ものづくり技術、人材のデータベース化など、ものづ


くりをＩＴと結びつけて振興し、中小製造業を有利な


立場に誘導します。義務教育、高等教育におけるもの


づくり教育を重視し、ものづくり職人が一層評価され


る社会を確立し、後継者育成を推進します。加工技術


の向上につながるナノテクノロジー分野への重点化を


すすめます。


エネルギー


　一元的かつ戦略的なエネルギー政策を推進します。


ＣＯＰ３（気候変動枠組条約第3回締約国会議）にお


ける京都議定書などの公約達成に向け、資源循環型社


会を確立し、省エネルギーを国民運動としてすすめま


す。国の責任においてエネルギーの安定確保に努めま


す。再生可能エネルギーの開発・導入を積極的に推進


し、天然ガス利用の普及促進等により、石油依存度の


低減を図ります。原子力政策は安全性を最優先に考え


ます。核燃料サイクル事業については、国の責任を明


確にしたうえで、技術の確立を急ぎます。電力・ガス


事業の将来の小売自由化範囲の拡大については、ユニ


バーサル・サービスや最終保障の在り方等の観点も踏


まえつつ、今後も引き続き慎重に検討します。


13．国民参加の戦略的なエネルギー政策づくり


　戦略的なエネルギー政策を推進するため、各省庁の


エネルギー関連部門を内閣府に移管して、エネルギー


政策に携わる一元的な機関を設置します。国家と市場


の役割等を総合的に考慮し、国民の意見を十分反映し


た国家エネルギー戦略を構築します。エネルギー基本


計画を国会承認事項とするとともに、計画策定にあ


たっては、地方公共団体や広く国民の意見を聴くため


の場を設定します。また、エネルギーに関する情報公


開を一層促進します。


14．環境・エネルギー分野における国際協力の推


進


　近年の原油価格の高騰、中国を含むアジア諸国等の


エネルギー需要の高まり、地球温暖化対策の必要性等


に鑑み、日中韓やロシアを含む東アジア・北太平洋地


域における環境・エネルギー分野での国際協力を推進


します。とりわけ、①風力、太陽、バイオマス、燃料


電池など新エネルギーの研究開発・普及促進、②産業


部門、民生部門を通じた省エネルギー技術の開発・普


及の推進、③二国間及び多国間のエネルギー政策協議


の緊密化、に重点をおきます。


　中国に対しては、原子力や石炭ガス化を利用した発


電等の技術開発・普及の促進に向けた支援を積極的に


行い、あわせて環境汚染に対する対策の強化、環境保


全に関する国際的な枠組みへの参加を働きかけます。


国際法理や科学的根拠に基づく日本の意見を踏まえ、


天然ガス・石油の共同開発を実現し、東シナ海を平和


の海とするよう努めます。


15．海洋権益問題


　近年の原油価格の高騰、中国を含むアジア諸国など


3�The Democratic Party of Japan 3�The Democratic Party of Japan


P
O


LIC
Y


 �







のエネルギー需要の高まり、地球温暖化対策の必要性


などから、日中韓とロシアを含む東アジア・北太平洋


地域における環境・エネルギー分野での国際協力の推


進は重要です。とりわけ、中国とは東シナ海において、


両国の排他的経済水域付近でのガス田開発をめぐって


議論が生じています。


　良好な日中関係の構築のため、国際法理や科学的根


拠に基づき、天然ガス・石油の共同開発を実現し、東


シナ海を平和の海とするよう努めるともに、原子力や


石炭ガス化を利用した発電などの技術開発・普及の促


進に向けた支援を積極的に行い、あわせて環境汚染に


対する対策の強化、環境保全に関する国際的な枠組み


への参加を働きかけます。


　民主党は、このような情勢を踏まえ、わが国の領土・


領海、排他的経済水域を守るため、国連海洋法条約に


基づく「海底資源開発法案」「排他的経済水域等にお


ける天然資源の探査及び海洋の科学的調査に関する主


権的権利その他の権利の行使に関する法律案」（海洋


権益2法案）を策定し、国会に提出しています。


16．脱石油・燃料転換の促進


　石油に過度に依存した化石エネルギー政策を転換


し、セキュリティー向上、環境保全などを優先させる


新しい政策を構築します。中東依存度低減を図るとと


もに、産油国との関係強化を図ります。国の関与は必


要不可欠なものにとどめ、中核的な企業グループの育


成を図るなど、効果的、効率的な自主開発政策を推進


します。天然ガスへの燃料シフトをすすめるほか、ガ


ス・コジェネ（ガス燃料による熱電供給）、ガス冷房、


マイクロガスタービンの普及促進等を推進します。


17．省エネ政策


　地球温暖化防止、ＣＯＰ３における国際公約の達成


に向け、エネルギー多消費のライフスタイルや経済活


動を見直すため、環境重視の省エネルギー教育の啓


発・徹底など省エネを国民運動として位置づけ、省エ


ネ型産業構造への転換、省エネ型ライフスタイルの普


及促進に努めます。環境税を含む経済的措置の具体化、


自助努力を促進する省エネ減税、電気自動車などのク


リーンエネルギー自動車やコジェネシステム、省エネ


型住宅建築などの技術開発に対する支援策強化などに


取り組みます。


18．新エネルギー・未来エネルギー


　風力、太陽、バイオマスなど再生可能エネルギーの


一次エネルギー総供給に占める割合をＥＵにおける導


入目標をふまえ2012年までに10％程度をめざし、大


幅に引き上げます。民主党の「自然エネルギー発電促


進法案」（2002年154通常国会）でも提案した、再生


可能エネルギーによる電気の買い取りを積極的に推進


し、必要な法整備を行うとともに、関連予算を大幅に


増額します。燃料電池、ＮＡＳ（ナトリウム硫黄）電


池、石炭ガス化複合発電などの技術開発に対して重点


的支援を行います。


19．エネルギー源及び化学品の原料としての第一


次産業振興


　間伐材を利用した木質バイオマス発電やエネルギー


作物（なたね、ひまわりなど）から抽出したアルコー


ルの利用等が注目されています。耕作放棄された田畑


でエネルギー作物の栽培を行い、利用されていなかっ


た間伐材を利用することも、今後のエネルギー政策の


なかで位置づけを行う必要があります。また、古米利


用等による「生分解性プラスティック製品」の生産は、


石油利用の削減にもつながります。化石燃料の使用と


比べて環境負荷が少ない農林水産物のエネルギー利用


を促進するため、早期の技術確立とコスト削減のため


の利用拡大を図ります。


20．原子力政策に対する基本姿勢　


　原子力政策は、安全性を最優先に考え、万一に備え


た防災体制を確立します。発電所によるデータ不正、


改ざん問題等を重く受けとめ、再発防止と原子力に対


する国民の信頼回復に努めます。安全チェック機能の


強化のため、国家行政組織法第3条による独立性の強


い原子力安全規制委員会の創設に向け、民主党提出の


法案の成立を図ります。住民の安全確保に関しては、


国が責任を持って取り組む体制を確立します。原子力


発電所の経年劣化対策などのあり方について、議論を


深めます。


　プルトニウム再利用はＭＯＸ（ウラン・プルトニウ


ム混合）燃料、高速増殖炉などの研究開発用として使
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用計画のある分量のみを抽出し、その他の使用済み燃


料は中間貯蔵します。


21．原子力に係る安全検査体制の見直し


　実効性のある安全検査体制の確立に向け、現行制度


の抜本的な見直しを図ります。具体的には、①設備・


機器に対する検査、さらには“ソフト面”も考慮した


いわゆる「品質保証型」の検査も含めた、厳正な検査


体制の運用を図る、②国の検査官の資質向上のため、


欧米において既に採用されている、検査官に対して行


われる継続的な「技量認定制度」を導入する、③技術


の進歩とともに規制が形骸化しないよう、最新の知見


を採り込んだ民間規格を採用し、科学的合理的な規制


基準を設定する、④事故・トラブルは原則的に全て公


開することとし、あわせて現行の曖昧なトラブル等報


告基準を抜本的に見直し、「原子力情報公開ガイドラ


イン」の早期具体化を図る、などです。
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【７】法　務
　日々の暮らしを人間らしく安全･安心に送ることは


すべての人々の願いです。しかし学校や職場、地域社


会など日常生活の場でのいじめや差別による自殺、家


庭での幼児虐待、児童に対する性犯罪や誘拐殺人など


の悲しい事件が報じられない日はないといっても過言


ではないほどです。民主党は、市民の権利侵害に対


する司法的救済機能を強化したリーガル・セーフティ


ネットの構築、犯罪防止対策の強化などを通じて安全


･安心の社会づくりをめざします。また、多様な価値


観やライフスタイルを認め合い、個人の自己決定を尊


重する社会をめざします。


１．司法制度改革の推進


　民主党は、国民に基盤を有する身近で充実した司法


を創出し、その司法制度のもと、公平で公正なルール


が行きわたり、人権が保障され、安心して暮らせる社


会をつくるために、司法制度改革に取り組みます。


①裁判員制度に国民が参加しやすいよう環境整備を行


います。2009年の制度開始までに、国民の制度へ


の理解がすすむよう広報を強化するとともに、裁判


員休暇制度の創設、育児・介護等への配慮などの環


境整備を行います。


②財政的にも「大きな司法」をめざします。2006年


に業務を開始した日本司法支援センターの地域事務


所の整備とスタッフ弁護士の確保、法曹志願者が法


科大学院に入りやすくするための財政支援、被疑者


国選弁護制度や民事法律扶助制度への財政措置の充


実に取り組みます。


③行政訴訟制度の第二弾の改革に取り組みます。2004


年159通常国会で行政事件訴訟法が改正され、義務


付け訴訟、差止め訴訟の法定や原告適格の拡大など


司法による行政へのチェック機能の強化が図られま


したが、行政に対するチェックをさらに実効的に行


えるよう、団体訴訟制度の導入、公金検査請求訴訟


の創設などに取り組みます。


２．取調べの可視化、証拠の開示の徹底


　公正で透明性の高い刑事司法への改革の一環とし


て、取調べでの自白の強要による冤罪を防止するため


に、民主党が既に提出しているビデオ録画等による取


調べ過程の可視化、取調べ段階における弁護人立会権


の確立を柱とする「刑事訴訟法改正案」の成立をめざ


します。また、刑事裁判での証拠開示の徹底を図る法


律を制定します。


３．犯罪被害者への支援


　犯罪被害者に対し国が給付金を支給する制度をさら


に拡充するとともに、司法支援センターを通じた犯罪


被害者への法律支援を充実させます。また、民主党の


取り組みが契機となって成立した「犯罪被害者等基本


法」の理念に基づき、犯罪被害者に対する的確な支援


が行えるよう、犯罪被害者等基本計画の段階から被害


者や支援者の声が反映されるようにします。


４．矯正機能の強化


　刑事施設における矯正機能をさらに強化するため


に、過剰収容状況を解消し収容者の生活環境改善のた


めの施設・職員体制の整備、矯正処遇プログラムの充


実、社会復帰に向けた就労支援、保護観察体制の強化


に取り組みます。


５．少年犯罪の防止


　少年犯罪問題に対しては、「非行少年の育て直し」


という少年法の理念を堅持する立場に立って取り組み


ます。また、少年犯罪の防止に向け、少年を取り巻く


環境（家庭・学校など）の整備、早期発見のネットワー


ク、安心して相談できる仕組み、家庭裁判所の充実強


化、保護観察官の増員、少年院や更生施設を出た後の


就労・社会復帰支援等の立ち直り支援策の強化等、総


合的な対策の更なる充実を図ります。


６．共謀罪導入には反対


　政府は、国連組織犯罪防止条約批准のための国内法


整備として、共謀罪を新設する「犯罪の国際化及び組
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織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等


の一部を改正する法律案」を2003年、2005年の国会


に提出し、現在継続審議となっています。共謀罪は、


団体の活動として犯罪の遂行を共謀した者を処罰する


ものですが、犯罪の実行の着手、準備行為がなくても


相談をしただけで犯罪となること、およそ国際性とは


無縁な犯罪や重大犯罪とまではいえないようなものを


含め619もの犯罪が対象となることなど、わが国の刑


法体系を根底から覆しかねないものです。しかし、条


約は「自国の国内法の基本原則に従って必要な措置を


とる」ことを求めているにすぎず、また、条約が定め


る重大犯罪のほとんどについてわが国では現行法です


でに予備罪、準備罪、幇助犯、共謀共同正犯などによっ


て犯罪化されています。したがって、法案の成立に強


く反対するとともに、共謀罪を新設することなく条約


を批准することを検討します。


７．飲酒・ひき逃げなど悪質な交通犯罪の抑止


　自動車の飲酒運転などによる重大事故を厳しく処罰


するため、2001年、刑法に「危険運転致死傷罪」（最


高刑は懲役20年）が新設されました。しかし、近年、


飲酒運転により重大事故を起こした者が同罪の適用を


免れるため、被害者を救護せずに逃亡し、酔いが醒め


てから出頭するというようなケースが目立つようにな


りました。


　こうした「逃げ得」を許さないため、民主党は「飲酒・


ひき逃げ厳罰化法案」を2006年12月、165臨時国会


に提出しました。法案には、①刑法に「飲酒交通業務


上過失致死傷罪」を新設し、最高刑を10年とする（こ


れにより危険運転罪の適用に至らない飲酒・ひき逃げ


の最高刑は、現行7年6ヵ月から15年となる）、②道


路交通法の救護義務違反（ひき逃げ）の最高刑を現行


の5年から10年に引き上げる、③運転者に酒類を提供


した飲食店等に対する罰則を強化する――という内容


を盛り込んでいます。また、厳罰化だけではなく、飲


酒運転をさせないための自動車の装置面の改良などの


ソフト面を含めた対策を民主党は提案しています。


８．人権侵害救済機関の創設


　民主党は、2005年162通常国会に「人権侵害による


被害の救済及び予防等に関する法律案」（人権侵害救


済法案）を提出しましたが、政府が「人権擁護法案」


の提出を見送っているため、審議ができない状況が続


いています。民主党案は、内閣府の外局として中央人


権委員会、各都道府県に地方人権委員会を設置し、人


権侵害に係る調停・仲裁等の手続きを定めるとともに、


特別救済手続については、報道機関等を対象としない


ことを内容としており、引き続きその成立をめざしま


す。


９．ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）対策


の推進


　従来、夫婦間の暴力事件は民事不介入として扱われ


ていましたが、頻発するドメスティック・バイオレン


ス（ＤＶ）事件は現在では社会問題にまで発展し、心


的外傷後ストレス障がいの被害者を多く生み出すな


ど、無視できない状況に至っています。2004年の「Ｄ


Ｖ防止法」の改正では、配偶者からの暴力の定義規定


の変更、保護命令制度の拡充等が図られましたが、加


害者更正プログラムの導入など、さらに検討すべき課


題も存在することから、民主党は引き続き見直しに向


けた取り組みを行います。


（関連項目：子ども･男女共同参画ｐ52「16. ドメスティ


ク・バイオレンス（ＤＶ）対策」参照）


10．選択的夫婦別姓の早期実現


　選択的夫婦別姓の早期実現に取り組みます。現行法


では、本人が希望しても夫婦別姓は認められませんが、


民主党は、希望すれば夫婦が別の姓を選択することが


できるようにすべきと考え、その旨を規定する ｢ 民法


改正案 ｣ を累次にわたって国会に提出しています。


（関連項目：子ども・男女共同参画ｐ52「17. 選択的


夫婦別姓と婚外子差別の解消」参照）


11．性同一性障がい者の人権


　「心の性」と「体の性」の不一致に苦しむ性同一性


障がい者について、一定の条件で戸籍法の「性別記載」


の訂正を認める特例法が2003年156通常国会で全会一


致により成立しました。今後、民主党は、子どもがい


ても性別の変更ができるようにするなど、さらなる条


件緩和を検討します。
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12．国籍選択制度の見直し


　日本では1984年の国籍法改正により国籍選択制度


が導入され、外国人との結婚や外国での出生によって


外国籍を取得した日本人は一定の時点までに日本国籍


と外国籍のいずれかを選択することとなりましたが、


就労や生活、父母の介護などのために両国間を往来す


る機会が多い、両親双方の国籍を自らのアイデンティ


ティとして引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容


認してほしいとの要望が強く寄せられています。民主


党は、こうした要望を踏まえ、国籍選択制度の見直し


を検討しています。


13．成年年齢の18歳への引き下げ


　選挙権年齢の18歳への引き下げとあわせて、民法


における成年の年齢、少年法における少年の年齢を


20歳から18歳に引き下げるとともに、その他の分野


の法律・制度についても新たに18歳以上20歳未満の


者を成年者として取り扱うために必要な法制上の検


討・整備をすすめます。


（関連項目：総務ｐ10「21. 選挙権年齢の引き下げ」参


照）


14．死因究明制度改革の推進


　わが国の死因究明制度は諸外国に比べて貧弱であ


り、犯罪死や欠陥製品被害による事故死を単なる病死


と取り違えるなどの問題が少なからず生じています。


民主党は、犯罪死体、非犯罪死体の区別なく、変死体


について死因究明をきちんと行うための「変死体の死


因の究明の適正な実施に関する法案」、法医解剖など


死因を究明するための医学的なインフラを整備するた


めの「独立行政法人法医科学機構法案」の2法案を策


定し、その成立を図ります。


（関連項目：厚生労働ｐ28「5. 医療事故の原因究明及


び再発防止」参照）


15．難民認定委員会の創設と難民の生活支援


　わが国は1981年に国連の難民条約を批准しました


が、わが国の入管・難民認定行政および難民への生活


支援はあまりにも難民に対して冷たく厳しいのが実態


です。難民条約の趣旨にのっとり適正かつ迅速な難民


認定を行うために、難民認定行政を法務省から切り離


し、内閣府外局に難民認定委員会を設置するとともに、


在留難民等の生活を支援する制度を構築します。国連


難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）が認定した難民


（マンデート難民）は原則として受け入れることとし


ます。このため「難民等の保護に関する法律案」の制


定をめざします。
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【８】文部科学


教育・文化


　学級崩壊や不登校、いじめ、学力、学校の安全問題


など学校現場が抱える様々な問題に対し、現在の教育


行政は有効な方針を示すことができずにいます。民主


党は、従来の官主導の画一的な教育を改め、学びの現


場からまず徹底的に検証し直し、地域や学校の個別状


況に応じた学びの環境をつくり出すことを提案しま


す。高等教育においては、改革を促すために国公立・


私立間の公平な競争を喚起し、効果的な研究支援シス


テムを確立するとともに、意欲を持つ人が誰でもいつ


でも学べる機会を提供します。また、民主党が中心と


なって制定した「文化芸術振興基本法」を足がかりに、


地域を立脚点とする芸術・文化活動の支援と伝統文化


の保護・育成をすすめます。


１．日本国教育基本法案


　民主党は、2006年164通常国会に独自の「日本国教


育基本法案」を提出しました。加えて、2006年165臨


時国会に「学校教育の環境の整備の推進による教育の


振興に関する法律案」と「地方教育行政の適正な運営


の確保に関する法律案」を関連法案として提出しまし


た。政府の教育基本法改正との大きな違いは、①何人


にも「学ぶ権利」を保障する、②普通教育の最終的な


責任が国にあることを明記、③幼児期及び高等教育に


おいて無償教育の漸進的な導入を宣言、④地方の教育


委員会を発展的に改組した「教育監査委員会（仮称）」


を創設し、教育行政の責任を首長に移管する、⑤教育


予算の安定的確保のため、教育財政支出についてＧＤ


Ｐ（国内総生産）に対する比率を指標とする、などで


す。さらに、建学の自由、私立学校の振興、障がいの


ある子どもへの特別な状況に応じた教育、情報文化社


会に関する教育、職業教育などについても新たな規定


を設けました。


２．中央教育委員会の設置


　国＝「中央教育委員会」の役割は、①学習指導要領


など全国基準を設定し、教育の機会均等に責任を持つ


こと、②教育に対する財政支出の基準を定め、国の予


算の確保に責任を持つこと、③教職員の確保や法整備


など、教育行政の枠組みを決定すること、などに限定


し、その他の権限は、最終的に地方公共団体が行使で


きるものとします。


３．学習指導要領の大綱化


　学習指導要領は大綱化を促進します。学力向上には


情報処理力と情報編集力の双方を相乗的に引き上げる


との視点が必要です。設置者及び学校の裁量を尊重し、


地域・学校・学級の個別状況に応じて、学習内容・学


校運営を現場の判断で決定できるようにします。


４．現場の教育は「学校理事会」による地域立学


校で


　地方公共団体が設置する学校は、保護者、地域住民、


学校関係者、教育専門家等が参画する「学校理事会」


が主な権限を持って運営します。現場に近い地域と保


護者が協力して学校運営をすすめることが、学校との


信頼関係・絆を深め、いじめや不登校問題などにも迅


速に対応し、学校との有機的連携・協力が生まれ、同


時に地域コミュニティの再生、強化につながります。


５．いじめ問題


　小中高校生の間で、「いじめ」が原因とみられる自


殺が相次いで起きており、深刻な社会問題となってい


ます。こうした事件を二度と繰り返さないよう、社会


全体で問題解決にあたるべきです。この間、学校現場


や教育委員会で、責任の押し付け合いや、いじめ問題


の隠ぺいがなされたことについては、率直に反省すべ


きであり、関係者が本気で親身に取り組むことが重要


です。


　民主党は、教師にも親にも、もっと子どもたちに向


き合い、語り合ってもらうことが必要だと考え、学校


理事会の設置など、現場が主体的に取り組む具体的な


方策を提案していきます。そして、学校と地域が一体


となって、いじめの未然防止や早期解決を図れるよう
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取り組みます。


６．未履修問題


　高等学校や中学校における必履修科目の履修漏れ問


題は、全国的な広がりを見せ、大きな社会問題となっ


ています。生徒には何ら責任がなく、都道府県教育委


員会等と学校長に責任があることを心に留め、生徒の


将来に不利益にならないよう取り組む必要がありま


す。


　必履修科目を定める学習指導要領には法規範性もあ


るとされることから、学校現場ではこれを遵守する義


務があります。これを踏まえ民主党は、未履修のあっ


た各学校現場においては、補習授業を行うなど、適切


な指導を促すとともに、既卒者についても希望すれば


補習授業への出席を認めるようにします。


　また今後は、学習指導要領における必履修科目や単


位数の在り方、さらには高等学校の教育課程と大学セ


ンター試験・大学入試の在り方についても、検討をす


すめます。


７．土曜学校、放課後学習、読書推進、体験学習


　大人との交流、団体活動を通じて子どもたちが社会


を知り、ルールや教養、自立心を身につけられるよう、


土曜日は地域の自主的な運営の下で「土曜学校」を創


設します。放課後学習、読書推進活動などの実施を支


援します。また、共同生活、職業体験、異年齢間交流、


都市と農山村地域の交流、国際交流、自然体験、農業


体験、社会奉仕体験など、子どもたちが自らプログラ


ムを考え、教職員、保護者、地域住民や児童生徒で構


成する協議会がサポートする形で体験学習を実行しま


す。


８．少人数学級


　民主党は、「30人以下学級法案」を提出するなど一


貫して少人数学級の実現と拡大をめざしてきました。


さらにＯＥＣＤ先進国並の教員配置（教員一人あたり


生徒16.9人）をめざします。学力問題や不登校、学級


崩壊、いじめなど学校現場での様々な問題に対応する


ためには、児童生徒の抱える問題を教師が把握でき、


わかりやすい授業を行う態勢にしていくことが重要で


す。民主党は、少人数学級を原則とする教育をめざし、


さらに強く働きかけをしていきます。


９．教科書検定及び採択について


　普通教育に対する国の責任の一環として、できるだ


け多くの選択肢を提供できる教科書検定制度を維持し


ます。教科書採択にあたっては、保護者や教員の意見


が確実に反映されるよう、現在の広域採択から市町村


単位へ、さらには学校単位（学校理事会）へと採択の


範囲を段階的に移行します。


10．拡大教科書の充実


　小中学校に在籍する弱視の児童生徒用の教科書が不


足しています。民主党は、すべての子どもの学ぶ機会


を保障する観点から、弱視者用の拡大教科書の充実を


図ります。拡大教科書が多くのボランティアによって


制作されている状況を改善し、国が教科書会社に拡大


教科書の発行を促すなど、デジタルデータを積極的に


提供できる仕組みをつくります。


11．学校安全対策基本法の制定


　子どもたちが、安全で安心な学校生活をおくること


ができるよう、学校安全対策を総合的かつ計画的に推


進することなどを盛りこんだ「学校安全対策基本法


案」を2006年164通常国会に提出しました。国や地方


公共団体が、安全基準策定や体制整備の責務・役割を


積極的に担い、防犯（学校安全専門員の配置など）、


防災、老朽化・事故防止、環境衛生（アスベスト対策


含む）対策に万全を期します。


12．スクールカウンセラー及びガイダンスカウン


セラー制度の充実


　いじめや不登校などの問題や、職業選択などの進路


指導について児童生徒の相談に応じることができる仕


組みを充実させる必要があります。民主党は、専門的


知識をもって指導及び助言を行う専門相談員を全国の


小学校、中学校、高等学校等に配置するための「学校


教育法の一部改正案」を2001年153臨時国会以来、3


回提出してきました。学校現場での相談体制と指導力


の充実に向け、引き続き制度の充実を求めていきます。
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13．大学改革と国の支援のあり方


　「学習者・研究者本位の大学」、「創意ある不断の改


革を現場から自発する大学」、「社会に開かれ、社会


と連携・協働する大学」をキーワードに、「象牙の塔」


から「時代が求める人づくり・知恵づくりの拠点」と


して大学改革をすすめます。その際、世界的にみて低


い水準の高等教育予算の見直しは不可欠ですが、従来


の学校単位の支援から個別研究プロジェクト単位の支


援に転換します。また産業振興的な側面ばかりでなく、


学問的な価値にも十分な配慮を払っていかなければな


りません。


　2003年156通常国会で成立した国立大学法人法につ


いて、民主党は、大学への国の関与がますます強まり


大学の自主性を損なうものと考え、その再検討をすす


めます。


14．奨学金制度改革


　学生・生徒に対する奨学金制度を大幅に改め、希望


する人なら、誰でも、いつでも利用できるようにしま


す。学費のみならず最低限の生活費も貸与することで、


保護者の支援を一切受けなくても、またいったん社会


人となった人でも、意欲があれば学ぶことができるシ


ステムをつくります。新奨学金制度の普及にあわせて、


大学・大学院そのものへの助成は、順次縮減します。


15．専修・各種学校の充実


　今日、専修学校や各種学校は社会の実学を支え、広


く産業・社会の人材養成の基盤となっています。これ


ら学校の発展を促すため、財政支援を充実させるなど、


教育制度上での位置づけを明確にします。


16．学校施設老朽化・環境衛生対策


　児童・生徒の学習・生活の場であり、震災時の防災


拠点でもある公立学校施設の4割以上が耐震基準を満


たしておらず、老朽化による事故なども増加してい


ます。民主党は、施設の安全性を確保するため、2002


年155臨時国会において、耐震診断の義務づけと補強・


改築費用の補助のかさ上げを図るなど危険校舎の改修


促進のための「公立学校耐震改修促進法案」を提出し、


さらにバージョンアップしたものを2006年164通常国


会に提出しました。また、アスベスト対策に取り組み、


学校施設の環境衛生の改善をすすめます。


17．学校図書館の整備等


　子どもの読書活動は、子どもが言葉を学び、感性を


磨き、表現力を高め、創造力を豊かにするうえで欠か


せないものです。2001年に成立した「子どもの読書


活動推進法」を足がかりとしながら、全国の学校図書


館の整備・充実をすすめ、子どもの読書環境を改善し


ます。また、文字・活字文化の振興に取り組みます。


さらには、司書教諭が不足している現状にかんがみ、


その充実に取り組みます。


18．生涯学習の充実


　技術の高度化、転・再就職の準備、地域活動のリー


ダー養成、教養講座など多様な教育ニーズに対応する


生涯学習社会を実現します。子どもから大人までが利


用しやすい施設の整備、公民館活動の活性化、公立図


書館の一層の充実を図ります。また、大学・短大を卒


業し社会で働く人に、本人の希望で再び大学や大学院


で教育を受けることができる制度（リカレント教育制


度）を確立するなど、コミュニティカレッジも全国に


広めていきます。


19．統合教育・障がい児教育の推進


　民主党は、障がいのある子どもたちにも、特別な状


況に応じた教育、それぞれの子どもにとって適切かつ


最善な支援を行っていきます。学校教育において障が


い者と健常者がともに学ぶことを原則とする、インク


ルーシブ教育をすすめます。このため、保育園・幼稚


園の段階から小中学校教育まで統合保育・統合教育に


取り組み、障がいのある子どもと、ない子どもとの分


離を前提とした教育を見直します。また、学校施設の


バリアフリー化や弱視者用の拡大教科書導入のための


制度改正、発達障がい児への支援など、障がい者の視


点に立った教育環境をつくります。


20．国内外における日本語教育の充実


　すべての児童及び生徒に、文化的素養を醸成し、他


者との対話、交流及び協働を促進する基礎となる国語


力の習得を推進します。国内における日本語教育を充


実させるとともに、海外の日本語学習者への日本語専
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門家の派遣や、外国人日本語教師の訪日研修など、海


外における日本語教育を支援します。


21．芸術文化活動への支援


　人々の創造性や表現力、コミュニケーション能力を


高めるうえで、芸術文化の振興は極めて重要です。民


主党は、従来の文化ホール建設といったハコモノ中心


の行政を改め、人材を活かす文化政策へと転換します。


様々なジャンルの芸術文化に対する地域住民のニーズ


や取り組みに応えて、芸術家・専門家がソフト・マン


パワーを用意できるように行政が支援していく地域住


民主導型の文化政策をめざします。


22．伝統文化の保存・継承


　日本の伝統文化を保存し、さらに新たな文化を創造


する基盤を整備します。文化財の保護、地域に固有の


伝統芸能・工芸の継承、教育における体験鑑賞など、


文化・伝統を保護、育成するための環境整備を行いま


す。


スポーツ


　これまでのわが国のスポーツ政策は、企業や学校が


中心の、ともすればスポーツエリート育成型のものに


なりがちでした。しかし、スポーツが持つ本来の役割


は、地域住民の世代を超えた交流促進や住民の健康増


進、地域間交流や国際交流、さらには地域産業振興な


ど多岐に及びます。民主党は、「企業・学校・競争型」


から「地域・クラブ・共生型」スポーツ政策への転換


をコンセプトに、従来のスポーツ行政を抜本的に見直


し、地域の自主的・主体的取組みを基本としたスポー


ツ政策を確立します。


23．地域密着型クラブスポーツの振興


　豊かなスポーツ文化の振興には、欧米諸国に見るよ


うな、地域に根ざしたクラブスポーツの確立が不可欠


です。住民による自主的・自発的な運営、企業との連携、


行政の支援を一体化し、生活に身近な地域におけるス


ポーツ活動の“核”を育てることが必要です。どこで


も誰でも参加できる身近なスポーツ拠点として、また


スポーツを通じた地域コミュニティ活性化の拠点とし


て、地域密着型クラブスポーツを振興します。子ども


から高齢者まで、様々な種目に、各々のレベルに応じ


て参加できる機会を確保するため、指導者の育成や、


外部コーチ派遣制度確立、スポーツ少年団支援、社会


体育指導者等の身分保障、養成・確保、生涯スポーツ


振興事業を推進します。


24．高齢者スポーツの振興


　高齢者の生きがいや健康づくりにスポーツは大きく


貢献します。スポーツの苦手な方や初めての方でも気


軽に取り組める機会を一層拡大するため、スポーツ団


体による講習会への助成拡大や地域リーダーの育成、


青少年スポーツ活動との連携などを一層推進するとと


もに、公共スポーツ施設のバリアフリー化を図ります。


25．障がい者スポーツの振興


　スポーツの有意性は、障がいのある人にとっても何


ら変わることはありません。むしろ社会参加の促進に


関する効果や、社会における障がいの理解の促進等と


いった効果を積極的に捉え、ノーマライゼーションの


推進の観点からも障がい者全体のスポーツ振興を図る


ことが必要です。施設の利便性確保はもとより、指導


員の養成・資質向上のための取り組み、自治体や関係


スポーツ団体等とのネットワークの構築など、スポー


ツ振興施策と障がい者施策の効果的な連携を推進しま


す。


26．スポーツ医学振興政策


　スポーツ医学は一部のアスリートのためだけの学問


ではありません。競技力向上や障がい予防の観点から


スポーツの現場に医学知識を必要とすることは当然で


すが、生活習慣病が年々増加傾向にある現代において


は、運動に関する研究成果を人々の健康増進に活かし


ていくことも極めて重要です。年齢や障がいの程度を


超えていかなる人でもスポーツの恩恵にあずかり、健


康で文化的な生活を営むことができるよう、スポーツ


医学の振興を強く後押しします。


27．学校施設の開放と複合利用の推進


　住民に身近なスポーツ活動の場として、また地域コ


ミュニティの拠点としての学校施設は今後も役割を増
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していくものと思われます。さらに、地域密着型クラ


ブスポーツ振興の観点からも、徒歩圏内に安全な運動


施設が存在することは欠かせない要素となります。毎


週土曜日は、学校施設を拠点に、地域の団体、企業等


の協力も得て、スポーツ、自然体験、野外活動、ボラ


ンティア、伝統文化の継承等の活動を行います。また、


子どもたちの安全確保を絶対条件とした上で、学校施


設利用の利便性向上やスポーツ施設との複合利用をさ


らに推進します。


28．校庭の芝生化


　安心して思いきり走り回ることのできる運動場が子


どもたちには必要です。運動場の芝生化は身体への衝


撃を緩和し、スポーツ技術向上と体力作りに貢献する


ばかりでなく、子どもたちのストレス軽減、ＣＯ２削


減効果やヒートアイランド現象の抑制効果も期待され


ています。小学校校庭や公共スポーツ施設の芝生化事


業を強く推進するための予算を確保するとともに、芝


生の効率的な保全管理や雇用創出の観点から、ＮＰＯ


等との連携を重視します。


29．国際交流の推進


　スポーツは、言語の壁を越えて同じルールの下で行


われる全世界共通の文化です。文化・風習などが異な


る外国との間でスポーツに関する技術や情報・知識の


交流を図ることは、世界中の人々が平和で協力しあえ


る社会の実現に大きく寄与するものと考えます。日本


古来の武道を含め、スポーツを通じた国際社会の相互


理解と交流のための施策をさらに推進します。


科学技術


　わが国は20世紀、既存技術の改良・応用を中心と


したいわゆるキャッチアップ型を中心とした研究開


発で製造業の強い競争力を生み出し、成功してきまし


た。しかし21世紀においては、情報通信、バイオテ


クノロジーなどに代表される時代の先端技術分野にお


いて、より独創的な成果を自ら生み出す国や企業でな


ければ国際競争のなかで勝ち残っていくことは困難で


す。科学技術政策の本質は「人」の育成です。今後継


続して独創的な研究開発の成果を生み出していくため


には、研究者の水準を質・量ともに向上させていく必


要があります。民主党は「キャッチアップ型研究開発


から独創的研究開発へ」「モノへの投資から人への投


資へ」という視点に立ち、「科学技術で世界をリード


する国」をめざします。


30．科学技術分野における行政改革


　科学技術政策を戦略的に推進するため、各省庁の科


学技術関係の政策立案権限・機能を分離・一元化し、


総合科学技術庁の設置をめざします。公的予算の配分


は組織単位の補助金ではなく、研究内容そのものに着


目し研究者単位での資金配分を行う競争的研究資金中


心の制度に転換します。また、研究開発への客観的評


価を徹底するために「研究開発評価法」を制定します。


31．人材の育成


　子どもたちの理数科の基礎学力の底上げを図り、科


学技術に対する適応力を高めるため、特に初等教育に


おいて科学技術・理数に理解のある教員を拡充するな


ど、理数系教育環境を改善します。中等教育において


創造力や論理力を重視した教育・学習を重視する環境


を生み出すべく、学習指導要領の方向転換や教員の質


の向上をめざします。また大学改革を通じて「知的戦


力」となりうる人材の募集、試験成績よりも知的創造


力を重視した入学者選抜を行えるよう後押しします。


32．若手研究者の受け皿の確保


　近年、名目上の「研究者数」は増加しているものの、


進路に恵まれず研究から離れてしまっている研究者が


多く見られます。優秀な人材を育成しても活躍の場が


なければ意味はなく、その受け皿となる大学・研究機


関・企業の改革に着手するとともに、若手研究者の流


動性確保を促進します。


33．ＴＬＯ（技術移転機関）の強化


　研究機関から企業へ研究成果を移転する試みとして


ＴＬＯ（技術移転機関）の活用がすすめられています


が、多くのＴＬＯが赤字に悩み、公的支援に頼ってい


る現状にあります。技術移転対価の大学・研究者への


還元を活性化し、ＴＬＯを新たな研究成果を生み出す


「知的創造サイクル」の要として位置づけ、その質的
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強化を図ります。


34．研究環境の改善


　わが国の大学や研究機関の施設の手狭さ・老朽化は


かねてから重ねて指摘されているところです。研究者


の日常の研究の質的向上に向け、研究施設整備におけ


る場あたり的予算配分を改め計画的投資を行います。


また、研究補助者の増員と地位の向上を図り、研究者


が研究活動に専念できる環境を整えます。


35．科学技術政策の「選択と集中」


　民主党は、①国民生活の維持向上、産業競争力、国


民の安全といった今後20年程度に予想される観点と、


②基礎研究の確保や地球環境などの回復といった長期


的な観点から、研究テーマを厳選し、国家予算を集中


的に投入します。


36．エネルギー関連の技術研究


　原子力技術は、より安全で持続利用可能なエネル


ギーが開発されるまでの間、安全性を最優先に過渡的


エネルギーとして利用・研究を継続します。ただし近


年の原子力の安全に対する国民の懸念を踏まえ、独立


機関としての原子力安全規制委員会を設置し、安全確


保体制を刷新することが必要です。また地球温暖化対


策において世界をリードすることを使命とし、省エネ


ルギー関連技術の研究をさらに後押しするとともに、


新エネルギー・自然エネルギーの効率向上やコスト低


減、環境特性の一層の向上といった観点からの研究開


発を促進します。


（関連項目：経済産業ｐ38「20. 原子力政策に対する


基本姿勢」参照）


37．次世代の産業競争力を担う技術


　今や、医療を含む生命科学分野や、ますます変化の


スピードを増す情報通信技術、あらゆる技術分野に応


用が及ぶともされるナノテクノロジー（超微細技術）


関連技術などが世界の競争ステージの主要をなしてい


ます。しかし、これら先端技術分野におけるわが国の


立ち遅れも強く指摘されており、次世代の産業競争力


を確保するという観点から、研究者・技術者の質的・


量的不足を一刻も早く解消するとともに、課題とされ


る倫理規制の整備などを含む戦略的な技術開発施策を


推進します。


38．国民の安全確保への貢献


　科学技術の発達には、災害などによる被害の防止・


軽減の役割が期待されています。しかしながら近年、


科学技術の高度化・複雑化に伴い、一般市民が予想も


つかない危険にさらされる場面が増え、かえって不安


を高める結果となっています。国民生活の安全は国の


最も基本的な責務であり、食品の安全確保・プライバ


シーの確保・地震予知への取り組みなど、科学技術を


国民の安全のために応用する施策を積極的に推進しま


す。
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【９】子ども ･ 男女共同参画


子ども


　民主党は「チルドレン・ファースト（子ども第一）」


を政策の柱に掲げ、2006年5月に未来世代応援政策「育


ち・育む応援プラン」を発表しました。子どもの持つ


生命・発達の権利を明確にし、学校でも家庭でも地域


でも、子どもと保護者が生き生きと育ち育まれる社会


を実現します。また2004年の「子ども国会」の提言


を踏まえ、世界中の子どもたちが等しく質の良い教育・


保育を受けられる権利の保障と、その環境づくりに取


り組みます。


１．「子ども家庭省」の設置


　現在、子どもや家庭の問題についての政策は、学校


は文部科学省、保育所や学童保育は厚生労働省、塾は


経済産業省、通学路は国土交通省、非行に及ぶと警察


庁など、扱う内容によって省庁が分かれています。省


庁間の連携には限界があり、縦割り行政の弊害もあり


ます。


　民主党は、省庁の縦割りを乗り越えて政策を一元的


に立案・遂行するための「子ども家庭省」の設置を実


現し、包括的な取り組みを可能とします。


２．子ども手当（児童手当）の充実と出産時助成


金の創設


　子どもを持つ・持たないは夫婦・個人の選択ですが、


次代を担う子どもを産み育てる家庭の様々な負担は個


人の責任にのみ帰せられるべきではありません。民主


党は、子育て世帯の経済的負担を軽減するという以上


に、子どもが育つための基礎的な費用を保障すべきだ


と考えます。この観点から、義務教育修了までの子


ども一人あたり月額16,000円の子ども手当を支給しま


す。2006年164通常国会では、政府の児童手当法改正


案への対案として「児童手当法の一部を改正する法律


案」（子ども手当法案）を提出しました。


　また出産時には、保険給付による現行の出産一時金


（約35万円）に加え、国庫を財源として一人あたり20


万円の助成金を給付し、ほぼ自己負担なしに出産でき


るようにします。


３．幼保一本化


　民主党は、希望するすべての親子に就学前の質の良


い居場所をつくるため、「子ども家庭省」のもとで保


育所と幼稚園の一本化をめざします。


　現在、保育所に入りたくても入れない待機児が約2


万人もいる一方で、幼稚園には定員割れのところが多


数あります。2006年164通常国会で政府の「就学前の


子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に


関する法律」（認定こども園法）が成立しましたが、


保育所と幼稚園、厚生労働省と文部科学省による縦割


り行政の問題などは、何ら解消されません。民主党は、


法案審議において、省庁の縦割りを廃し、希望するす


べての子どもの受け入れを可能とする、「こども園法


案」を提出しましたが、成立には至りませんでした。


　今後も、子ども一人ひとりの個性と能力を伸ばし、


子どもが互いに育ち育みあうことのできる安全･安心


な子どもの居場所づくりに取り組んでいきます。


４．子どもを事故や事件から守るために


　民主党は、家庭や学校、公園やプールなど各種施設


での子どもをめぐる痛ましい事故を防ぐため、さまざ


まな政策立案に取り組んできました。2001年からは


製造者による事故防止情報の公表を促進する「消費生


活製品の危険情報公表法案」を提出し、その後の政府


の消費者保護政策を後押ししました。


　さらに政府に先駆け、大人の自転車の補助いすに子


どもを同乗させた際の重大事故の多さに着目し、幼


児のヘルメット着用を義務付ける「道路交通法改正


案」を2004年159通常国会に提出しました。その結果


2006年、警察庁が「自転車対策検討懇談会」を設置し、


2007年には子どものヘルメット着用の普及促進を図


る法改正が予定されています。


　また、子どもが学校や通学路において犯罪に巻き込


まれる事件が多発する中、民主党は学校安全専門員の


設置や国による財政支援などを盛り込んだ「学校安全
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対策基本法案」を2006年164通常国会に提出しました。


（関連項目：文部科学ｐ44「11. 学校安全対策基本法


の制定」参照）


５．有害情報から子どもを守る


　残虐な暴力や性暴力などの有害情報から子どもを守


るため、書籍の区分陳列や放送時間帯の配慮などに


よって、普通に暮らす子どもたちが有害情報に触れな


いですむ環境をつくります。


　携帯電話などでの出会い系サイトを通じた子どもへ


の被害防止のため、携帯電話事業者等に対し、違法・


有害サイトへの接続制限サービスに関わる説明義務を


課す「電気通信事業法改正案（携帯電話有害サイト接


続制限法案）」を2006年165臨時国会に提出しました。


　さらに、第三者機関（中央子ども有害情報対策委員


会）の設置と子どもの有害情報にかかる規制について


事業者が自主的に取り組むこと等を内容とした「特定


暴力情報等からの子どもの保護に関する法律」の制定


をめざします。また、大人社会のモラルと保護者の責


任感を強め、子どもの権利を擁護します。今後、情報


との付きあい方についても単に情報を与えないのでは


なく、与えつつ、情報化社会に生きる子どもが、情報


の持つ意味を正しく理解し活用できる能力（メディア


リテラシー）を持てるような教育をすすめます。


６．児童虐待防止対策の充実　


　児童虐待防止法は、民主党が先駆けて検討に着手し、


衆議院青少年問題特別委員長提案（全会一致）により


2000年5月に成立しました。これは児童虐待の防止に


一定の成果をあげましたが、虐待事件の増加・深刻化


の前に様々な限界も明らかになってきました。


　そこで2004年159通常国会では、①児童虐待の定義


拡大（保護者以外の同居人も対象とする、子どもの前


でのドメスティック･バイオレンスなど間接的被害も


虐待に含む）、②国及び地方公共団体の責務の明確化、


③児童虐待を受けたと思われる児童を通告義務の対象


とする、④児童の安全確認・一時保護の際の警察署長


に対する援助要請、などの法改正を全会一致で行いま


した。さらに民主党は、2007年の法改正に向け、児


童相談所の機能強化や裁判所の積極的関与などを検討


しています。今後も児童虐待防止対策の充実に取り組


んでいきます。


７．学童保育の拡充


　経済格差の拡大やひとり親家庭の増加などに対応す


るため、また、安全･安心な子どもの居場所づくりの


ために、学童保育の拡充が求められています。家庭と


同じようにすごせる居場所としての学童保育を、全児


童対策とは別に、適正な規模で、専門の指導員のもと


で、希望するすべての小学生が入れるように拡充しま


す。


８．ひとり親家庭への自立支援策


　ひとり親家庭、特に母子家庭にとっては、政府によ


る生活保護や扶養手当の削減、雇用や住宅、子育ての


問題などで、安心して自立生活できる環境にはありま


せん。民主党は、子どもと触れ合いながら働ける在宅


就労を促進するなど実効性ある就労の保障、子育て支


援、離婚時の養育費支払いの履行確保策など、ひとり


親家庭に対する自立支援に取り組みます。今後、児童


扶養手当の支給水準を変更する場合は、母子家庭の経


済状況等に十分配慮します。


男女共同参画


　人生80年時代、性別・年齢にかかわらず多様なラ


イフスタイルを生きる時代になりました。しかし、私


たちの社会システムは、旧態依然としたままで、社会


の活力を失わせています。


　民主党は、多様なライフスタイルを前提に、リスク


を分かち合うことで個人として自立し、人と人との関


係、家族、社会との関係を広げていける社会システム


づくり、そしてすべての人にワーク・ライフ・バラン


ス（仕事と生活の調和）が保障される社会システムづ


くりに取り組み、あらゆる人の自立と安心をつくりま


す。女性も男性もみずから選択し、「自分らしく」活


躍することこそ、日本を再創造するカギとなります。


９．女性も安心な年金制度を


　現在の年金制度は、自営業者、被用者、公務員など


就労形態によって別々になっており、誰にとっても不


公平な制度となっています。とくに女性の場合は、現
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在の年金制度が個人単位でなく世帯単位であることか


ら大きな不公平が生み出されています。1号、2号、3


号被保険者の区別を解消して、年金の個人単位化をは


かることで、就労形態やライフスタイルの変化に対応


でき持続可能な年金制度へと改革します。それによっ


て年金制度に対する信頼が高まり、女性も安心して年


金で老後を過ごすことができるようになります。


（関連項目：厚生労働ｐ31「19. 年金制度改革」参照）


10．自由な選択のための中立・簡素な税制


　個人の所得に係る税制は、家族に対してのさまざま


な配慮が持ち込まれています。それは、納税負担の軽


減を可能にしますが、一方で個人の選択の幅を狭め、


働く女性に不利な税制となっていることは見逃せませ


ん。


　民主党は、所得関連税制を性的役割分業に固定しな


い税制に変え、働き方の選択に中立な税制にします。


そのため配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除を整


理しますが、税の増収分で「子ども手当（児童手当）」


を充実します。また特定扶養控除を整理し、奨学金制


度を充実します。控除から手当へと切り替えることで、


働きたい人の選択の幅を広げます。


（関連項目：財務･金融ｐ23「6. 所得税改革」参照）


11．男女がともに働き続けられる雇用のために


　正社員と非正規社員（有期、パート、派遣・請負）


との間の格差は、賃金、労働条件その他において拡大


する一方です。男女間の賃金格差は、「男は仕事、女


は家事」という性別役割分担意識から生じてきました。


民主党は、時間外勤務手当の割増率を現行の25％か


ら50％に引き上げ、サービス残業の法的規制強化を


検討し、男性を含めた働き方を見直します。


　また、男女ともワーク・ライフ・バランス（仕事と


生活の調和）のとれた暮らしのため、育児・介護休業


法を改正して「仕事と家庭の両立支援法案」（2004年


159通常国会に提出）、「男女雇用機会均等法」を改正


して、真の「男女雇用平等法案」（2006年164通常国


会に提出）、「パート労働者の均等待遇推進法案」（2006


年164通常国会に提出）の制定に向けて取り組みます。


　さらに民主党は、「再就職奨学金」の創設により、


育児・介護のために退職した人の再就職を支援します。


また、政府調達事業の女性起業家への一定比率の発注


枠確保やＮＰＯ等による起業を推奨し、女性起業家を


増やします。それらによって、バリアフリーな雇用・


労働の実現が可能になり、日本の新たな活力を生み出


すことにつながります。


（関連項目：厚生労働ｐ33「26. 就業形態の多様化と


均等待遇」、ｐ34「29. 仕事と家庭の両立支援」参照）


12．次の世代の育成を支援する社会


　子どもをもちたいと願うカップルでも、経済的・社


会的事情からあきらめてしまうという声を聞きます。


また生まれてきた子どもたちにとって、育ち育むため


の環境が整っていないという声も多く聞かれます。さ


らにひとり親になった場合、二人親家庭との格差は大


きく、支援を必要とするケースは少なくありません。


子どもたちの成長段階にあわせた育ちを応援するため


にも、子育て支援策の充実は急務です。


　民主党は、低年齢児保育、時間外保育、障がい児保育、


病児・病後児保育など、多様な保育ニーズに対応する


ための基盤整備や保育サービスの充実を図ります。保


育所と幼稚園の一本化をはかり、学童保育を充実する


など、すべての子どもに質のよい居場所をつくりま


す。また民法を改正して離婚協議の際に養育費の取り


決め等を明記します。そうすることで、「チルドレン・


ファースト（子ども第一）」の社会をつくり、子育て


にやさしい社会を実現することから、出生率の上昇も


期待できます。


13．真の男女平等のための基盤づくり


　性別によって「かくあるべき」という固定的な性別


役割分業意識は、男性の過労・自殺や、女性の育児・


介護ストレスと無縁ではないと指摘されています。そ


うした意識は制度と相互作用の関係にあるため、男女


平等の制度を整えることも必要になります。


　民主党は、自律能力の形成を教育目標に据え、職業


体験学習、男性の家庭参加促進教育をすすめます。教


員、医療福祉関係、警察官、入管職員など人権に密接


にかかわる仕事の従事者への男女平等教育をすすめる


とともに、政策・方針決定過程への女性の参画を拡大


するためクォータ制を含む積極的差別是正措置を講じ


ます。
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　また民法を改正して選択的夫婦別姓を導入するな


ど、男女共同参画の視点から社会制度・慣行の見直し


を行います。そうすることによって、他者を尊重し思


いやりを持った家族・地域社会の醸成につなげます。


14．生涯を通した女性の健康保障


　日本は望まない妊娠の多い国と言われていますが、


特に10代の妊娠や中絶が増えており、社会問題になっ


ています。しかし現在の医療は、診療科の偏在や女性


医師の割合からしても、必ずしも女性に安心な体制と


はなっていません。性と生殖に関する女性の権利と健


康を守るために、年齢にふさわしい性教育を男女とも


に行い、また性差を考慮した医療を拡充します。法整


備がなされていない生殖補助医療についても、どこま


で行うかきちんと議論し、規制すると同時に、適応症


と効果が明らかな不妊治療については医療保険の適用


を検討します。


　同時に「女性は子どもを産んで一人前」「子どもを


持つことが男の甲斐性」というような画一的な価値観


に縛られない社会をつくっていきます。そうすること


で、生涯を通して女性の健康を保障できる社会へと転


換していきます。


（関連項目：小児科・産科については、厚生労働ｐ29 


「10. 小児科･産科の医師不足」参照）


15．男女共同参画の視点に立った国際協調


　冷戦崩壊後の紛争地域では、多くの女性と子どもが


被害と犠牲を被っています。開発途上国においても一


般に女性は教育、雇用、健康等の面で男性に比べて弱


い立場におかれています。紛争国や開発途上国におい


て、女性の教育水準向上と仕事の充実を図ることは、


貧困を是正し、男女格差・国際間格差を解消するため


に重要な方策です。しかし日本の援助はこうしたジェ


ンダーの視点を重視する指導力に欠けています。


　民主党は、ＯＤＡ予算配分と実施に際して、調査、


計画、立案、推進、評価の段階にＮＧＯの参加を求め、


未だ国際標準に達していない女性や子どもに関わる条


約と関連法案を精査し、条約の締結促進と法制化を図


ります。そうすることによって、国際社会の中で男女


共同参画をリードできるようにします。


16．ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）対策


　2001年に成立したＤＶ防止法施行以来、それまで


民事不介入として扱われていた配偶者間、恋人間など


の暴力事件が顕在化し、相談件数も増加し続けていま


す。2004年の改正では、こうした深刻な現状と法施


行状況を踏まえて、配偶者からの暴力の定義規定の変


更、保護命令の拡充に加え、被害者の自立支援、国、


地方自治体の基本計画策定などが明記されました。


　民主党は、3年後の見直しに当たる2007年の改正に


向けて、被害者の保護と自立支援をより実効あるもの


とするため、保護命令制度の更なる拡充、民間支援団


体への財政支援強化など被害当事者や支援者の声を踏


まえて取り組むとともに、課題となっている加害者更


正、ＤＶ未然防止策の検討をすすめます。


（関連項目：法務ｐ41「9. ドメスティック・バイオレ


ンス（ＤＶ）対策の推進」参照）


17．選択的夫婦別姓と婚外子差別の解消


　現在日本では、本人が希望しても夫婦別姓は認めら


れておらず、2005年に婚姻した夫婦の96.3％で女性が


改姓しています。民主党は、仕事の上などでの社会的


不利益をなくす、自分が生まれてからもってきた姓を


使うことでアイデンティティを守るなどの様々な理由


で別姓を望む人が、選択できる制度にします。また、


自らが何ら責任を有さない出生の事情によって子ども


が不利益を被らないよう、婚外子（非嫡出子）の相続


差別をなくすため、「民法改正案」を提案しています


（1998年142通常国会以降、累次提出）。


（関連項目：法務ｐ41「10. 選択的夫婦別姓の早期実現」


参照）
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【10】農林 ･ 水産
　農林水産業政策・食料政策は、暮らしの安全と安心


にとって重要な課題です。ところが、これまでの政


府・与党の失政により、農林水産業・農山漁村は衰退


し、食料自給率も低下の一途をたどり、また、国民の


食の安全性に対する信頼も失われてきました。民主党


は、これまでの農政を大胆に改革し、「食の安全の確


保」、「食料の完全自給をめざす」、「農山漁村の活性化」、


「戸別所得補償制度の創設」、「『もったいない』の普及」


を中心とした政策を行います。


１．食料の完全自給への取り組み


　世界の食料需要は供給量を上回りながら増加してい


ます。もしも、天候異変などによる不作が起きれば、


最初に経済力の弱い途上国の食料調達が困難になりま


す。日本の購買力が継続し、供給物があれば食料を輸


入することもできますが、世界全体の食料需給安定の


ためには、各国が一定の食料自給率を維持すること


が最も重要です。実際に先進5ヵ国では、イギリスの


74％を除けば90％から130% 近くの自給率を確保し、


国民への食料供給に責任を持っています。現在、日


本の供給熱量換算食料自給率は40％にすぎませんが、


農政を抜本的に転換することにより、国民が健康に生


活していくのに必要な最低限のカロリーは国内ですべ


て生産する食料自給体制をめざします。


２．戸別所得補償制度の創設


　自由貿易を促進しつつ、国内農業生産を維持･拡大


します。そのために、基幹農作物については、わが国


農家の生産費と市場価格との差額を農家に支払う戸別


所得補償制度を創設します。政府が行おうとしている


直接支払制度は一部の大規模農家などに限定した政策


であり、食料の安定供給、自給率向上もおぼつかなく


なります。民主党はこれを抜本的に転換し、農業・農


村を活性化するため、農政の柱として、原則として全


ての販売農家に戸別所得補償を実施します。この総額


は1兆円程度とし、米・麦・大豆・雑穀・菜種・飼料


作物などの重点品目を対象に行います。その際、農地


を集約する者への規模加算、捨てづくりにならないよ


う品質加算、棚田の維持、有機農業の実践など環境保


全への取組に応じた加算を行います。


　これにより、現在の農地約467万 ha の維持、食料


の完全自給への取組、食の安全・安心の確保、農業の


持つ多面的機能の維持、国土の均衡ある発展を図るた


めの地方経済の活性化、農家が農業を持続できるよう


な条件の整備等を可能とします。


３．米の備蓄300万トン体制の確立


　強制減反を廃止して、米の300万トン備蓄体制を確


立します。このことにより、食料の安全保障、諸外国


に対する食料人道支援の実施、バイオマス利用推進へ


の道を確立します。なお、300万トン以上の余剰米や


一定期間保有した備蓄米についても同様の方法で活用


します。


４．食の安全・安心の確保


　わが国の消費者は、ＢＳＥや鳥インフルエンザを経


験し、食の安全・安心に関心を持ってきています。そ


のため、まず、内閣府・農林水産省・厚生労働省にま


たがっている食品安全行政を一体化して、その確保を


図っていきます。また、加工食品や、外食における原


料原産地表示を義務化するとともに、食品のトレーサ


ビリティ制度を拡充し徹底していきます。さらに、全


国的なレベルで地産地消（そこでできたものをそこで


食べる）、旬産旬消（その時できたものをその時に食


べる）を推進するとともに、特に、地域の農林水産業


の実情と重要性を教えるため、学校給食において、地


産地消・旬産旬消を推進します。


５．輸入検疫体制の強化・拡充


　わが国は、食料の6割を輸入に依存しており、輸入


食品の届出件数は近年急激に増加しています。食の安


全の観点から、輸入食品についても、輸入先国が国内


と同等の食品安全基準や動植物検疫基準を遵守するこ


とをわが国の輸入の条件とします。また、食料輸出国


における食の安全確保体制については、主要な輸出国


P O L I C Y ｜ 1 0


53The Democratic Party of Japan 53The Democratic Party of Japan


P
O


LIC
Y


 10







に輸入国の立場から調査を行う国際食品調査官（仮称）


を配置します。さらに、日本における輸入食品の検疫


体制について、現在は全国31ヵ所の検疫所でわずか


300人の検査官が配置されているだけであり、わずか


5％のモニタリング検査にすぎないわが国の国境にお


ける食品検疫体制を大幅に拡充・強化します。


６．輸入牛肉に対するトレーサビリティの義務づ


け


　米国産牛肉の輸入が再開されましたが、米国におけ


る牛の月齢管理や飼料規制等の実効性や輸出プログラ


ムの遵守が疑問視されている現段階での輸入再開は、


国民の食の安全・安心を無視するものであり、今後も


中止を求めていきます。また、国民の食の安全・安心


を守るため、消費者の選択権として、牛肉やその加工


食品等についてＢＳＥ検査済みの表示と原産地表示の


義務化を実現します。さらに、輸入牛肉についても国


産牛肉と同様のトレーサビリティを義務づけるため、


国会に提出されている「牛海綿状脳症対策特別措置


法（ＢＳＥ特措法）改正案」及び「輸入牛肉に係る情


報の管理及び伝達に関する特別措置法案（輸入牛肉ト


レーサビリティ法案）」の早期成立をめざします。


７．カネミ油症被害者対策


　ダイオキシン類が混入した食用油の摂取により、


1968年に九州地方を中心に多数が重大な健康被害を


受けたカネミ油症事件では、ブロイラーの大量死の原


因がカネミ油と同一原料・同一工程で製造された飼料


であることを国は把握していたにもかかわらず、適切


な対応をとらなかったために被害が拡大し、また、被


害の発生後も国は十分な救済措置を講じてきませんで


した。その結果、現在も多数の被害者が健康被害に苦


しんでおり、経済的にも精神的にも大きな負担となっ


ています。このような事態に対処するため、国の責任


において、カネミ油症被害者の抜本的な救済を図るこ


ととし、被害者に対する特別給付金の支払いを行うこ


ととする「カネミ油症被害者に対する特別給付金の支


給に関する法律案」（「カネミ油症被害者救済法案」）


を2006年165臨時国会に提出しました。今後、この法


律案の早期成立をめざします。


８．都市と農山漁村の交流の推進


　今、農山漁村に新しいライフスタイルを求めて関心


を持つ人たちが増えつつあり、この流れは若者から定


年退職者まで幅広い各層に広まっています。さらに、


農山漁村を訪れる人の数も増えつつあり、農山漁村は


このような新しい動きに対応して活性化していかなけ


ればなりません。このため、農山漁村における、やす


らぎ、いやし、医療･療養の機能などの各方面への活


用を推進するとともに、小・中・高における自然体験、


農林漁業体験の学習を重視し、農作業を通じての心身


障がいの回復･機能向上を促す園芸療法の普及拡大を


図ります。また、グリーンツーリズム等の推進に向け、


少人数宿泊を目的とした民宿等の消防法、環境衛生法


などの規制緩和と、民宿等の新規設立や施設の改築に


際しての無利息融資制度を創設します。この他、農山


漁村の優れた点を活用した雇用と所得の拡大のために


情報提供等の支援を行います。


９．農山漁村の活性化


　小規模な農業生産でも、子を産み、育て、安心して


生活できるように、就業機会の拡大、教育・医療サー


ビスの向上、公共交通機関の確保などによる定住条件


の向上をすすめるなど、総合的な農山漁村振興政策を


高齢者の力をも活用しつつ、実施します。また、完全


な地方分権を実現します。農村資源の保全（基幹水利


施設等の維持管理など）を国・地方公共団体が責任を


持って行えるようにするとともに、農業集落による農


業水路の保全管理等の取り組みを支援します。


10．農地制度などの改善


　農地制度については、できるかぎり参入規制（入口


規制）を緩和するとともに、農地所有者の耕作義務の


明確化や転用規制（出口規制）の厳格化により、なる


べく意欲のある多くの者が農業に参入できるようにす


ることを基本として改革をすすめます。農業生産に意


欲のある株式会社、ＮＰＯ法人などに耕作の継続を条


件として利用権の設定を推進するとともに、農業生産


法人については現行の要件を緩和します。また、農業


を実践したいというサラリーマンや定年退職者などが


増えている状況を踏まえ、市町村が一定の要件を満た


す地域を指定し、その地域内における農地取得の下限
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面積条件について、地域の実情に合わせて緩和します。


11．農地面積の確保


　農地面積は、1961年の609万 ha をピークに減少し


続け、2006年には467万 ha へと40年余りの間に130


万 ha 以上減少しましたが、その大きな要因は転用と


耕作放棄によるかい廃です。農地は、農業生産にとっ


て最も基礎的な資源であり、わが国の食料安全保障の


観点からもその確保と有効利用に積極的に取り組む必


要があるため、転用許可制度の趣旨に沿い、しっかり


とした土地利用計画策定とその厳格な運用によって、


無秩序な転用を防止します。また市町村などに、耕作


放棄農地について耕作意欲のある者に利用権の設定を


命じる権限を与えるなどの政策を中心に、国は将来に


わたって現在の面積（約470万 ha）程度の農地を確


保するようにします。


12．農山漁村を支える女性の支援


　農村女性は、農業就業人口375万人の約6割を占め


るなど、農業や地域の活性化に重要な役割を果たして


います。このような状況に鑑み、農山漁村における女


性が、農地を取得したり、その他のビジネスを起業す


ることを積極的に支援するための「農山漁村女性起業


支援法」の制定や、農山漁村女性子育て支援ヘルパー


制度の創設を行います。また、農山漁村において女性


の声をより反映させるため、農協、森林組合、漁協等


の理事、農業委員、土地改良区理事について地域の実


態に合わせて女性登用の数値目標を設定し、その実現


に努めます。


　


13．環境保全型農業の推進


　永続的な農業生産を続けるためには、各地域におい


て気候・土壌等の自然条件に合ったバランスのとれた


農業生産形態が必要です。このため、環境保全型農業


や有機農業を地域において計画的に推進し、農業形態


を徐々に循環型に変えていきます。また、現在バラバ


ラになっている家畜排泄物や廃棄物のリサイクル、環


境保全型農業の導入についての法体系を一本化した ｢


生物資源の循環利用による環境保全型農業の促進に関


する法律（仮称）｣ を制定し統合的・一体的な施策の


推進を行います。また、環境を重視した農業農村整備


事業（農業公共事業）を展開するとともに、環境と調


和した農学･生物系の研究を大幅に拡充強化します。


14．都市型農業の振興


   消費地である都市近郊の農地で生産された農産物を


都市に供給することは、食卓と農地の距離（フードマ


イレージ）の短縮、鮮度の維持、輸送にかかるコスト


の軽減といったメリットがあります。また、都市の農


地は緑地帯としての役割を果たすという生活環境に関


する効用や、食品廃棄物の飼・肥料化によるリサイク


ルについては都市近郊農業の方が取り組みやすいとい


う利点があるため、都市型農業の振興をすすめます。


15．バイオマスの推進


　日本では環境汚染や地球温暖化といった環境問題が


ますます顕在化しつつありますが、バイオマスの利用


は燃料・資材と多岐にわたること、バイオマス系廃棄


物は利用の余地が大きいエネルギー資源であること、


地域で生産可能なエネルギー資源であることという特


性を活かせば、環境調和型・資源循環型社会の構築が


可能となります。このため、バイオ産業を、21世紀


を担う日本の戦略的産業として位置づけて支援措置を


講じます。また、農山漁村が大量のバイオマス資源を


産出する条件に恵まれた地域であることに鑑み、これ


らの地域においてバイオ産業を育成し、雇用の場を創


造し、地域経済の活性化を図るため、バイオ産業の育


成と利用の促進を図ります。


16．林業の振興（みどりのダム構想）


　さまざまな公益的機能を持っている森林を効果的か


つ早急に再生するために、林野行政と環境行政を一体


的にすすめます。天然林の育成をすすめ、森林の水害


防止効果や地球温暖化防止効果を高めます。治山治水


事業を隠れ蓑とした環境破壊型公共事業を縮減し、環


境・緑を守る持続可能な公共事業（＝みどりのダム事


業）に転換させ、12万人の雇用増につなげるとともに、


人工林の管理・充実をすすめ、間伐などの森林整備を


計画的に行い、10年間で1,000万 ha の森林を再生す


ることをめざします。また、森林認証制度の推進や公


共建築物への一定量の国産材使用の義務づけ、木質バ


イオマスの推進等により、国産材の利用推進を図りま
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す。なお、これらの施策と合わせ、河川の自然再生事


業を積極的にすすめます。


（関連項目：国土交通ｐ61「16. 治水政策の転換（み


どりのダム構想）」参照）


17．漁業の振興（資源管理漁業の重視）


　わが国は世界最大の水産物輸入国であり、水産物の


自給率は57％まで落ち込んでいます。また、水産物


の世界的な需要が高まるなか、他国との購入競争に敗


れる「買い負け」や国際的な資源管理の強化などによ


る国内供給への影響が懸念されています。このため、


資源管理の徹底と漁業経営の活性化を図る観点から、


個別の漁業者ごとに漁獲量の割当を行う個別ＴＡＣ


（漁獲可能量）方式を導入し、これにより影響を受け


る漁業者には戸別所得補償を行います。また、魚介類


の産卵場である「海藻による海中の森」を公共事業で


造成し、水産資源の回復を図ります。さらに、漁村を


活性化するため、漁村集落が行う海の掃除、稚魚の放


流などの資源回復事業に対して戸別所得補償を行いま


す。なお、これらの施策と併せて、わが国と競合する


漁場を有する国からの輸入について合理的な規制を行


うとともに、魚価を安定させる制度を導入します。
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【11】国土交通


国土・都市・地域政策


　戦後の混乱期から高度成長期を経て今日に至るま


で、わが国では経済成長を重視した国土形成が行われ


てきました。しかしその結果、住民不在の都市計画や


農山漁村の荒廃、地域文化の衰退や没個性的で美しく


ないまちづくりなど、様々な問題が発生するようにな


りました。これらを解決し、真に国民・住民のための


都市・地域政策を実現するために、民主党は以下の施


策をすすめます。


　


１．まちづくり


　都市化の進展の中で、大都市郊外を中心に不要不急


の基盤整備と画一的な建築物の建設が行われ、質の低


い都市環境が粗製濫造されてきました。一方、放置さ


れた地方の中小都市は荒廃・衰退がすすみました。ま


た、市街化圧力と地価高騰を背景に、無秩序な土地利


用と緩い容積率・斜線規制等を目一杯利用した建物が


建築され、街の美観が損なわれてきました。欧米諸国


では「計画なくして土地利用、建築なし」の原則が確


立し、美しい街並みを保全しています。民主党は現在


の法体系を抜本的に見直し、①建築基準法の単体規制


への特化、②都市計画法を大胆な地方分権・全国を網


羅する「まちづくり法」に改変、③まちづくりの基本


原則を明記した「景観・まちづくり基本法」を制定す


ることなどにより、コミュニティと美しく活気あるま


ちの再生・保全を図ります。


２．バリアフリーのまちづくり


　高齢者や障がいのある方々は、長い間交通機関や道


路の利用について大変な制約を受けてきました。2001


年に成立した「交通バリアフリー法」は、旅客施設新


設や車両導入におけるバリアフリー化を義務づけたほ


か、市町村が策定する基本構想によって、関係者が協


力してバリアフリー化をすすめることが規定されてい


ます。一方、建築物に関しては、ハートビル法による


バリアフリー化がすすめられてきました。民主党はか


ねてからこの2つの法律の統合を主張してきました。


そして、2006年にようやくその統合が図られること


になりました。しかし、この統合された法律にも様々


な問題が残っており、さらなる改善が必要であると考


え、民主党は修正案を提出しました。その内容は、①「移


動の権利、社会参加の機会」の保障、②自治体内の統


一的・計画的なバリアフリー化をすすめるために「地


方公共団体の責務として総合的・計画的な移動円滑化


の実施」を規定、③公共交通事業者等が講ずべき措置


として高齢者・障がい者等の意見反映のための措置と


利用者が利用しやすい施設の整備、④バリアフリー化


された施設の利用については、公共交通機関・特定建


築物における車いすの利用を拒むことができないこ


と、拒む場合にはその理由を示すこと、などです。移


動制約者の自立と社会参加の促進のため、民主党は今


後も引き続きバリアフリー社会の実現を働きかけてい


きます。


３．住宅政策


　政府のこれまでの住宅政策は、国民に住宅を取得さ


せること、つまり持ち家重視の施策が採られてきまし


た。しかし多額のローンを抱えて持ち家を取得するよ


り、賃貸住宅等を活用し、家族構成等ライフステージ


の変化にあわせて住替えを行うなど、国民の住宅に対


する価値観や嗜好は変化しつつあります。民主党はこ


れまで質・面積ともに低く抑えられてきた賃貸住宅の


充実促進を誘導するとともに、中古住宅の流通促進、


住宅ローン証券化、リバースモーゲージ（高齢者が持


ち家を担保に生活資金を借入れること）の促進、耐震


偽装問題で民主党が提案したノンリコースローン（非


遡及型融資）、職住接近のまちづくりなどをすすめま


す。また、住宅や住環境の質の向上を図るための法制


度のあり方について検討をすすめます。


４．安全 ･安心な住宅


　今回明らかとなった耐震設計偽装問題については、


何重にも張り巡らされたチェック機能は働かず、法律


違反の欠陥建築物が建築・販売されました。これは建
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築行政の根幹を揺るがす極めて深刻な問題となりまし


た。耐震強度が偽装された物件を購入した住民・ホテ


ル経営者をはじめ、周辺住民、さらには建物を購入し


た全ての人が不安を抱く事態に至りました。


　民主党は、国民の生命と身体の安全を確保し制度と


政治の信頼を回復するために、今回の事態について国


会の質問や現地調査を通じて、徹底究明を行ってきま


した。また、このような事件が二度とおこらないよう、


居住者・利用者・購入者の立場に立って再発防止策を


とりまとめ、法案として提出しました。その内容は、


①建築の最終確認は「行政」が行うこととし行政の実


務能力をアップさせる、②設計・施工・管理を分離す


る、③建築事務所の開設を建築士に限り不当な圧力を


排除する、④責任と誇りを持った建築士を育成するた


め建築士会への強制加入を義務化する、⑤建築に関与


した全ての人をリスト化し公開する、⑥広告に保険加


入の有無を表示させる、などです。


　国民が安心して安全な建築物を利用し、購入できる


よう、民主党は今後とも制度改善に取り組みます。


５．過疎地域の対策


　戦後の驚異的な経済成長の陰で、わが国の農山漁村


は、超高齢化と若年労働者の流出がすすみ、過疎化に


よる地域社会の崩壊や農地・林地の荒廃などが進行し


ています。しかし経済至上主義の価値観が転換を迎え


つつある今日、農山漁村地域には、水源確保や土砂流


出防止などの国土環境保全機能や、伝統文化や自然と


の共生等の文化・余暇機能の充実など、多種多様な機


能が期待されるようになってきました。民主党は現行


の画一的・縦割的な地域振興関係諸法を改め、地域独


自の事情や特性に対応した振興策により、過疎地域の


自立化・多様化の実現をめざします。また、公共事業


に頼らない離島地域の振興を図るため、ガソリン税の


減免措置を創設する「離島振興法の一部を改正する法


律案」を2005年162通常国会に提出しました。今後、


本法案の成立をめざします。


６．地域活性化に立脚した観光振興


　わが国は、少子化の影響により人口減少局面に入り、


全国各地で定住人口を増やすことが困難な状況になっ


ています。そのため、地域外からの観光客等交流人口


を呼び込むことによって、地方を元気にする方策が必


要とされています。また、近年はアジア諸国・地域の


経済力が高まり、日本を訪れる観光客の増加への期待


が膨らんできています。つまり、アジアを中心に海外


からの観光客の誘致による国際的な相互理解の増進や


経済・消費活動に対する効果を期待する国際観光の振


興にも関心が集まっています。こうした状況のもと、


国内および国際観光の振興を積極的にすすめ、地方の


活性化を図る施策を講じることが求められています。


　観光振興は、いかに日本を、そして地域を魅力的に


再生するかがポイントです。魅力的に感じてもらえな


い地域には誰も訪問してくれません。また、地域の魅


力とは、まずそこに住む人たちが、自分たちが住む街


や村を誇りに思い、愛着を感じることです。観光客を


呼び込むことだけに一所懸命になってしまうと、その


地域は短期的には潤うかもしれませんが、中長期的に


は衰退してしまうことがあります。


　そこで、民主党は、まずは各地域の魅力向上に向け


たまちづくり、景観形成、農山村や里山づくりなどを


すすめます。具体的には、国は、地方公共団体と地域


住民が主体となった取り組みを支援します。各地域の


歴史や伝統・文化、さらには貴重な自然の保全と活用


をすすめ、同時に受け手である住民への教育の場を提


供できるようにします。観光機会を拡大するために、


休暇・休日制度を再検討し、より柔軟に休暇を取得で


きる仕組みを作り、休日の分散化をすすめるとともに、


総合的な交通体系の整備をすすめます。また、景観に


配慮した街や交通施設、国内外からの観光客の視点に


立った観光情報の提供により観光を推進します。さら


に、現在の縦割り行政により観光行政が非効率、非効


果的であることを踏まえ、観光戦略構築と推進に向け


た時限的な文化観光省の設置を検討します。


交通政策


　誰もが安心し、安全、円滑に移動できる環境を整え


ることは、わが国の交通政策を考えるうえで最も大切


なことです。また、より低コストな物流の実現は、経


済の発展・維持のために欠かすことはできません。一


方で、交通分野における環境負荷の低減は喫緊の課題


となっています。また、現状では、地域格差などにより、
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障がい者や高齢者などの方々が安心して利用できる交


通機関や施設の整備の遅れ、鉄道・空港・道路・港湾


などの縦割りで無駄の多い交通施設の整備、交通分野


におけるＣＯ₂排出量の大幅増加など、様々な問題が


存在しています。これらの解決のために、民主党は以


下の施策をすすめます。


７．交通基本法の制定


　日常生活に欠くことのできない安全･安心かつ円滑


な移動は、高齢者や障がい者をはじめとしてすべての


国民に等しく保障されなければなりません。しかし、


現状では高齢者や障がい者など移動困難者の移動手段


が十分に確保されているとは言い難い状態です。さら


に、陸・海・空の総合的で効率的なインフラ整備を行


うための総合交通体系も確立しておらず、未だに縦割


りで連携のない非効率的なインフラ整備が続いていま


す。これらの問題を解決するために、民主党は2002


年154通常国会に「交通基本法案」を提出し、2006年


165臨時国会に再提出しました。その内容は、全ての


国民の「移動の権利」を具体的に明記するとともに、


国が策定する交通基本計画によって総合的な交通イン


フラを効率的に整備することにより、重複による公共


事業の無駄づかいを減らし、環境負荷の少ない持続可


能な社会の構築を行い、都道府県・市町村が策定する


地域交通計画により、地域住民のニーズに合致したＬ


ＲＴ（次世代型路面電車システム）やコミュニティバ


スなどの整備を推進するものです。民主党は交通基本


法案の成立に向け全力を尽くします。


８．モーダルシフトの推進


　地球温暖化対策のため、運輸部門でもＣＯ₂削減が


必要とされています。したがって、物流分野において、


トラックによる輸送から、環境負荷の少ない船舶・鉄


道へと転換（モーダルシフト）する必要があります。


政府は、モーダルシフト化率を2010年までに50％と


する目標を立てていますが、近年は40％近くで横ば


いの状態です。これは、モーダルシフトを推進するた


めの具体的施策がほとんどないことが原因です。民主


党は、荷主が輸送機関を選択する立場にあることを重


視し、荷主等にモーダルシフト推進計画の策定と実施


状況の報告を義務づけることを主な内容とする「複合


一貫輸送の推進に関する法律案」を2003年156通常国


会に提出しました。これにより、効率的で環境負荷の


少ない物流体系を確立します。


９．整備新幹線


　地域の活性化を図る上で、高速交通体系の整備は重


要な役割を担っており、持続的な経済成長のためには、


人・モノ・情報の流通量が大きく寄与するとされてい


ます。特に新幹線は、その高速性のみならず、大量輸


送性、高い安全性、優れたエネルギー効率など、他の


交通機関と比較して優れた機能と特性を有していま


す。とりわけ自動車や航空機と比較して二酸化炭素の


排出量も少なく、地球温暖化問題等の観点から環境に


やさしい省エネ型の交通機関と位置づけることもでき


ます。ヨーロッパにおいても、そのような観点から鉄


道の評価が高まり、主要都市間を結ぶ「ヨーロッパ高


速鉄道網」が整備されつつあります。


　交通体系の望ましい姿は、鉄道・自動車・船舶・航


空等の各交通機関が、それぞれの特性を発揮し、利用


者のニーズに的確に対応できる総合的な交通サービス


を提供しうる状況を確保することにあります。各地域


においてどのような交通手段を整備することが最も効


率的であるのかを十分考慮に入れなければなりませ


ん。


　一方で、国・地方の財政状況は厳しく、並行在来線


の問題もあり、地域の足の確保や貨物輸送のあり方な


ど、新幹線整備に伴って解決しなければならない問題


も多くあります。


　民主党としては、国全体の総合交通体系を確立し、


その中で新幹線整備のあり方を位置づけた上、国民の


理解を得ながら整備をすすめるべきだと考えます。


10．高速道路原則無料化


　高速道路は、3年以内に、一定期間一部大都市を除


いて無料とします。多額の投資をしながら有効活用さ


れていない高速道路を生かすことで、地方を活性化す


るとともに、流通コストの削減をはかります。不透明


な道路特別会計や官製談合などの実態を精査し、総合


的な交通体系のあり方も勘案しながら具体的な無料化


計画を策定します。無料化によってコストが削減する


だけでなく、出入口を大幅に増設できることから、地
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方の高速道路が暮らしに生かせる道路としてよみがえ


ります。また農産物、畜産物、水産物の消費地への流


通コスト、時間コスト削減は、農林漁業など生産者の


基盤強化にもつながります。


　この政策を実現するために、高速道路原則無料化の


基本方針と無料化に向けた道筋を示す「高速道路事業


改革基本法案」を2004年159通常国会に提出しました。


なお職員については、国道管理業務を担う国土交通省


職員への転籍や、高速道路を中心とする道路維持管理


のために設立する複数の法人等での受け入れで雇用確


保に万全を期します。


11．航空・鉄道事故調査委員会の改革


　ＪＲ福知山線脱線事故や羽越線脱線事故など、最近


の運輸分野における事故、トラブルの発生状況を考


えるとき、事故に関して、独立した自由な立場から、


ヒューマンエラー、組織の問題まで踏み込んだ原因の


究明を行い、再発防止に向けた提案がなされることが


強く望まれているところであります。そして、事故を


客観的に分析し、その対策を提言するためには、利害


関係を持つ私的主体や事業官庁からの独立性、中立性


の確保が不可欠です。国民の側に立ってみれば、航空・


鉄道事故調査委員会がある程度の独立性があるとはい


え、国土交通省に属していることは、調査報告書が本


当に客観的になされ、事業官庁から自由な立場で書か


れたものなのかについて疑義を持つことにもなりかね


ません。


　民主党は、①航空・鉄道事故調査委員会を国土交通


省から切り離し、独立性をさらに高め、公正中立な事


故調査並びに報告書の作成、建議、勧告を行うことが


できるようにする、②自動車に関する事故調査に関し


ても、中立的な機関による調査を行うべきであり、航


空・鉄道事故調査委員会の権限に追加する、などを提


案しています。これにより、事故調査を中立公正に行


うことにより事故の再発防止により資すること、国


民の事故調査に対する信頼が高まることが期待されま


す。


公共事業改革


　不要不急の公共事業の実施は税金の浪費のみなら


ず、土木建設業をはじめとする産業構造改革の妨げに


なっています。また、ダムのように自然環境を大きく


破壊し、将来に負の遺産を残すものも存在します。い


ま行われている公共事業のすべてが不必要であるとい


う訳ではありませんが、今後はこれまでより少ない予


算で効率的に、しかも地域の実情に合わせて情報化・


高齢化・バリアフリー・自然再生型などの事業に転換


する必要があります。民主党は、以下の点を中心に、


新しい公共事業をめざします。


12．公共事業改革


　道路や港湾などの社会資本整備については、社会資


本整備重点計画法により国土交通省関連の計画が一本


化されましたが、計画が閣議決定事項とされているた


めに国会のコントロールが及びません。また、相変わ


らず省庁縦割りの計画であるために、重複による無駄


もあります。民主党は社会資本整備関連計画を一本化


し国会承認事項とするとともに、再評価・事後評価の


仕組みを盛り込んだ「公共事業コントロール法」を制


定します。これにより、無駄を省き効率的で地域の実


情にあった、本当に必要とされる公共事業を推進しま


す。


13．大型公共事業事例の見直し


　川辺川ダム建設事業や諫早湾干拓事業、長良川河口


堰など、全国各地で大型公共事業事例のあり方が問題


になっています。例えば川辺川ダム建設事業は、数


千億円の費用をかけて利水や治水などを目的とした


多目的ダムを建設する計画ですが、多くの人家の水没


という犠牲を強いる一方で、受益者である地元農家の


多くが利水事業計画に反対して訴訟を起こし勝訴が確


定、ダムによる治水は不要であるとして学者から代替


案が示されるなど、ダム計画の必要性が著しく疑問視


されています。民主党はこれらの無駄な公共事業事例


について、今後も厳しく追及し税金のムダづかいをな


くします。


14．ＰＦＩの促進および検証


　ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イニシアチ


ブ）とは、道路や橋、刑務所や役場庁舎などといった


公共施設の建設や運営を、資金調達を含め民間事業者
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に委ねることにより、公共事業のコストを削減する手


法です。ＰＦＩの一番の目的は、事業にかかるリスク


を民間事業者に負わせることで、民間の経営感覚を活


用し、効率的かつ高品質な公共サービスを提供するこ


とにあります。このＰＦＩ制度をさらに積極的に活用


するため、ＰＦＩの数値目標を定めるとともに、ＰＦ


Ｉの促進を阻害する法律・政省令・条例等の改正をす


すめます。これにより、民間の創意工夫を活かした質


が高く効率的な事業を取り入れ、税金のムダづかいを


なくします。


15．道路特定財源の一般財源化


　ガソリンの購入価格に含まれるガソリン税、自動車


を購入する際に徴収される自動車取得税、車検の際に


納入する自動車重量税はいずれも使途が道路整備に限


定される「道路特定財源」です。一方、わが国の道路


整備の水準は、地域によっては十分ではないにしろ全


体としては既に高いレベルにまで達しています。こう


したことから、道路に特化された特定財源の存在は、


無駄な道路建設や財政硬直化の原因との批判が高まっ


ています。民主党は、道路特定財源を一般財源化とす


るとともに、複雑な自動車関係税制を簡素化します。


（関連項目：財務･金融ｐ24 「15. 自動車関連諸税の改


革」「16. 道路特定財源制度の一般財源化」参照）


16．治水政策の転換（みどりのダム構想）


　ダムは河川の流れを寸断し、自然生態系に大きな悪


影響をもたらすとともに、堆砂（砂が溜まること）に


より数十年間から百年間で利用不可能になります。こ


のように環境負荷の大きいダム建設を続けることは、


将来にたいへん大きな禍根を残すものであると言わざ


るを得ません。今後は流域治水・流域管理の考え方に


基づき、森林の再生を通じ、森林の持つ保水機能や土


砂流出防止機能を高める「みどりのダム構想」を推進


します。現在計画中または建設中のダムについては、


これをいったんすべて凍結し、2年以内をめどにその


必要性の再検討を行うなど、治水政策を転換します。


（関連項目：農林水産ｐ55「16. 林業の振興（みどり


のダム構想）」参照）


17．農林土木公共事業の見直し


　農林水産公共事業の計画・実施にあたっては、農林


漁業者の要望と需給見通しに基づくこととし、生産性・


効率性の向上に結びつく事業に重点化し、自然との調


和を考慮した環境回復型事業への転換を図ります。ま


た、重点実施により縮減した農林水産公共事業の予算


を、真に農林水産業の発展、国民への食料の安定供給


に資する戸別所得補償等の財源に充当します。


18．諫早湾干拓事業の見直し


　諫早湾干拓事業の今後のあり方については、住民・


漁民・自治体の意見を聞きながら、農業・漁業の現状、


防災、有明海の再生等の観点を踏まえて、凍結を含め


て見直します。地域を高潮・洪水被害から守るため、


潮受け堤防の利用を含めた諫早湾周辺地域の防災対策


に積極的に取り組みます。また官僚ＯＢを排除し、地


元住民・漁民・有識者を中心としたメンバーによる「有


明海・八代海再生調査委員会」を設置し、諫早湾干拓


事業が有明海の海域の環境と水産資源に与える影響等


について総合調査を実施するとともに、調査結果に基


づき海域環境の保全・改善、水産資源の回復のための


施策を講じます。
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【12】環　境
　森林伐採・開発などによる自然環境や生態系の破壊、


化学物質の拡散、化石燃料や鉱物資源の大量消費など、


人間の活動に起因する環境負荷の増大により、「環境


の許容限度」や「人体の許容限度」が限界に近づいて


います。このような環境問題に対応するために、現在


の「大量生産、大量消費、大量廃棄」社会から、持続


可能な社会へと変革し、将来世代にツケを残さないよ


うにしなければなりません。民主党は、持続可能な社


会をめざし、環境容量内での循環型社会システム構築


に向け、積極的に取り組んでいます。また、従来の「経


済」や「成長」の質を環境の視点から見直し、さらな


る環境技術、省エネ技術、省資源・リサイクル技術等


の開発・普及、環境保全を事業発展に結びつけるビジ


ネスモデルの開発など、環境への取組を積極的に推進


することにより、環境負荷の低減と環境配慮型経済発


展につながる、いわゆる「環境と経済が統合した社会」


の実現をめざします。


地球


１．持続可能な社会


　地球温暖化や水問題など、環境問題は今や、地球規


模にまで拡大しています。また、自然破壊や土壌・水


質汚染など、地域での環境問題も依然、後を絶ちませ


ん。環境の悪化とそれに伴う脅威は増大し続けていま


す。美しい自然や生命を育む地球を将来の世代に引き


継いでいくことは、いまを生きている私たちの責任で


す。民主党は、環境問題を解決し、持続可能な社会を


つくるためにも、民主党は、環境意識（マインド）の


向上・市民参加・情報公開・公正な市場構築・自然の


良好なる保全・ＮＧＯ中心の国際貢献などの施策を推


進します。


２．地球環境問題


　開発途上国を中心とした人口の急増と貧困等によ


り、地球環境の悪化が各地で顕在化しています。開発


途上国への環境保全技術の積極的な支援・供与、被


援助国の民主化促進、環境マインドを育むための「人


づくり」支援強化、森林保全・水環境の保全・砂漠化


防止などの環境保全への支援強化などを積極的にすす


め、日本が環境分野でのリーダーシップを発揮すべき


です。そのためにも、民主党は、支援の際の国際的な


環境基準の設定に向けて国際社会に対し積極的に働き


かけます。


３．環境外交


　民主党は、地球温暖化問題やオゾン層破壊問題など


に率先してリーダーシップを発揮し、環境外交を推進


します。人と自然との共生の理念に基づいて、日本が


世界に貢献する戦略的外交課題として、地球環境保全


活動を積極的に推進するとともに、地球全体の環境保


全という理念を明確にし、地球環境保全に向けた法案


の策定も視野に入れ、具体的な検討をすすめます。


４．地球温暖化対策


　地球温暖化を防止するには、国内におけるさらなる


温室効果ガス削減が必要です。しかし、温室効果ガス


の排出削減義務を定めた京都議定書は、「究極の目標」


に向けた第一歩に過ぎません。民主党は、国内におけ


る温室効果ガス削減の長期目標を設定します。その上


で、エネルギーの需要抑制、省エネ技術開発の推進、


再生可能エネルギーの普及促進、フロン回収・破壊の


推進のために、地球温暖化対策税や、フロン税などの


経済的措置を導入します。また、キャップ・アンド・


トレード方式による国内排出権取引制度、国内または


海外で発生したクレジット（排出権）を国が買い取る


制度などを導入し、ＣＤＭ（クリーン開発メカニズム）


は補完的な活用にとどめます。同時に、諸外国との環


境対話を積極的に推進し、地球温暖化の進行を食い止


めるために、環境ＯＤＡの増額なども視野に入れ、よ


り実効性のある施策を実施します。そして、ポスト京


都議定書に向けた新たな国際的枠組みに対する主導的


役割を果たします。
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５．再生可能エネルギー・未来エネルギー


　民主党は、風力、太陽光、バイオマスなど再生可能


エネルギーの一次エネルギー総供給に占める割合を、


ＥＵの導入目標を踏まえ大幅に引き上げ、2012年ま


でに10％程度の水準の確保をめざします。また、再


生可能エネルギーによる電気の買い取りを積極的に推


進し、必要な法整備を行うとともに、関連予算を大幅


に増額します。燃料電池、ＮＡＳ（ナトリウム硫黄）


電池、石炭ガス化複合発電などの技術開発に対して重


点的支援を行います。


６．地球温暖化対策税


　経済活動の地球環境に与える影響（外部費用）を内


部化し、適正な市場経済における価格決定システムに


組み入れる必要があります。特に、京都議定書の達成


が極めて困難な状況となっている地球温暖化対策で


は、いわゆる経済的措置の導入は喫緊の課題です。民


主党は、化石燃料の使用抑制・効率化と、省エネルギー・


新エネルギーの技術開発や環境関連投資促進に資する


地球温暖化対策税を創設します。具体的には、ＣＯ２


排出量（炭素含有量）に着目し、炭素1トンあたり3,000


円程度を課税します。電力については、現在の電源開


発促進税を一部組み替えて課税する炭素・エネルギー


税とします。ただし、その際には他に転換不可能な原


料炭・ナフサ等の原材料としての使用については課税


対象外とし、産業界等の温室効果ガス発生の抑止への


効果的な取り組みに対しては税の軽減もしくは還付制


度を設け、わが国の産業競争力の維持・強化をはかり


ます。また輸入石炭についても一定の措置を設けます。


税収は、省エネルギー・新エネルギーの技術開発、設


備投資、普及等に優先的に配分します。これにより、


環境技術立国として、環境と雇用を両立させた持続可


能な社会を構築します。なお石油税制についても、そ


のあり方について見直しを含め今後検討します。


７．オゾン層破壊・フロン回収


　フロン類は強力な温暖化物質であり、オゾン層破壊


や地球温暖化の原因となるなど、地球環境に大きな負


荷を与えることから、その回収破壊・代替物質への転


換が重要になります。また、大気中での寿命も長いこ


とから、一旦大気中に放出されると、地球環境に対し


て長期間大きな影響を与えることになります。ところ


が、フロンの販売価格が非常に安いことから、安易に


新品のフロンが使用され、大気中への放出が続いてい


るのが現状です。民主党がかねてから主張していたフ


ロンの回収義務化法がようやく2001年に成立しまし


たが、ＯＡ機器などに用いるダストブロワー（ごみ吹


き飛ばしスプレー）や断熱材への使用規制が十分に行


われていないなどの問題があります。民主党は今後も


環境負荷の少ないフロン代替物質への転換、使用規制、


フロン税の導入などを強力にすすめます。


８．グリーン契約


　国や自治体が行う契約において、例えば、価格は安


くてもＣＯ２排出量の多い発電による電力を契約する


と、京都議定書で削減が求められているＣＯ２排出量


が増え、削減努力に逆行するばかりか、別途対策が必


要となり新たなコスト負担を招きます。そこで、民主


党は、国等が率先して、単に価格の優位性ばかりでは


なく、最善の環境性能を有する物品・サービスを提供


する者を契約相手とし得るよう、現行の契約制度の在


り方について総合的に検討・見直す必要があると考え


ます。


９．環境教育


　持続可能な社会を構築するためには、ライフスタイ


ルの変革や意識改革が不可欠であり、家庭をはじめ、


学校、地域、職場などあらゆる場と機会を通しての環


境教育の推進が重要です。民主党は、学校における環


境教育、環境教育へのＮＧＯの参加、教員に対する研


修制度などを柱とする「環境教育振興法案」を2003


年156通常国会に提出しました。この民主党案に促さ


れ、超党派による法律（「環境教育推進法」）が成立し


ましたが、環境教育の推進という観点は十分とは言え


ず、今後も環境教育のあり方について、国民的な議論


を喚起し、幅広い検討をすすめていきます。


　また、民主党は、グリーンツーリズム（自然や農業


に親しむ観光）などを推進するためには、自然保全体


制を整備するとともに、環境教育が必要であると考え


ています。自然保全意識の涵養を図り、自然環境の重


要性、希少性、経済性を学ぶことで、自然環境が損な


われる事態が生じることがなくなるよう、国民をはじ
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めとする各主体の意識の向上のための取り組みをすす


めます。


ひと


10．化学物質対策


　日本国内で流通している化学物質は約5万種類ある


と言われ、また、毎年数百種類の化学物質が新たに製


造・使用されています。人工の化学物質が環境中に排


出された場合の人体及び生態系への影響が十分に把握


されていないことから、被害の未然防止を基本とした


リスク対策が必要です。民主党はこれまで、さらなる


情報公開を求め、政府の「化学物質排出移動登録（Ｐ


ＲＴＲ）法案」への対案を提出しました。また、環


境基準の設定などを盛り込んだ「ダイオキシン対策法


案」、焼却炉対策を強化した「廃棄物処理法改正案」


を提出しました。今後、「化学物質の審査及び製造に


関する法律」を改正し、予防原則を貫いた化学物質の


製造から廃棄までの全体を包括的に管理し、製造規制・


表示の徹底・使用後の回収など、リスクに応じた化学


物質対策をすすめます。


11．シックハウス対策


　生活の快適さや利便性を追求するあまり、私たちの


住環境は人工の化学物質に取り囲まれ、これによる健


康被害が発生しています。民主党は、このような建築


物に由来する化学物質被害を防止し、シックハウス被


害者がこれ以上増えることを防ぐために、建物完成後


の居室内の有害化学物質の濃度測定を義務化し、基準


を超えた場合には改善を求めることができる法案と、


大規模な公共建築物における有害化学物質の定期的な


測定を義務付ける法案（シックハウス対策2法案）を


2001年153臨時国会に提出しました。今後も、化学物


質による健康リスクを低減させるために予防を徹底


し、実態調査を行うなどにより、発症メカニズムの徹


底解明など科学的知見を充実させるとともに、不幸に


も被害にあってしまった方々に対しては有効な治療体


制の確立、都道府県ごとに長期滞在型療養施設の建設


などの対策をすすめていきます。


12．殺虫剤対策


　殺虫剤や農薬、殺菌剤、除草剤などの薬剤は、農地


だけではなく、住宅地や商店街、公共施設、学校、病院、


公園、街路樹など、私たちの生活環境の多くの場面で


使われています。もともとこれらの殺虫剤などの成分


は、身体に有毒であり、使用方法が悪かったり、他の


人が使ったものを知らずに吸い込んだりして、多くの


人々が健康被害にあっています。また、大人だけでも


70万人いるといわれる化学物質過敏症の患者の中に


は、このような殺虫剤などの薬剤を知らない間に吸っ


たり、身体に触れたりしてしまうことが生命にも関わ


る危険なことであることから、いつ、どこで、どのよ


うな種類の薬剤が使われるか分からないという不安な


日々を過ごしている方も大勢います。


　民主党は、2006年164通常国会に、殺虫剤などの使


い方や、人の健康や生活環境にとってどのような危険


があるかなどを明記することを義務付け、また、住宅


地等で大量に撒くような場合に守るべきルールを都道


府県知事等が定めるなどとする、殺虫剤規制2法案を


提出しました。今後も引き続き、殺虫剤などによる健


康被害の防止のために、積極的な取り組みをすすめま


す。


13．公害対策


　日本は、度々重大な公害を経験してきましたが、現


在もなお、大気中の窒素酸化物や湖沼における水質汚


濁等、環境基準を上まわる状況が続くなど、対策が進


展していない部分も残っています。民主党は、大気・水・


土壌などの環境基準を速やかに達成するため、排出基


準の強化や規制対象の拡大を、経済的措置の導入など


により実施します。2004年10月の水俣病関西訴訟最


高裁判決を受け、民主党は2005年3月に「民主党水俣


病総合対策」を発表しました。これは、「公害健康被


害の補償等に関する法律（公健法）」上の認定拡大を


図り、公健法で救済できない被害者は特別法で救済す


ることで被害者救済を図ることとしており、現在、こ


れに基づいて「水俣病被害者救済法案（仮称）」の策


定をすすめています。


14．アスベスト健康被害対策


　アスベストによる健康被害を受けながら、労災補償
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から外れる人たちを救済する石綿被害者救済法が施行


されましたが、「隙間のない迅速な行政救済」と呼ぶ


にはほど遠く、被災者や家族に多大な医学的立証が求


められるなど、早くも単なる見直しではなく、作り直


しが必要という指摘が出されています。


　民主党は、2005年163特別国会に「石綿対策総合的


推進法案」を国会に提出し、アスベスト対策の総合的


な推進を訴えてきましたが、この情勢は救済制度がで


きた現在でも変わっていません。患者・家族をはじめ


関係者の参加を確保したうえで、縦割り行政を排し、


関係閣僚を統括した総合対策の推進体制が必要です。


アスベスト関連疾患に関する情報開示、悪性中皮腫の


全数調査を行い、中皮腫登録制度を発展させます。中


皮腫・肺がん以外のアスベスト関連疾患についても質


の高い診断と治療・研究を推進します。家族や周辺住


民への影響については、自治体や一部の企業まかせに


せず、まずは研究事業の一環として無料健診を実施し、


アスベストに曝露した住民等に対する健康管理体制を


確立します。アスベスト等に起因する業務災害に関す


る労災保険給付については、時効が過ぎても請求がで


きるようにします。健康管理手帳制度を改善し、企業


による離退職者の健診だけでなく、国による倒産等企


業の離退職者への健診などを実施し、健康管理体制を


確立します。


15．水俣病対策


　公式確認50年を経た今日においても、水俣病健康


被害者の方々は健康被害と偏見とに苦しみ続けていま


す。民主党は2004年の水俣病関西訴訟最高裁判決や


環境省の水俣病問題に係る懇談会などでの意見を踏ま


え、新たな対策を打ち出します。この新たな対策では、


わが国の高度経済成長の陰で犠牲となった水俣病健康


被害者の人々の苦しい立場に立ち、現行の救済・補償


制度を抜本的に改め、すべての被害者に対する恒久的


な救済・補償制度の早期構築に取り組みます。また、


水俣病健康被害者の人々が地域の住民として安心して


暮らせるよう、より積極的な支援策を講じていきます。


16．東京大気汚染公害訴訟


　自動車排ガスによる大気汚染で、多くの方が健康被


害に苦しんでいるなか、1996年に東京大気汚染公害


訴訟が提起されました。この訴訟では、2002年の第


一審判決において、東京地裁は原告の一部について


健康被害と自動車排ガスの因果関係を認めて、国と都


などに損害賠償を命じましたが、判決内容を不服とし


原告と国などの双方が控訴しました。この控訴審が


2006年9月28日に開かれ、東京高裁は和解をめざし


協議するよう勧告しましたが、未だ国は責任を認めて


はおらず、和解は難航が予想されています。一方、現


在提訴されている第6次訴訟までを含めると原告団は


600名を超えています。民主党は、このような自動車


排ガスによる健康被害者の状況から、東京大気汚染公


害問題について積極的に調査を行い、被害者救済のた


めの法制度の検討をすすめていきます。


くらし


17．総合的な廃棄物・リサイクル対策


　現在の大量生産・大量消費・大量廃棄の社会を省資


源型の循環型社会へと転換させるため、また、廃棄物


の不法投棄や不適正処理を防ぐためにも、現在の法制


度を見直す必要があります。民主党は、①廃棄物・リ


サイクル法制度の統合、②有価・無価に影響されない


廃棄物の定義、③リサイクル施設に対する環境規制の


適用、④製造者の製品引取義務（拡大生産者責任）の


明記、⑤デポジット・埋立税・焼却税・資源税等の導


入（経済的措置）、などを内容とする「資源循環・廃


棄物管理法案」を提出します。


18．デポジット制度


　環境負荷の少ない持続可能な社会を築くためには、


事業者・消費者などの各主体が自主的に取り組むこと


が重要ですが、それが十分に行われない場合には、経


済的措置による誘導や法的規制により環境への負荷を


低減する必要があります。容器包装に関する現状は、


ペットボトルなどの環境負荷の高い製品が利便性と安


さから多く活用されています。しかし、環境負荷の


少ない社会を構築するためには、飲食店におけるビー


ルビンなどのように繰り返し再使用するリターナブル


ビンの普及が必要です。リターナブルビンの販売にあ


たっては、預り金（デポジット）を価格に上乗せし、


回収の際にそれを返却するデポジット制度が、不法投
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棄の防止や回収率の引上げのために一定の効果を認め


られています。このことから、民主党はリターナブル


ビンの普及促進のためデポジット制度の推進を積極的


にすすめていきます。


19．個別リサイクル法の改正


　現在、家電リサイクル法をはじめとして、容器包装、


自動車など多くの個別リサイクル法が制定されていま


す。個々の製品リサイクルは、その製品の特性に応じ


たリサイクルが認められるべきものではありますが、


同様の製品（例：家電とパソコン）であっても、リサ


イクル費用負担の時期が異なるなど、現行のリサイク


ル制度は場当たり的で複雑化しており、市民感覚に合


わないものとなっています。


　民主党は、これらの問題に対処するために製造事業


者に一定のリサイクル責任を課す拡大生産者責任を重


視するとともに、行政、事業者及び消費者の三者が一


緒になって負担とリサイクルのあり方を検討し、個別


リサイクルを共通化し、わかりやすいリサイクル制度


の構築をめざします。例えば、家電リサイクルでは、


個々の製品が個々人により廃棄されリサイクルされる


までには、個別にタイムラグが生じていることや廃家


電が不適切に処理されている実態があることから、全


てのリサイクルは可能な限り製品購入時にリサイクル


費用の負担を行うことを目標とします。また、食品リ


サイクルについては、未だ廃棄処理されている生ゴミ


等が相当量あることから、バイオマスの活用など官民


一体となった食品リサイクルを推進し、全てのゴミが


リサイクルされるようなゴミゼロ社会をめざします。


　


20．環境アセスメント・市民参加


　現在の環境アセスメント制度は事業アセスであり、


計画自体の見直しや代替案の検討、累積的な環境影響


への配慮をより効果的に行うためには、政策立案・計


画段階から環境に対する影響を評価する「戦略的環境


アセスメント」の導入が不可欠です。計画段階でのア


セスメント導入により、市民参加・市民合意がより早


期の段階で図られることから、環境と開発の調和を図


ることが可能となります。民主党は、国レベルでの戦


略アセスメント導入をめざします。


21．環境産業・技術等の振興


　民主党は、再生資源を原材料として使用する製品、


温室効果ガスの排出抑制に資する製品を製造する事業


その他の地球環境保全に資する産業の振興を図りま


す。また、地球環境への負荷の低減に資する製品等の


利用の促進を図ります。さらに、温室効果ガスの排出


の抑制、ダイオキシン類等有害な物質の無害化や汚染


の除去、廃棄物の減量や資源の再利用、アスベスト廃


棄物の安全な処理等に関する科学技術の振興を図りま


す。


22．既存アスベスト処理対策


　「ノンアスベスト社会」を実現するには、基本原則


や目標、方針、体制整備を、総合的、段階的に継続し


て実施しなければなりませんが、現行のアスベスト関


連法令は、異なる官庁が所管し、「石綿含有」の定義


が異なるなど整合性が欠如しています。


　民主党は2005年163特別国会に提出した「石綿対策


総合的推進法案」において、既存アスベストの把握・


管理・除去・廃棄等一貫した総合対策を提起していま


す。アスベストを含む製品及び建築物等（学校や公共


施設も含む）について全国調査と情報開示を行い、ア


スベストを含むすべての製品についてアスベスト含有


率の表示を義務づけ、有害性や飛散性、利用状況につ


いて優先順位付けをしたうえで、アスベスト飛散を防


止します。同時に過去の法令や通達を精査し、行政責


任を総括します。安全でない除去工事は一層の被害拡


大につながりかねず、解体及び廃棄作業における被ば


くを防ぐための作業基準を確立し、履行確保措置を徹


底します。アスベスト含有廃棄物の処理方法について


早急な調査を行い、規制を強化します。被害者補償、


健康管理、飛散防止、解体や廃棄に必要な財源確保の


ため、基金を創設します。


自然


23．生物多様性の保全


　我々人間の生存の基盤を支え、様々な恵みをもたら


す生物多様性は、人間活動の影響により、今や危機的


な状況にあります。現在、種の絶滅速度が100年前と


比べて40,000倍になっているともいわれ、また、世界
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全体の4分の1にあたる60,000種もの動植物が2025年


までに絶滅する可能性も指摘されています。このよう


に生物多様性が深刻な状況にあるにも関わらず、直接


これを保全する法律がありません。民主党は、急速に


失われつつある生物多様性の危機を認識し、生物多様


性保護のための「野生生物保護基本法（仮称）」の制


定をめざします。さらに、豊かな生態系を育む自然環


境を国際的に保護するための基金等への拠出を推進


し、また、生物多様性に関する国際的な調査研究をＮ


ＧＯと協力しながら積極的に支援します。


24．動物愛護


　2005年162通常国会において、「動物の愛護及び管


理に関する法律の一部改正法」（衆議院環境委員長提


案）が成立しました。法律策定過程において民主党は、


特に動物実験の規制に取り組みました。具体的には、


①動物実験の3Ｒ（代替法、数の削減、苦痛の軽減）


の明文化、②動物虐待に対する罰金増額、③動物由来


感染症の予防と生態に応じた飼養の努力義務化、④動


物取扱業の範囲に移動販売業・理美容業等を追加、⑤


犬猫引取り後のＮＰＯ等への譲渡推進、などの考えを


まとめ、超党派案に盛り込むよう主張し、一部ながら


反映されました。民主党は今後も動物愛護の取り組み


をすすめます。


25．移入種対策（外来生物対策）


　国内の生態系を破壊する外国からの移入種が全国的


な問題となっています。これらを規制するため、民主


党は、国内生物種台帳の整備・公表、規制対象の拡大


などを盛り込んだ「外来生物種規制法案」を政府案へ


の対案として2004年159通常国会に提出しました。今


後も、外来生物の生態、被害、利用に係る幅広い情報


の収集・整備を行うとともに、生態系等に係る影響を


効果的・効率的に評価する手法を確立します。また、


効果的・効率的な防除の実施に係る手法・体制の構築


と普及啓発を推進します。そして、予防原則に基づき


移入種規制の強化・非意図的導入（他のものに混ざっ


たりして国内に入ってくること）の実態把握と対応に


取り組みます。


26．野生生物保護


　民主党は、過疎化・高齢化や野生生物の生息環境条


件の変化にともない、人と野生生物の間に軋轢が生ま


れていることから、人と自然の関係を再構築します。


農作物の被害対策や狩猟を優先する現在の鳥獣保護法


では、野生生物の保護などは十分ではありません。野


生生物が共存していくためには科学的なデータに基づ


く保護などが不可欠であり、野生生物の生息数や分布


状況などを含めた国による情報体制を確立するととも


に、野生動物保護の責任体制を明確化します。地域の


実情に合わせて常時専門的な立場から調整を行う「野


生動物専門官（仮称）」を設置し、人材育成のための


制度を創設します。また、絶滅の危機にある希少種の


保護回復のために、保護指定種・生息地等保護区の拡


大を図るとともに、保護増殖事業の一層の推進を図り


ます。さらに、干潟や湖沼などの湿地は多様な生物の


生息地となっていますが、開発などにより多くの湿地


が失われていることから、湿地の開発を抑制し、保全


を図る法律の制定をすすめます。


27．クマ対策


　近年、クマの異常出没が急増し、それに伴う人的被


害や農作物被害などの物的被害が深刻化の度を増し、


社会問題化していることから、民主党は、2006年11月、


クマ対策として、「ヒトとクマとの共生プラン」を発


表しました。同プランでは、科学的調査に基づくクマ


の個体数の適正管理のもとでの〈人的物的被害の防止〉


と〈個体数保護〉の両立をめざしながら、当面策と中


長期的な対策を提案しています。クマの異常出没の原


因をたどると、最終的には「生態系」の破壊・喪失に


その元凶を見出すことができます。これまでのクマ対


策は、どちらかというと場当たり的な応急対策、すな


わち対症療法的対策の繰り返しに終始してきたきらい


がありますが、民主党は、かつてヒトとクマが共生し


えた時代が存在した事実を想起し、可能な限りの「生


態系」の再生・回復に地道に取り組むことにより、ク


マ問題の抜本的解決をめざします。


28．自然環境保護


　日本の自然公園は、すぐれた自然の風景地の観点か


ら指定されているため、最も広い範囲をカバーしてい
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る保護地域制度ですが、国や自治体が所有する部分は


ごくわずかで、大部分が民間の所有となっており、十


分な管理ができていません。こうした自然的価値の高


い核心地域は、生物が自由に移動でき、遺伝子的な生


物多様性が保全されるよう、孤立した形ではなく、「緑


の回廊」になっていなければなりません。民主党は、


保護指定地域における管理を科学的で様々な主体に


よって行い、その取り組みを科学的に評価し、フィー


ドバックできる制度を確立します。また、日本に残さ


れた価値の高い自然を保護するため、こうした地域の


指定を行うとともに、その所有・管理を国・自治体で


すすめ、取得については国の費用で計画的にすすめま


す。


29．里地・里山の保全


　人の手の入らないありのままの原生的自然を将来世


代のために保全していくことは言うまでもありません


が、人が手を入れることによって維持されてきた、わ


が国の国土の約4割を占める里地や里山の自然が、過


疎化や高齢化の進展、廃棄物処分場の建設などにより


急速に破壊されている現状にも対応が求められていま


す。地域にある文化や伝統を活かし、地域による自立


的管理が可能となる地産地消の経済システムをつくる


ことで、世界に誇ることのできる日本の里地・里山の


自然を保全する必要があります。民主党は、環境体験


学習、グリーンツーリズム、国産材の利用など消費面


を含めた農山村の活性化対策などを導入しながら、ビ


オトープ（生物生息空間）・ネットワークとして整備


をすすめ、地域の経済・物質循環を推進し、地域やＮ


ＧＯ等の活動により維持されてきた里地・里山特有の


自然環境を積極的に評価し支援する仕組みを確立しま


す。
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【13】憲法・国民投票
１．国民自身による活発な憲法論議と対話をめざ


す


　日本国憲法について、与党の一部などからは「占領


下で制定されたもの」「権利ばかりで国民の義務がほ


とんど書かれていない」などとして、これを全面的に


改めようとする議論が出ています。しかし今日、この


憲法が日本の平和と安全、繁栄と民主主義の土台とし


て深く定着し、多くの国民によって支持されているこ


とは疑い得ません。また、憲法は、主権者である国民


から国会、内閣、裁判所等の公的機関に対して公権力


行使の権限を付与し、その限界を定める法規範である


ことにかんがみれば、「国民の義務」云々の議論がい


かに無意味なものであるかは明らかです。


　もちろん、憲法といえども、決してすり減ることの


ない「不磨の大典」ではありません。内閣法制局の解


釈論に委ねられてきた自衛権行使や国際協力のあり方


について憲法で明確に歯止めの枠をはめること、プラ


イバシーや知る権利、環境権などの新しい権利のカテ


ゴリーを基本的人権として明記していくこと、閉塞状


況にある明治以来の中央集権的官治国家を分権型国家


へと大改革していくこと――こうした憲法上の課題に


ついて国民的議論が活発化することは、国民主権の健


全な姿であると考えます。


　民主党は、現時点では、憲法改正をするかしないか


という具体的な決定をしていませんが、上で述べたよ


うな観点で憲法のあり方を一から議論し、「憲法提言」


として提起しているところです。


２．国民投票法の制定


　日本国憲法の立脚する国民主権原理は、憲法第96


条の規定により、憲法改正を国民投票という直接民主


制的手続きに関わらしめています。しかし、国民投票


を実施するための具体的な制度は、日本国憲法の施行


以来約60年間整備されてきませんでした。憲法制定


権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を


早急に整備することは、国民主権を具体化するという


意味からも、立法府に課せられた重要な責任です。「国


民投票法の制定自体が改憲への第一歩だ」という議論


がありますが、むしろ、具体的な憲法改正案が国会に


提出されていない現段階で、憲法改正の中身と切り離


して、公正かつ中立な国民投票法制の実現に向け冷静


に議論をすることが重要です。


　2006年5月、国民投票制度について民主党案と与党


案の二つの法案が国会に提出され、審議がすすめられ


ています。いずれの案も、国会で発議された憲法改正


案を国民に公正・中立に知らせ、その賛否について国


民が自由かつ活発に意見を表明できるよう配慮する内


容となっていますが、民主党案は、憲法改正以外の重


要な国政問題に関する一般的国民投票制度もあわせて


定める、投票年齢を18歳以上に引き下げる、国民投


票運動に対する規制をより少なくする、などの点で与


党案と相違しています。


P O L I C Y ｜ 1 3
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【８】文部科学　　　・・・43
教育・文化… …………………………………………………………………………… 43
● 日本国教育基本法案 ●中央教育委員会の設置 ●学習指導要領の大綱化 ●現場の教育は「学校理事会」によ


る地域立学校で ● いじめ問題 ● 未履修問題 ● 土曜学校､ 放課後学習､ 読書推進､ 体験学習 ● 少人数学級 ●


教科書検定及び採択について ● 拡大教科書の充実 ● 学校安全対策基本法の制定 ● スクールカウンセラー及


びガイダンスカウンセラー制度の充実 ● 大学改革と国の支援のあり方 ● 奨学金制度改革 ● 専修・各種学校


の充実 ● 学校施設老朽化・環境衛生対策 ● 学校図書館の整備等 ● 生涯学習の充実 ● 統合教育・障がい児教


育の推進 ●国内外における日本語教育の充実 ●芸術文化活動への支援 ●伝統文化の保存・継承


スポーツ… ……………………………………………………………………………… 46
● 地域密着型クラブスポーツの振興 ● 高齢者スポーツの振興 ● 障がい者スポーツの振興 ● スポーツ医学振


興政策 ●学校施設の開放と複合利用の推進 ●校庭の芝生化 ●国際交流の推進


科学技術… ……………………………………………………………………………… 47
● 科学技術分野における行政改革 ●人材の育成 ●若手研究者の受け皿の確保 ●ＴＬＯ（技術移転機関）の強


化 ●研究環境の改善 ●科学技術政策の「選択と集中」●エネルギー関連の技術研究 ●次世代の産業競争力を


担う技術 ●国民の安全確保への貢献


【９】子ども・男女共同参画　　　・・・49
子ども… ………………………………………………………………………………… 49
● 「子ども家庭省」の設置 ●子ども手当（児童手当）の充実と出産時助成金の創設 ●幼保一本化 ●子どもを


事故や事件から守るために ● 有害情報から子どもを守る ● 児童虐待防止対策の充実 ● 学童保育の拡充 ● ひ


とり親家庭への自立支援策


男女共同参画… ………………………………………………………………………… 50
● 女性も安心な年金制度を ● 自由な選択のための中立・簡素な税制 ● 男女がともに働き続けられる雇用の


ために ● 次の世代の育成を支援する社会 ● 真の男女平等のための基盤づくり ● 生涯を通した女性の健康保


障 ●男女共同参画の視点に立った国際協調 ●ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）対策 ●選択的夫婦別姓


と婚外子差別の解消


【10】農林・水産　　　・・・53
● 食料の完全自給への取り組み ● 戸別所得補償制度の創設 ● 米の備蓄300万トン体制の確立 ● 食の安全・


安心の確保 ● 輸入検疫体制の強化・拡充 ● 輸入牛肉に対するトレーサビリティの義務づけ ● カネミ油症被


4 The Democratic Party of Japan







害者対策 ● 都市と農山漁村の交流の推進 ● 農山漁村の活性化 ● 農地制度などの改善 ● 農地面積の確保 ● 農


山漁村を支える女性の支援 ● 環境保全型農業の推進 ● 都市型農業の振興 ● バイオマスの推進 ● 林業の振興


（みどりのダム構想）●漁業の振興（資源管理漁業の重視）


【11】国土交通　　　・・・57
国土・都市・地域政策… ……………………………………………………………… 57
● まちづくり ● バリアフリーのまちづくり ● 住宅政策 ● 安全・安心な住宅 ● 過疎地域の対策 ● 地域活性化


に立脚した観光振興


交通政策… ……………………………………………………………………………… 58
● 交通基本法の制定 ● モーダルシフトの推進 ● 整備新幹線 ● 高速道路原則無料化 ● 航空・鉄道事故調査委


員会の改革


公共事業改革… ………………………………………………………………………… 60
● 公共事業改革 ● 大型公共事業事例の見直し ● ＰＦＩの促進および検証 ● 道路特定財源の一般財源化 ● 治


水政策の転換（みどりのダム構想）●農林土木公共事業の見直し ●諫早湾干拓事業の見直し


【12】環境　　　・・・62
地球… …………………………………………………………………………………… 62
● 持続可能な社会 ● 地球環境問題 ● 環境外交 ● 地球温暖化対策 ● 再生可能エネルギー・未来エネルギー ●


地球温暖化対策税 ●オゾン層破壊・フロン回収 ●グリーン契約 ●環境教育


ひと… …………………………………………………………………………………… 64
●化学物質対策 ● シックハウス対策 ● 殺虫剤対策 ● 公害対策 ● アスベスト健康被害対策 ● 水俣病対策 ● 東


京大気汚染公害訴訟


くらし… ………………………………………………………………………………… 65
● 総合的な廃棄物・リサイクル対策 ● デポジット制度 ● 個別リサイクル法の改正 ● 環境アセスメント・市


民参加 ●環境産業・技術等の振興 ●既存アスベスト処理対策


自然… …………………………………………………………………………………… 66
● 生物多様性の保全 ●動物愛護 ●移入種対策（外来生物対策）●野生生物保護 ●クマ対策 ●自然環境保護 ●


里地・里山の保全


【13】憲法・国民投票　　　・・・69
● 国民自身による活発な憲法論議と対話をめざす ●国民投票法の制定
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